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書 記 磯   昭 弘     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．委員長挨拶 

  ３．審査事項 

   〔保健福祉部〕 

    ・保健福祉部長挨拶 

   〔健康増進課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 平成３１年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１１号 平成３１年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

    ・議案第１２号 平成３１年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

   〔社会福祉課〕 

    福祉教育常任委員会 

    ・議案第３９号 那須塩原市自殺対策計画について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 平成３１年度那須塩原市一般会計予算 

   〔高齢福祉課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 平成３１年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１３号 平成３１年度那須塩原市介護保険特別会計予算 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会及び開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから福祉教育常任委員会を開会いたし

ます。 

  本日は、３月定例会の常任委員会にご出席をい

ただき、誠にありがとうございます。 

  さて、本定例会で当常任委員会が審査すべき案

件は、条例の一部改正案件２件、計画案件２件、

その他の案件１件と陳情１件であります。 

  なお、予算常任委員会付託案件のうち、当分科

会で審査すべき一般会計及び特別会計の予算案件

４件につきましては、関係所管課のところで随時、

予算常任委員会第二分科会へ切りかえて審査を行

います。 

  各委員におかれましては、慎重なる審査をお願

いいたしますとともに、円滑な進行にご協力くだ

さいますようお願い申し上げまして、挨拶といた

します。 

  それでは、ただいまから審査に入りますが、保

健福祉部の審査に入る前に、陳情審査に関しまし

て委員の皆様にお諮りをいたします。 

  先般の福祉教育常任委員会協議会において、当

委員会に付託された陳情第１号 精神障害者に身

体・知的障害者同等の福祉サービスの適用を求め

る陳情書について、陳情提出者を参考人として招

致したい旨、意見がありました。参考人の招致に

ついては、委員会で正式に決定することとなりま

す。 

  参考人招致について協議をいたします。 

  ご意見はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 陳情提出者を参考人として招致した

いと考えています。 

○佐藤委員長 ほかにご意見はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、お諮りいたします。 

  陳情第１号 精神障害者に身体・知的障害者同

等の福祉サービスの適用を求める陳情書の審査に

当たり、３月８日の委員会に陳情者、クローバー

ハーツ癒しの夢工房代表 植村健一氏を参考人と

して招致したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がありませんので、そのように

参考人として招致することと決定いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保健福祉部の審査 

○佐藤委員長 それでは、次第により順次進めてま

いります。 

  これより保健福祉部の審査を始めます。 

  審査に先立ち、田代保健福祉部長からご挨拶を

いただきます。 

  よろしくお願いします。 

  保健福祉部長。 

○田代保健福祉部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎健康増進課の審査 

○佐藤委員長 それでは、健康増進課の審査に入り

ます。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 



－120－ 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 （議案第10号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 78ページの保健衛生総務費の中の真ん

中よりちょっと上のところに、金額は少ないんで

すが、かかりつけ医の普及啓発チラシ14万4,000

円というのがあるんですけれども、これは公約の

事業ということで、かかりつけ医の普及が進んで

いないということは前から言われていたんですが、

これはどんなチラシをつくって、どんな形で配布

して、これによって何を期待しているのか教えて

ください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらにつきましては、まず

内容としまして、かかりつけ医、要するに身近な

お医者さん、まず近くのお医者さんをいつでも受

診できるような、そういった信頼のおけるお医者

さんを持ちましょうというところで、２次医療、

３次医療と、次につながるそういったルートを確

保するためにも、まずかかりつけ医という１次医

療が必要であるということの内容として考えてご

ざいます。 

  こちらにつきましては、チラシの中に緊急時以

外にはかかりつけ医、こちらでの診療時間内に受

診しましょうということを強く訴えるチラシをつ

くる予定でございます。こちらの配布につきまし

ても、医療機関等、関係機関を通じて配布ができ

る体制を整えたいというふうに考えてございます。 

  以上になります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 那須塩原市において現実に医者にかか

るときに、感じとしては結構 初から大きな病院

に行く方もいらっしゃるんではないかと思うんで

すが、国もかかりつけ医の普及を一生懸命やって

いますけれども、実態として那須塩原市で医療機

関にかかるときに、かかりつけ医をきちんと持っ

ていらっしゃる方はどのくらいいるんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 今のご質問での数の把握とい

うことだと思うんですが、それぞれ世帯ごと、ま

た個人ごとにかかりつけ医というところは多分持

っているかと思いますが、個別の数については申

しわけございませんが、把握してございません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 先ほどチラシを医療機関を通して配る

ということだったんですが、医療機関で例えば大

きな病院で配って、あなたはここに 初から来な

くて、かかりつけのお医者さんを選んで、ぜひそ

ちらに行ってくださいみたいなことって効果があ

るんですか。現実的に皆さん、お医者さんに行く

方は初めから、かかりつけ医というのは多分開業

医さんのことが多いと思うんですが、そういうと

ころをきちっと持っていらっしゃる方と、余り行

かない方は何かあったときには大きな病院に行っ

てしまうというような傾向があると思うんですけ

れども、これ予算的には大きくはないんですけれ

ども、今後かかりつけ医の制度を普及させて、２

次、３次、救急のところをちゃんと機能させるた

めには、やっぱり入り口としては大切なところだ

と思うので、本当に効果があるようなことをやっ

ていただかないと意味がないと言うんですか、大

体かかりつけ医って何だと知らない方もいらっし

ゃるでしょうし、信頼のおけるといったって、信

頼ができるお医者さんはどうやって見つけるのか

ということもあるし、もう少し、持っている人に

もう宣伝することはないので、そうじゃない方に
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どうやってこういうシステムを知らせていくかと

いうことを考えていただかないと、ただつくって

配ったって、余りどうなんですかね。意味がない

とは言わないんですけれども、どうなのかなと。

結果を出さなかったらいけないわけじゃないです

か、こういうのって。やればいいというものじゃ

ないのでお聞きしたんですが、何となく不安にな

りましたので、どう考えているのか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 先ほど医療機関と関係機関を

というところでお話をさせてもらいましたが、少

し足りない部分がございましたのでつけ加えさせ

ていただきますと、まず、医療機関と、これは大

きな病院だけに限らず、小さな病院の窓口等にも

置いていただくということは考えてございます。 

  それと、一番各世帯必ず届けるよう、その方法

と考えてますのが、がん検診等、こちらの申し込

み、これは40歳以上の方がいる世帯には必ずお送

りするんですけれども、がん検診の申し込み書、

それに同封をして、必ずその対象全戸に行き届く

ような、そういった形で配布をする予定でござい

ます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今後もそういうことをやっていく、ま

さにそうなのかもしれないんですが、ぜひ市内の

各家庭というんですか、個人というよりも世帯だ

と思うんですが、どのくらいかかりつけのお医者

さんをきちんと持ってらして、まずはそういうと

ころに行くということをしているのか。全員がお

医者さんにすぐ行くわけではないので、ちょっと

難しいかもしれないんですが、そういうところに

宣伝をすることはないわけでして、そうではなく

て、ちょっと熱出たからといって大きな病院に行

くような方に対して、そうじゃないよねというよ

うなことを啓発していかないと、いつまでたって

もこういうものが普及していかないと思いますの

で、そのやり方をもう少し実態を知って考えてい

ただきたいというふうに要望して終わります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 79ページの４款１項２目健康づくり

推進費の1001事業なんですが、ここの報償金のと

ころで、若い世代への健康教育謝礼ということで

記載されてます。この若い世代の健康教育という

のは昨年から実施されている事業だと思うんです

けれども、こちらのほうの効果というか、経過を

通してみてどうだったのかとか、ちょっと内容と

か教えていただきたいんですけれども。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 ここの若い世代の健康教育の

事業につきましては、委員ご指摘のとおり、昨年

度から取り組んだ事業となってございます。 

  まず、内容を申し上げますと、20歳から39歳ま

での子宮がん、乳がん検診時に個別教育というふ

うな形で講座を開催をしております。その際には

健康運動指導士や食生活改善推進員の皆様にお世

話になりながら、講座を開設してございます。実

績としましては、６回ほど今年度実施をしまして、

280人の参加があったというふうな実績となって

ございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 81ページの４款１項３目備品購入費、

思春期保健事業、沐浴人形６万2,000円の内訳と

いうか、人形を見ると多分そんなにはしないんで

すが、その人形を使ってどういったことをして、

何台ぐらいその人形があるのか、予定しているの

か教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 
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○織田健康増進課長 こちらについては、沐浴人形

という形で、２体１セットの人形を購入する予定

でございます。内容としましては、思春期保健事

業、また母親学級等で使用いたします。特に思春

期保健事業につきましては、高校生、また中学生、

こちらの思春期教育の中で実体験としてこういっ

た人形を抱き抱えたり、そういったことで使用す

る人形となります。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、思春期ということで高校

生、これは学校の授業の一環の中でそういうふう

な授業を取り入れてやる事業ということでよろし

いですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらについては、市内の私

どもと連携をさせていただいております助産師に

お世話になりまして、各学校の養護教諭の先生と、

また学年主任の先生方と授業の１コマ、また２コ

マ使わせていただいて、教育授業を実施している

事業でございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その前の79ページの黒磯保健センター

屋上の防水工事設計並びに工事ということで、昨

年度は外壁を補修して改修して、今回は屋上の防

水を予算計上されたということで、これをやるこ

とによって保健センターはもう全て工事はなく、

追加工事はないというふうな考えでよろしいんで

すか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 この工事、新規事業で計上さ

せていただいております。これは今委員ご指摘の

とおり、今年度外壁工事を実施をいたしました。

この外壁工事を実施する際に、まず業者さんのほ

うで当然外壁の全面調査を工事をやるに当たり実

施をいたしました。その中で新たな雨漏り箇所が、

これが屋上付近にあるという指摘がございました。

その指摘を受けまして、来年度の予算に計上した

ところです。この屋上の改修工事をいたしますと、

外壁については今年度実施しましたので、全て外

周、外回りにつきましては防水が完了するという

ふうな認識をしております。ですので、この後の

施設維持のためには雨漏り対策としましては一定

の成果があるだろうというふうには考えておりま

す。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、黒磯保健センターはもう

万全な体制ということで、また追加、追加という

ことは考えられるんでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 施設所管課としては非常にそ

このところは思い悩むところではございますが、

今回外壁、そして屋上全てまず外側はきちんと整

備がされ、内側につきましても過去に耐震整備を

しておりますので、この黒磯保健センターにおき

ましては、しばらく十分に使っていける施設にな

るんでないかというふうには期待をしております。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 昔の黒磯市役所なんで、築年数も結構

たってますので、いたし方ないなという気はしま

す。その上に新規で臨時駐車場７万1,000円、そ

ういうことによって駐車場が狭いということで借

り上げるということで、この７万1,000円は臨時

のときだけの駐車料金でよろしいんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらにつきましては、先ほ

どもご説明をさせていただきましたが、現在場所

は宮町で、保健センターは黒磯幸町ですので、宮

町ですと約１km程度距離があるんですが、これは

がん検診、また乳幼児健診等で多くの利用者がご
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ざいます。その際に検診をする、特にがん検診を

する業者さんで多くの車が利用されます。それと、

市の職員、当然車で通勤しておりますので、その

駐車場をそちらの宮町のほうに一時的にとめてい

るという状況がございます。 

  こちらにつきましては、黒磯図書館ですね、駅

前図書館、こちらの整備によって市の駐車場が工

事で使えなくなるということで、来年度におきま

しては宮町の駐車場がそちらに代替駐車場として

決定がされたということで、私どもの駐車場はち

ょっと宙に浮いているような形になりました。で

すが、こちらについては民地を住吉町にお借りを

するめどが立ちましたので、こちらで予算計上を

させていただいたというような状況でございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その駐車場は年間７万1,000円で、何

台ぐらいとめれるんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらについては、住吉町の

かなり広い土地を所有されている方に交渉をさせ

ていただこうと考えているんですが、まず台数に

つきましては約40台、職員、そして検診機関等の

台数で40台を考えてございます。１年間といいま

すよりはがん検診を実施している期間、４月から

12月までなんですが、これの開催日のみの使用、

これは38日来年度は予定をしておりますので、38

日分、40台として計算をした金額をはじき出させ

ていただいております。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 40台ということで、結構とめる場所が

今ちょっと住吉町と考えたときに、具体的にどの

辺でしたか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 ＪＡの本所がもとあった場所

があるんです。目の前、道を挟んだ前に広大な。

過去に給食センターがあった跡地を聞いておりま

す。 

○山形委員 そこを４月から12月の検診日の開催日、

38日間の予算の計上は７万1,000円ということで

よろしいですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 そのとおりです。 

○佐藤委員長 ほかに。 

  山本委員。 

○山本委員 80ページの１項３目母子衛生費、妊産

婦・乳幼児保健費の中で、先ほど産後の鬱の予防

ということで新しく検査を始めているということ

だったんですが、まず産婦健診の事業、全体でど

のくらいの予算になっているか教えていただきた

いんです。予算書で見ると3,000万ぐらいになっ

ているんですが、それでいいんですか。予算書の

85ページに母子衛生費の説明の中で、妊産婦医療

費助成費3,026万5,000円というふうにあるんです

が、これがその分だと考えていいんですか。ある

いはもっと違うのか。この新規事業がどのような

内容か教えてください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 産婦健診費の予算につきまし

ては、まず研修費の助成としまして1,000万、そ

れと支援を必要とする産婦へのフォローのための

臨時保健師賃金500万円、こちらを想定して計上

してございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、本人への助成が1,000

万で、それを補う保健師さんに500万ということ

で1,500万ということでいいんですね。 

  もう一つなんですが、80ページのほうの賃金の

産婦健診事後支援員という方に対しての500万と

いうのは何人分で、どんな形で雇って支払うのか

教えてください。 
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○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 産婦健診事後支援のための保

健師を２人常勤として雇う予定でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 31年度から常勤でお２人分で500万円

ということは、お１人250万円だと思うんですけ

れども、これは臨時の職員の常勤で時給か何かの

場合はあるということですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 常勤で考えてございますので、

予算計上としましては日額の計算で、日額１万

200円、こちらで月20日の240日計算をさせていた

だいてございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 予算が通らなければ雇うことはできな

いと思うんですが、この値段で人はたくさん応募

してくるんでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらにつきましては、以前

にも保健師確保、また看護師の専門職確保という

のがかなり厳しいというふうなお話をさせていた

だいたことがございます。潜在保健師、潜在看護

師というものは市内にも多くいるというふうには

耳にしておるんですが、なかなか実態としまして

見つけ出す、探し出すということが困難な状況で

あるのも現実でございます。ですが、今私どもに

いる保健師といろんな情報、またコネクションを

使いまして、当たって探していこうというふうな

考えでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 全協のときに説明していただいた資料

を見ると、非常に内容がたくさんあって、大切な

部分で、先ほどのご説明でも鬱を予防したり、そ

れが結果として子どもを虐待してしまうことを防

止するためだということであると、やっぱり誰で

もできることではないので、専門の人をというこ

とだと思うんですけれども、常勤で雇うというこ

とは、その方にとってはいただくお金が全てとい

うことになるので、潜在保健師さんはたくさんい

らっしゃるというふうにおっしゃいましたが、や

っぱり専門の教育を受けている方にしたら、何と

しても安過ぎるんではないかなというふうに思い

ます。 

  決まりがあるので仕方がないのかもしれないん

ですが、全てこういう専門の方は、保育士さんな

んかもそうなんですけれども、結局お金がネック

で人は集まらないんだと思います。それってやっ

ぱり市民の福祉を考えるときにはマイナスになる

んではないかなと思いますので、これはここだけ

の問題ではないと思うんですが、できるだけやは

り知識を持った優秀な方をこういうところに充て

ていただいて、本当にお母さんたちが子育てを安

心してできるような環境をつくっていくのが責任

あると思いますので、この専門職の人の処遇とい

うことはここだけではないことなんですが、ぜひ

考えていただいて、こういう事業そのものはすご

くいいんですけれども、それを担う人がいなけれ

ば絵に描いた餅じゃないですか。ここのところを

よく考えていただきたいというふうに本当に心か

ら思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  大野委員。 

○大野委員 78ページの2001事業の新規の事業なん

ですけれども、看護師の確保のために那須看護専

門学校運営支援ということでご説明があったんで

すが、広域で1,000万円ということで、ちょっと

もう少し詳しく聞きたいんですけれども、何で特

定の専門学校に1,000万円支援するようになった

のかもう少し詳しく教えてください。 
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○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 まず、那須看護専門学校につ

きましては開設が平成24年というふうにお聞きを

してございます。その当時は私どもの施設の３階

に黒磯准看護学院がございました。こちらについ

ては残念ながら30年の３月の末日をもって閉校と

いうことになったわけでございますが、それに伴

いまして、県北エリア、これは那須広域行政事務

組合の管轄のエリアで、やはり唯一の看護専門学

校というふうなところがまず１点、こちらについ

てやはり県北の医療機関がかなり充実はしている

ものの、今後のこれからの看護師というものは必

要不可欠だというふうな考えのもとに、２市１町

で協議検討がされたということで、今回那須看護

専門学校への補助金を計上した次第でございます。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 確かに医師会でやった黒磯准看護とい

うようなのが閉校になってしまったという部分も

理解できるんですけれども、ちょっと参考までに、

この医師会でやった黒磯准看護学院のほうにはど

のぐらい補助金というのは出ていたのか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらについては年ごとによ

って少しばらつきがございますけれども、約300

万程度実際に補助を継続していたという実態はご

ざいます。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 了解しました。結構1,000万というこ

とで、那須塩原市が550万ですね。結構大きい額

なんで期待したいところなんですけれども、広域

でやっているので、了解しました。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今の看護師のところのその上の行の骨

髄移植ドナー支援事業ということで、これは負担

金だから直接ではないのかもしれない。ちょっと

内容を。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらについては骨髄のドナ

ー登録されて、実際に検査、また術を受けた方に

対しましての助成と、それと当然お仕事持たれて

いる方、会社等をお休みになりますので、こちら

については事業所等にも支援をするというふうな

内容の事業でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 これはどこというか、どういうところ

が支援するようになっていますか。支援事業とし

て。支援するところがあって、そこの負担金とし

て出している。補助金か、補助金として出してい

るわけだね。どこがやっているのかというのはわ

かるんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 すみません、先ほどの説明が

ちょっと足りなくて。こちらについては個人でド

ナー登録されて、個人でそういった骨髄等の術を

受けた方に対して、個人へ補助をするものと、そ

れと、その方がお勤めになっているその事業所等

さんにも市からの補助金を出すというような内容

の事業でございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 直接もう補助するということなんです

ね。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 はい、そのとおりでございま

す。 

○金子委員 はい、わかりました。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 じゃ、すみません、まずは 終ページ

の先ほどから出てます母子衛生事業のところで妊

婦健診等なんですが、恐らく昨年の12月に126万

6,000円補正であったと思うんですね。そのとき
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にこれを当初でできなかったのかというようなあ

れに対して、当初の予算要求はしたんですけれど

も、それができなかったというようなことで補正

を組んだんだと思うんですね。今回の当初予算で

はその分も含めて事業として十分な予算になって

いるというふうに考えてよろしいのかどうかお伺

いします。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらにつきましては、全て

の予算もそうなんですけれども、やはり予算とい

うのは限りある中でいかにどういうふうに計上し

ていくかというところになってくるかと思います。

私どもとしまして、今年度の当初予算を考えるに

当たり、やはり前年度の実績というものは重視し

なければならないだろうということで、こちらに

ついては確保するというような考えのもとで、そ

れにプラスいたしましてどの程度見込みがあるの

かというところも十分勘案した中で計上させてい

ただいておりますので、今回この当初予算の積算

に当たりましては、そういったところで計上させ

ていただいてます。 

○相馬委員 はい、わかりました。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません、続きまして、今の予算執

行計画書で説明を受けていたんですが、予算書の

81ページの予防費のところで、前年度比980万減

額というふうになっているかと思うんですが、先

ほど部長の挨拶でも介護予防、それから健康寿命

の延伸ということについて重要な施策ですという

ふうなことでおっしゃられたんだと思うんですが、

その予防費について980万円を減額していればど

の辺を、予算執行計画書ということで79ページの

１項２目になるんだろうと思うんですが、説明で

は前年同額の予算ですというのが当初スタートの

説明だったと思うんですが、予算書を見ると980

万の減額になっているかと思うんですが、前年対

比ですね。どの辺が減っているのかおわかりにな

りましたらお願いいたします。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらにつきましては、主に

委託料、それと扶助費になってこようかと思って

おります。こちらについても予防接種等に係る経

費でございまして、やはり実績勘案ということで

我々としても精査をさせていただいて計上させて

いただきました。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それでは、がん検診のクーポン券でご

ざいますが、ことしはクーポン券の使用率は平成

30年度、今年度どのぐらいで、来年度はどのぐら

い見込んで同額というふうにされているのかお伺

いします。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 クーポン券につきましては、

子宮頸がん検診、そして乳がん検診等に使用され

るということなんですけれども、実際に使用され

ている方につきましては、まず子宮頸がん検診に

ついては23人ほど、それと乳がん検診につきまし

ては208名の方がいらっしゃいましたので、大体

そこをくくらせていただいて、子宮頸がん検診に

ついては20名、そして乳がん検診につきましては

約200名、そういったことで積算をさせていただ

いております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 わかりました。すみません、 後にな

りますが、81ページの不妊治療助成費というとこ

ろで前年同額ということでなっておりました。昨

年不妊治療を単独で一般質問した際に、今後その

不妊治療を受けた方へのアンケート等をとって、

さらなる普及に努めるというようなお話をいただ

いたと思うんですが、その辺のやり方等々につい
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てもし検討された内容がわかりましたらお願いい

たします。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 不妊治療費につきましては、

今委員ご指摘のとおり、私どものほうでアンケー

トの実施ということを答弁をさせていただいてお

りました。アンケートにつきましては早速不妊治

療費の申請、また扶助費等の申請をされる際に窓

口に必ずお越しになりますので、その際にアンケ

ート用紙を配らせていただきまして、この事業に

対するご意見を伺っていることをしております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 大体それはまとまるのがいつごろ、31

年度いっぱいかかりますか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 今年度分につきましては３月

31日をもちますので、それ以降速やかに集計作業

には入れるかというように考えております。 

○相馬委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 ここで議事進行を星副委員長と交代

いたします。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 80ページの予防接種費4001事業の新

規の骨髄移植者等再接種費用助成ということなん

です。これは骨髄移植者等の数を把握しているの

かどうかお伺いをいたします。聞き逃したので申

しわけないです。 

○星副委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 この予算計上に至る内容とし

ましては、実際に昨年度こういったお子さんを持

つ親御さんのほうからご相談がございました。こ

のご家庭はご兄弟お２人ともこの事例に該当する

ということで、非常に切実な思いでのご相談でご

ざいました。でしたので、私どもとしてはやはり

これからこういった事例もあるだろうといった予

測のもとに今回お２人分で計上させていただいて

おります。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 この予算については２人ということ

で、それは相談があったからということなんです

けれども、全体の骨髄移植者等の数は把握してい

るのかお伺いしたい。 

○星副委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 なかなか数につきましては把

握できないというのが現実でございまして、やは

り私どもとしましては、この事業を実施するに当

たり、いろいろな媒体を使ったり、ホームページ

等、そういったもので周知をまず徹底をするとい

うところで、広く呼びかけ、こういった事象に該

当するお子さんをお持ちの親御さんに、何とかこ

ういった事業がありますよと届けていただくのが

まず責務だというふうに考えております。 

○星副委員長 委員長。 

○佐藤委員長 確かにこれはプライバシーの問題が

ありますので、確かに難しいと思うんですけれど

も、そうするとこれからもある程度の申請者の数

を予測をして、この予算を計上していくという考

えでよろしいんですか。 

○星副委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 そのとおりでございます。 

○佐藤委員長 わかりました。 

○星副委員長 それでは、ここで議事進行を委員長

と交代いたします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 
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○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決します。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで審議の途中ですが、10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を再開。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１１号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第11号 平成31年度那須

塩原市国民健康保険特別会計予算を議題といたし

ます。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 （議案第11号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 ４款１項１目の中での後発医療品希

望シールが消耗品で……これは違うのか。 

〔「４款１項１目だよ」と言う人あり〕 

○星副委員長 １目。保健事業費と保健衛生普及費、

1001事業。後発医薬品希望シールとあるんですけ

れども、多分これはジェネリックとかの後発医薬

品というのを今支援していると思うんですが、そ

のためのシールだと…… 

〔「健康増進課だから」と言う人あり〕 

○星副委員長 これは別か。所管で。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらの事業につきましては、

国保年金課所管事業に入っております。 

○星副委員長 国保年金課所管ですね、これ。 

○織田健康増進課長 はい。 

○星副委員長 すみません、失礼しました。 

○佐藤委員長 質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 ４款２項１目の先ほどの中で、受診券

作成ということで、その券は何枚ぐらい予定して

いるのかお伺いします。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらにつきましては、２万

4,000枚印刷をする予定でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 同じところなんですが、特定健康診査

で１億円、たくさん使っているんですけれども、

これで実際のところ、市が出している保険料、国



－129－ 

保などにどのくらい影響しているのか、どのくら

い安くなるのかということについては考えていま

すか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 私ども健康増進課所管の事業

としましては、健康診査のみということになりま

す。当然、国保年金課とその辺のところはきちん

と連携をして、どの辺で医療費の削減に役立った

のかというご指摘だと思っております。申しわけ

ございませんが、そちらについては数、私のほう

では把握しておりませんので、今後そういったこ

とにも把握にも努めていきたいと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 所管が違うからと言われてしまえばど

うしようもないんですけれども、でも、こういう

特定健診、結構なお金を使って2,400万というこ

とは、2,400人というふうに言えばいい、に対し

てだと思うんですね。確かにそういう方もいろい

ろな事情があって、こう必要になってくるんだと

思うんですが、実際はやっぱり医療費削減になっ

ていかなければ何の意味もない、何の意味もなく

はないけれども、あんまりそれで、それこそアウ

トカムというんですかね、そういう部分に行かな

いと思うんですね。ですので、ぜひこういう健診

一生懸命やって、その指導をして、病気にならな

いというんですかね、治していくことによって、

全体として那須塩原市が医療費削減になるという

ような、そういう結果をやっぱり示せるような形

にしていただきたいというふうに思います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 すみません、先ほどの受診券の２万

4,000件が受診券の郵送料が585万1,000円という

ことでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 585万1,000円につきましては、

この事業の総額となります。受診券発送に係る部

分につきましては、こちらは２万4,000件の82円

分ですので、合計しますと196万8,000円、こちら

を計上させていただいております。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 30年度の予算で去年聞いたときには、

２万4,000が３万9,000だったんですね。去年の予

算の中では受診券の郵送料がことしより随分安い

予算で、416万7,000円で見積もっているんですけ

れども、その辺。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 こちらにつきましては、31年

度の予算から国保会計分と後期高齢者医療分に分

けさせていただきましたので、この年の説明の中

では１万5,000枚を後期高齢者のほうに分けさせ

ていただいているということになります。 

○山形委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認めます。質疑を

終了いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 
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  議案第11号 平成31年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算は原案のとおり可決すべきものと

することに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第12号 平成31年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計予算を議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  織田課長。 

○織田健康増進課長 （議案第12号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 委託料のこの新規の人間ドック、脳ド

ック、これは大体受診者はどのぐらい見込まれる

んでしょうか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田健康増進課長 大変申しわけございません。

こちらの事業につきましては国保年金課所管事業

となりますので、よろしくお願いいたします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第12号 平成31年度那須塩原市後期高齢者

医療特別会計予算は原案のとおり可決すべきもの

とすることに異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第12号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （保健師の処遇について） 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 （長寿の湯について） 

○佐藤委員長 ほかに何かございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 健康増進課の皆さんからは何かござ

いますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、健康増進課の審査を終了

いたします。お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため暫時休憩といた

します。 

 

休憩 午前１１時３６分 
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再開 午前１１時３９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎社会福祉課の審査 

○佐藤委員長 それでは、社会福祉課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○佐藤委員長 議案第39号 那須塩原市自殺対策計

画についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 （議案第39号について説

明。） 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで、昼食の

ため休憩いたします。 

  なお、午後１時、開始をいたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開始いたし

ます。 

  先ほど説明が終わりましたので、質疑を許しま

す。 

  星副委員長。 

○星副委員長 それでは、 近話題になっています

ＳＮＳを利用しての相談ということで、本会議の

中の質疑で田村議員が質問したところではあるん

ですけれども、もう一度、そこの部分に関して詳

しく質問したいと思います。 

  若者たち、 近の子たちは、やはり窓口はある

といっても、なかなか人と話をするのが苦手だっ

たりとか、コミュニケーションをとるのが苦手と

いう方もたくさんいらっしゃる中で、ＳＮＳを利

用した相談というのがとても有効であるというこ

とで、実際に行っているところでは結果も出てい

ます。それについて、やはりこの計画、自殺対策

計画の中に、ここのところに入っていないという

ことについて、その意見が、この計画を策定する

に当たって、そういったＳＮＳを利用した相談窓

口のことに対しては話し合いがされたのかどうか

ちょっとお聞きしたいと思うんですが。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 先日、田村議員のほうから質

疑の中で質問をいただいた内容ということでよろ

しいでしょうか。 

  その中にですね、計画の34、35ページの中で、

子ども・若者に対する自殺対策の推進ということ

で載ってございます。その中での取り組みの中で、

⑴から⑶まで載っているところではございますが、

こちらの取り組みにつきましては、あくまでもこ

れは基本的な取り組みについて記載をさせていた

だいたものでございまして、個別的な取り組み、

例えば⑴番の子ども・若者向けの相談支援をさら

に推進する、これは34ページの⑴に書いてありま

すが、これにつきましては、取り組みとして、例

えば心の相談であったり、先ほど説明しました体

温計であったり、ゲートキーパーであったり、さ

まざまなそういった個別の取り組みがございます。

その中でＳＮＳの取り組み、これも個別的な取り

組みとして十分に必要な取り組みであると、そう
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いう認識をしておりますが、この個別の取り組み

を全てこの計画に盛り込むということになります

と、非常にちょっと紛らわしくもありかつ量もふ

えてしまうということもございますので、ここに

ついてはあくまでも基本的な取り組みのみを記載

させていただいたところでございます。 

  ただし、当然来年度以降、先ほど説明しました、

この計画を推進していくための推進委員会、この

中では、そうした個別的な取り組み、これらにつ

いてもですね、ＳＮＳの取り組みですか、こちら

につきましても当然のことながら、この運用につ

いては当然考え、検討して前向きに取り組んでい

く、そういったことで考えているところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 具体的に入れると量が多くなってし

まうということでお話だったんですけれども、と

てもここの、確かにＳＮＳといってもインターネ

ットでの相談だったりとかＬＩＮＥだったり、ま

たさまざまなチャットだとか、個別にすればＳＮ

Ｓ対応というのももっともっと細かく細分化され

た方法でのやり方等はあるんですけれども、大ま

かな考え方の中の一つとして、やはりここはきち

んと項目の中に入れておいたほうがいいのではな

いかと思うんですね。 

  というのは、確かに子ども・若者に対する自殺

対策の推進で重点施策の中で子ども・若者という

ふうには書いてありますけれども、このＬＩＮＥ

の相談とかというのは、今、大人もＬＩＮＥとか

は普通にもうやっていると思うんです。というこ

とは、若者向けというよりかは全体的な取り組み

という部分の中で考えるべきだと思っていますし、

そういう取り組みは確かに高齢者の方はないかも

しれないけれども、中高年にとっては有効である

のではないかなというのも考えられるので、全体

的な中で、これだけが取ってつけての個別のもの

というよりかは、個別として出したとしても、そ

こを明記した上できちんと推進委員会のほうでも

んでもられるような形にしたほうがいいのではな

いかと考えるんですけれども、このあたりはどう

でしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 確かにおっしゃることは非常

によくわかるところでございます。ただ、先ほど

も繰り返しにはなってしまうところもございます

が、例えばＳＮＳを使ってやっていくという手法

もございますし、また、ＳＮＳのほかに、例えば

終的に対面的な相談、そういった手法、これも

非常に有効な個別的な手法ということになってく

るのかなと。そういったことを加味した中で、Ｓ

ＮＳという特出しということを広報する、この計

画の中でですね、もちろん運用の中ではそれは実

際にはやっていくところではございますけれども。

ここの計画のつくり上といいますか、そういった

この計画のつくり方としての中での大まかな基本

的ないわゆる取り組み、そしてその基本的な取り

組みがあって、その基本的な取り組みに対する個

別的な手法、取り組み方、そういったところにつ

いて、また今先ほどのＳＮＳ、それから対面相談、

それの兼ね合いについてもどういうったところま

で詰めてやっていくのかというところを議論に入

れてくるのかなと。そういったところも庁内の中

でも議論になったところもございまして、そうい

ったことであれば、そういったところについては

運営委員会の中できちんと考え、そして検討して、

現状について考えていく。そういったところがご

ざいました。 

  そういった経緯を含め、結果この計画の中には

記載せず、運用のほうで対応していきたいという
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ふうな計画になった次第でございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうすると、現在特別なやつは明記

しないという中ではありますけれども、26ページ

にありますゲートキーパーの養成講座だったりと

か、こころの体温計とかというのは、今もうこれ

も、ある意味、私から見れば、個別の対応じゃな

いのかなと思うんですが、ここに書いてあるのは

もう既にやっている事業だから、ここに明記して

あるという捉え方でいいですか。ＳＮＳはこれか

らやるから運用の部分で考えるということで。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 これにつきましては、現在取

り組んでいる事業ということで、既にやっている

基本的な取り組みということで載せています。 

  先ほどのＳＮＳにつきましては、そのＳＮＳを

使ってというところについての具体的な使い方に

ついてもうちょっと議論が必要というところも含

め、計画には載せなかったというところでござい

ますので、そこについてはご理解をいただきたい

というふうに思いますので、よろしくお願いをい

たします。 

  以上です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 ここには載せてはいないけれども、

この議論をしていく中で、運用面もこれから、推

進委員会のほうできちんと精査をしながらこれか

ら取り組んでいきますということでの考えは統一

されているんでしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 そちらについては、これまで

の、この計画を策定する中で、例えば庁内の教育

委員会なりにとか、庁外の設置した推進委員会な

り、そういったことについてお話をしたところも

ございます。やはり庁内検討委員会、個別にいろ

いろお話を聞いた中で、例えば学校の中での話に

もなりますけれども、どうしてもＳＮＳを使って

の命にかかわるものについての、十分にそれは活

用ができる話なんですけれども、それと先ほど言

った対面の取り組みをもとにつないでいく、そう

いったところの詰めというか、そこら辺のところ

も十分にこれから精査していきたい。そしてその

上で運用をしていきたい。そういったところを踏

まえて、今回は個別的な案件ということで記載を

していなかったということでご理解いただきたい

というふうに思っています。 

  それから、運用については十分に前向きにやっ

ていくことは間違いないことでございます。よろ

しくお願いいたします。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 42ページのこうした５つの重点施策を、

基本施策をやっていった中で、 終的に目標値を

設定して検証していくというようなことになって

いるんだろうと思うんですが、ここでまず、その

目標値、検証する上での目標値、どこでしたか、

38ページ、目標値ですね。これのまず設定する基

準を2016年の数字を基準にするというような、平

成29年、例えば、というのは出ていないんでしょ

うか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 委員ご指摘のとおり、計画を

つくる際のときに平成28年が、これが 新データ

というところでつくらせていただいたところでご

ざいます。 

  一応つけ加えさせていただきますと、こちらに

つきましては国、県、市、こちらを比較しながら、

比較するときの、先ほど言った自殺死亡率という

形で、当然、国の人口、県の人口、那須塩原市の

人口違いますので、そこの中で同じ土俵に立って、
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それでこの比較をしていく、そういった関係でち

ょっとですね、これは実は、はっきりいいますと、

県のほうから指示がございまして、この28年の数

値でまずは比較をしてほしいということがあった、

そういった事情がございまして、28年度という次

第でございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 わかりました。数字の設定の仕方につ

いてはわかりました。 

  そうすると、この目標の設定の仕方で、各重点

施策ごとに目標を設定するという、各重点施策で

現状、課題、それから取り組みというふうになっ

ていますが、取り組みに対する目標設定とかとい

うのはされるという、そういうお考えはなかった

んでしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 先ほど相馬委員のお話のとお

り、各施策に対して課題があり、取り組みがあり

と。そして、その取り組みについての目標という

ことがあるべきではないかというお話ではござい

ますが、うちのほうの考え方といたしましては、

これらの基本施策、それから重点施策、10個の施

策、こちらを総合的に取り組んだ結果、その結果

ですね、第５章にございます、先ほど38ページに

出た数値目標、こちらに結びつけていこうと、そ

ういった考え方をしていたところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 確かに 終的な14人と、14人という数

字を 終目標にするというところだろうというの

が、ここで目的が達成したということになるんで

しょうけれども、その前段の段階で、５つの重点

施策と基本施策でしたか、基本施策ですね、と重

点施策をそれぞれ検証していかないと、今後さら

に推進するということについて、じゃ、どこがキ

ーポイントになったのかということが恐らく出て

こないんだろうと思うんですね、検証する段階で。

なので、各項目に対して、例えば今現状は172人

のうち102人となっており、全体の59.3％を占め

るというふうになっているという、例えば重点施

策の生活困窮者支援に対する自殺対策という31ペ

ージのところですね。 

  こういう現状に対して、じゃこれを今後、ごめ

んなさい、そうじゃないな。取り組みについてと

いうことで、こうした事業の中でやっていくとい

うことになってくるんだろうと思うんですけれど

も、これについて、一つ一つ取り組み目標値は、

例えば高齢者の対策であれば、生きがいサロンの

居場所に参加をというようなことで、必要な支援

につなげるようにということであれば、これに対

して現状はどの程度、一定程度目標、このぐらい

の何％とか、こういうふうな目標を設定していっ

て、 終的にこの14人という数字の目標が出てく

るんではないのかなというふうに、いわゆるアウ

トカムのつくり方というんでしょうかね。として

は、各項目ごとに目標設定をしたほうがいいんで

はないかなと思うんですが、もう一度、そういう

ふうな考えはなかったのか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 確かに各基本施策、それから

重点施策ごとにそれぞれの目標を、これを掲げて

いくやり方、これは非常に理想的なやり方だと思

います。 

  この計画につきましては、こちらの例えば重点

施策の中についても、実は庁内のいろいろな取り

組みをしている横断的な課がございます。この事

業を実施している課というところでございまして、

そういった中で、この取り組みをした中での目標

として具体的なもの、特にソフト的なものが多い

状況でございますので、そこについてのなかなか
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その目標を設定するというところについては、な

かなか難しかったかなというところが実はござい

まして、それにつきまして、今度のですね、これ

は来年度以降の話にまたなってしまいますが、来

年度以降この計画を推進する、その中のところで、

そこでこの取り組みにつきましては、この検証を

する。そこで、先ほど委員がおっしゃった目標を

置きました中での、目標が具体的というのは示せ

なかったけれども、こういうような取り組みをす

ることによって、こういうような結果が、効果が

出たというところで推進をすると、そういうよう

な考えをしております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 13ページの中で、2012年から2016年の

中で自殺者数が172名、そのうち無職の方が102名

となっているということです。この102名の方が

もし働いていれば、命も救えたんじゃないのかな

と思って。その102名の方の気持ちを思うと、職

についていれば、そういった自殺も防げたと思う

と、この計画の中で就労のあっせんとかそういっ

たものは、庁議の中で検討はされなかったでしょ

うか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 実はですね、そちらの先ほど

の有職者、無職者の割合の中で、やはり無職者の

方はどうしても生活に困窮している方が多く、そ

ういった方について何らかの施策をというお話で

あったかと思います。 

  こちらにつきましては、これは31ページになっ

てまいりますが、重点施策の１番、生活困窮者自

立支援事業と、それと自殺対策施策の連携という

ことでございまして、この中で、生活困窮者自立

支援事業、それから家計相談事業等、生活に何ら

かの悪いことを抱えている方、そしてこの家計に

ついて、非常に困窮していて家計の立て直しが必

要な方、そういった方々についての５事業を現在

実施しておりますので、その実施する中で、そう

いった方について、その相談に来ていただいた方、

その方について、ちょっとこの方は本当に困って

しまって、もしかすると追い込まれて自殺をして

しまうかもしれないというような方がいましたら、

そういった方につきましてはすぐですね、そうい

った方について気づいて、そして支援機関のほう

につないでいく、そういった体制をとっていく、

そういった施策をとってございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、今困っている方々は、こ

ころの相談窓口ですか、そんな中で全て対応して

いただいて、こういうふうなものがあるよという

ことで紹介していただけるということで、この計

画の中ではよろしいんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 おっしゃるとおりでございま

して、先ほどのこころの相談ですとか、あと、こ

の重点施策の１番の連携、２は既存である事業と

の連携、そういったものをいろいろ組み合わせた

上で、この自殺対策を進めていきたい、そのよう

に考えているところでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。あり

ませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 すみません、委員間討議じゃなくて

…… 

〔発言する人あり〕 

○星副委員長 委員間討議…… 
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○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 すみません。では、先ほどの個別計

画の件で、ＳＮＳの相談の内容について、委員の

皆さんのご意見を聞きたいと思いまして、討議し

たいと思っておりますが。 

○佐藤委員長 ただいま星副委員長より、ＳＮＳを

盛り込むことに関しての委員間討議を行いたいと

の発言がありましたので、これより委員間討議を

行うことといたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２４分 

 

再開 午後 ２時１４分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 先ほど議題になったＳＮＳに対する対

応ということで、今後実行、何ていうんですかね、

この計画じゃなくて、実際の中ではそういうこと

も考えていくというようなことだったと思うんで

すが、県のほうの対応は、ＳＮＳに対する対応は

どんなふうになっているかというのは資料か何か

ございますか。県の自殺対策の中でのＳＮＳに対

する対応。 

○佐藤委員長 係長。 

○関谷障害福祉係長 県の自殺対策計画の中で若年

層への対応ということで、その中で若者の特性を

踏まえ、インターネットやＳＮＳ等の多様な手段

を活用した対策を講じていく必要がありますとい

う位置づけにはなっているんですが、実際の施策

の中では、ＳＮＳ等の多様な手段を活用した対策

を講じるとともに情報モラル教育やフィルタリン

グの普及等を推進しますという位置づけになって

おります。 

○相馬委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 では、質疑がないようですので、質

疑を終了したいと思いますが、異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  星副委員長。 

○星副委員長 動議をしたいと、動議あり。 

○佐藤委員長 ただいま星副委員長から動議の申し

出が出ましたので、これを議題といたします。 

  星副委員長に申し上げます。 

  動議の趣旨説明を簡潔にお願いいたします。 

○星副委員長 この自殺対策計画の中で、ＳＮＳを

通しての相談のことを取り入れるべきだと考えま

して、今、県のほうの対応としては、若年層の対

応、そしてインターネット、ＳＮＳを講じたとい

うことで、県の自殺防止対策のほうには書いてあ

り、そこに準じて那須塩原市のほうでも計画を立

てているのであれば、運営委員会のほうでも話は

出ているということでもございましたので、しっ

かりと県にも準じてこちらの計画のほうにも織り

込んで明記していくことが必要ではないかと考え

ております。 

○佐藤委員長 星副委員長の動議の趣旨説明が終わ

りました。 

  ただいまの動議について質疑を許します。 

  相馬委員。 

〔「おかしくない」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 これは動議についての質疑です。 

〔「今の星さんに対しての質疑でしょう」

と言う人あり〕 
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○佐藤委員長 動議についての質疑です。 

〔発言する人あり〕 

○佐藤委員長 暫時休憩をお願いいたします。 

 

休憩 午後 ２時１７分 

 

再開 午後 ２時１９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開始します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 再度確認なんですが、そのＳＮＳのあ

れを盛り込むことによって、どういった効果があ

るというふうにお考えで、動議を出しているのか

お伺いいたします。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 若年層も含めＳＮＳを利用している

方々に相談窓口に来るということよりもさらにＬ

ＩＮＥ、チャット、皆さんが今電話で話をするよ

りもハードルが低い。今のコミュニケーションツ

ールはＬＩＮＥが中心になっているような中で、

しっかりとＳＮＳの相談を取り入れることによっ

て、やはり救える命が一つでも多く救っていかな

ければいけないということ…… 

〔「質問が……」「どういう効果が得られ

るのか」と言う人あり〕 

○星副委員長 一人でも多くの人を救える窓口を広

げるという効果があると考えております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうした場合に、具体的な施策の中に

どういう場所にＳＮＳの効果というのが期待でき

るのか、どういう場所にうたったほうがいいとい

うふうになっているのかお伺いしたいです。 

○佐藤委員長 ただいまは、その動議に対しての質

疑なので、動議が採択された後に、それは多分説

明が…… 

○山本委員 だから、おかしいでしょう、やり方が。

進め方が。 

○星副委員長 動議に反対かどうか…… 

○佐藤委員長 動議が成立するかどうかの…… 

○山本委員 それに質疑は要らないでしょうという

の。 

○佐藤委員長 そういう会議規則になっているんで

すから。会議規則のとおりやっているんで…… 

○  委員 中身に入っちゃおかしいでしょうとい

うの。 

○佐藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時２１分 

 

再開 午後 ２時３２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ただいま私の認識不足で議事に不手際があって、

大変申しわけございませんでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号に対する修正案の

説明、質疑、討論、採決 

○佐藤委員長 ただいま星副委員長より動議が提出

されましたので、本動議を直ちに議題といたしま

す。 

  お手元に、議案第39号に対する修正案を配付い

たします。 

  それでは、星副委員長より修正案の提案理由の

説明を求めます。 

  星副委員長。 

○星副委員長 議案第39号の那須塩原市自殺対策計

画についてに対する修正の動議です。 

  那須塩原市自殺対策計画の一部、36ページ中の
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「推進します」を「推進するとともに、ＳＮＳを

活用した相談窓口設置に向けて調査研究をしま

す」に改めるということを提案いたします。 

○佐藤委員長 以上で修正案の提案理由の説明は終

わりました。 

  それでは、提出された修正案に対する質疑を許

します。 

  質疑はございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 ＳＮＳということになっています。ソ

ーシャル・ネットワーキング・サービスというこ

となんですが、いろいろなものが今後ふえてくる

可能性もあるので、ＳＮＳということになってく

ると限定されるので、もしつけ加えるなら「等」

とかいう文字を入れておかないと、今だとブログ

もＬＩＮＥもフェイスブックもツイッターもイン

スタも後からこう出てくるので、その辺のＳＮＳ

という断定にしてしまうとなかなか文言的にきつ

いのかなというふうな気がして、その辺はどうい

うふうに考えているんですか。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 確かにツールはふえてくると思うの

で、「等」を入れたほうがいいと思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今突然こういうものが出てきたんです

けれども、副委員長にあっては、今までこの自殺

対策計画につきましては、きょう突然出てきたわ

けではなく、この議会が始まる前、全協にあって

も出てきておりますし、もっと言えば、昨年11月

から12月にかけて１カ月間、パブリックコメント

も行っております。また、委員会の中ではこの計

画についての説明も受けていると思います。意見

を言うのであれば幾らでも言える期間もありまし

たし、言える立場でもあったと思いますし、また、

今、言葉を直してくれと言ったら、そうであるみ

たいな、とても何か私としてはしっかり考えて出

てきたものだとは思えませんので、そこら辺は副

委員長はどういうふうに考えてこれをきょう出し

てきたのか説明願います。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 勉強会が開催されたときにも、ＳＮ

Ｓの相談はどのようにということでは質疑はさせ

ていただいたところではありますが、計画の中で、

そのときに、これほどには深くは聞いていなかっ

たのはあると思います。やはり計画策定というこ

とにおいて、それから座間の事件とかもあったこ

とも考えると、やはり早急に手段は考えたほうが

いいのではないかと思いまして、今回こういった

ところでの計画を、本当に考えがないわけではな

く、話し合いの中でも執行部の中でも、話し合い

の中でこれから進めていくという考えもございま

したので、それでしたらここの中に明文化するべ

きであると考え、このように提出をさせていただ

きました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは国から来て、県から来て、そし

てその後、市でつくらねばならないということで

つくった一番の大もとの計画で、そのまたもとに

なるいろいろな計画もこの中に書いてあります。

そういう中で、先ほど来、執行部の説明の中では、

インターネットの関係については、まだまだ危な

いところもたくさんありますし、フィルタリング

も必要だしということがありました。運用してい

く中できちんとそれを考えていきたいというふう

におっしゃっております。そういうふうに言って

いるにもかかわらず、一番上、この計画のところ

に、文言をかえてくれと、それも「等」というも

のを入れたほうがいいのではないかと言ったら、

そうだみたいに言われてしまうと、まるでしっか

り考え考え練って動議を出されたとは思えません。
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そこのところは星副委員長はどういうふうに考え

てこういうものを出してきて、執行部が先ほどや

ることを考えているということに対してどう思っ

ているのか。 

  それから、お金のかかることなんですね、これ、

やろうと、本当に実行に移そうとすると。そうす

るとことしも予算の中でそこのところも修正を求

めるのか、教えてください。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 文言等に関して抜けていたことは、

本当に申しわけなく思います。 

  今回、ここの修正のところで、調査研究をとい

う部分で、取り入れますというのは、これはやは

り時間がかかるものだと私もそこは考えておりま

すので、進める上で、今後の計画の中に入れてい

きながら進めていっていただきたいということで

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。ありま

せんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 そのＳＮＳを活用した相談窓口という

ものは、具体的にこういうものというのは、どこ

かでやっているもの等はお持ちなんでしょうか。 

○星副委員長 相談窓口ということに関しては、Ｎ

ＰＯ法人で現在とり行っているところもございま

すので、そういったところに業務委託という形も

ありますし、また、個別に市で相談窓口を設置す

るに当たっては、専門の方を非常勤として雇うと

いうやり方をやっているところもございます。自

治体によってさまざまな取り組みはございますの

で、そこは調査研究の中に取り入れながら、市の

財政に見合った形での対応ができればいいのでは

ないかと考えます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 先ほど、運用の中で考えていきたいと

いうふうに執行部はお答えになったんですけれど

も、それではなぜだめなんですか。改めてお尋ね

します。 

  なぜここまで具体的なことを書いて、そしてそ

の言葉が足りないと言ったら、それはまずかった

って、動議として出してきて、それはないのでは

ないかと思うんですが、そこら辺のところをしっ

かり考えてやったことなんでしょうか。説明願い

ます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 考えてくださっている、今、運営を

していく中で、推進委員会の中でも考えてやって

くださっていることに、全く考えていないところ

を表に出すということは、非常にそこも難しいこ

とではあると思いますが、考えているということ

でもありましたので、さらに具体化するには、き

ちんと個々進めていくときには、やはり計画の中

に明文化したほうがより方向性は定まると考え、

ここに明文化していただきたく提案をいたした次

第です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。ありま

せんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、修正案について討議すべ

き点はございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、修正案に対

する質疑を終了いたします。 

  次に、議案第39号に対する修正案についての討

論に入ります。 

  討論はございますか。 
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  山本委員。 

○山本委員 反対の討論をいたします。 

  執行部側が自殺対策計画というものを出してお

ります。時間をかけてつくったものでありまして、

私たちに対してこれを提案してきたのも、きのう

きょうというわけではございません。今までに意

見を言う機会もありましたし、特にパブリックコ

メントの一月の間にもきちんと意見を出すことが

できました。そこで意見を出せば、きちんと執行

部側からは答えをもらうことができるようなシス

テムになっております。 

  そうであるにもかかわらず、またこの計画が、

取り組みについては個別にこれから考えていくと、

大枠を考えたもので、運用の中で、先ほどのＳＮ

Ｓについても考えていくというようにお答えをい

ただいておりますし、ＳＮＳというのは先ほどこ

の中でも出ましたけれども、非常にまだ危うい部

分がありまして、危険な部分もあるということで、

それを活用して相談窓口設置というような非常に

具体的なものを出してきていることに対して、こ

の計画の中にそれを取り入れるということには、

どう考えても賛成することはできません。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 反対討論がございましたので、挙手

により採決をいたします。 

  それでは、議案第39号に対する修正案に賛成の

委員は挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○佐藤委員長 挙手少数と認めます。 

  よって、星副委員長から提出された修正案は否

決されました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第３９号の討論、採決 

○佐藤委員長 それでは、議案第39号修正案の前の

原案に対する討論に入ります。 

  討論はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終結したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終結し、

これより採決をいたします。 

  議案第39号 那須塩原市自殺対策計画について

を可決すべきものとすることに異議ございません

か。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、よって、議

案第39号については可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会第二分

科会に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 （議案第10号について説

明。） 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休

憩いたします。 
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休憩 午後 ３時１４分 

 

再開 午後 ３時２４分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  説明が終わりましたので、質疑を許します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 予算執行計画書の61ページの一番上、

新規のおもいやり駐車スペースの標示の消耗品、

このカラーコーンの使い方、どういう場所でどう

いうふうに使っていくのかお伺いできればと思う

んですが。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 こちらにつきましては、６月

に山形議員から一般質問でいただいた案件でござ

いまして、市有施設の中で、障害者、妊産婦も含

まれるんですけれども、そういった障害者の駐車

場を確保していきましょうと。その確保するとき

に一応基準というのがございまして、幅が3.5ｍ

はなくてはいけないというのがございますので、

カラーコーンで3.5ｍの幅を確保しまして、それ

から、このおもいやり駐車場というのは、実は県

の事業でございまして、ただカラーコーンで囲っ

ただけでは障害者用の駐車場というのはわからな

いので、県から障害者用の駐車場であるというシ

ールをもらえますので、そのシールを張って、そ

れで障害者用の駐車場であることをわからせる、

そういったやり方をするものでございます。 

  ちなみに市有施設56カ所が、そういった処置が

なされていない。いわゆる障害者用の駐車場が未

整備になっているところがございまして、台数で

言いますと116台分がございます。116台分があり

まして、カラーコーンで囲って、標示板、標示を

しなければならないという、両方の措置をしなけ

ればならないのが60台分で、残りの56台分につき

ましては、いわゆる標示するシールを張る場所、

これは県からもえるものなんですけれども、その

標示するシールがもらえますので、シールを張る

だけでそこが障害者用の駐車場とわかるものとい

うことになっておりまして、この消耗品を使うこ

とによって、障害者用の駐車場のスペースの確保、

そして障害者の方がもう大手を振ってそこを使え

るようにするための消耗品ということでございま

す。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、その指定した施設につい

ては常設というふうになるんでしょうか。カラー

コーンですから移動ができるんだろうと思うんで

すが、常設で置いていくと。それとも、何かの機

会があったときに設置すると、そういうものなの

か。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 一応こちらについては、基本

的には常設という形で考えてございます。ただ、

カラーコーンとカラーコーンバー、それから、そ

のカラーコーンに重しをつけていくという形にな

りますので、なかなか消耗がひどいというときが

ございましたらば、その何年か後にはまたそうい

う形で対処をしていきたいというふうに考えてお

ります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 カラーコーンですと、当然、車にわか

らないとぶつかってしまったりなんかした場合に、

例えばこの本庁みたいに常に人がいるところであ

れば大丈夫ですけれども、人がいないような、例

えば、先ほど、まあそうか、障害者用だから人が

いないところにはほとんど設置はしないんだろう

と思うんですが、一定程度、その使用状況という

ものは監視されていくというふうに考えていらっ
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しゃるんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 それぞれの施設管理者がおり

ますので、その施設管理者の責任のもとにそちら

のほうについては管理をしていくと、そういう形

で周知をしていくと。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 60ページから61ページの障害者福祉総

務費の中の61ページの一番 後のところに福祉タ

クシー券とあるんですが、すみません、ここの部

分を改めて説明してほしいんです。何人ぐらいが

使われているのか。福祉タクシーは市内でどうい

うところが担っているのか。すみません、久しぶ

りなので教えてください。 

○佐藤委員長 係長。 

○関谷障害福祉係長 福祉タクシー券というものは、

障害者手帳の身体であれば３級以上、知的障害で

あればＡ１、Ａ２の重度の方、それから精神障害

であれば１級、２級の方が対象者になります。こ

の方々にタクシー券を交付しまして、月額で

2,900円分のタクシー券で、年額３万4,800円分の

タクシー券を交付しまして、それをタクシーを利

用したときに代金のかわりにお支払いに使ってい

ただくというものになります。 

  今のところ、平成29年度、前年度実績ですと

1,728件、1,728人の方に交付をしまして、全員が

全員使うというわけではなくて、利用率について

は56％ぐらいとなっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 福祉タクシー券というのは、普通のタ

クシーだけじゃなくて、よく福祉タクシーって通

っていますけれども、そういうところにも使える

んですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 福祉タクシーというものです

けれども、福祉タクシー券については、通常のタ

クシーの利用もありますし、車椅子ごと乗せられ

るリフトタイプのものも用意してある業者さんも

おります。あとは民間救急車のようにストレッチ

ャーのようなもので乗せていただく、寝たきりの

方にも対応できるような業者さんも協定をいただ

いておりますので、その方に合わせた業者さんを

選ぶことができるということになろうかと思いま

す。 

  あと、この福祉タクシーとは別に車椅子タクシ

ー券というものがありまして、那須塩原市から補

装具として車椅子の支給を受けている方について

は、この福祉タクシー券とは別にその車椅子用の

タクシー券というのが追加交付されるような仕組

みになっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちなみに、その福祉タクシーを仕事と

して行っているというんですか、那須塩原市の市

内の３級以上の方とか精神障害、つまりこの福祉

タクシーを使える方が使える業者は、普通のタク

シー会社のほかにいろいろあると思うんですが、

どのくらいあるんですか。 

○関谷障害福祉係長 およそ15業者になると思いま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ということは、この福祉タクシー券の

３万4,800円分というのは、市が認定をしている

タクシー会社じゃなくても、およそということは、

はっきりわからないということは、どういうとこ

ろでもいいんですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 市とこの福祉タクシー券を利

用できるタクシー会社ということで契約を結ばせ

ていただきます。タクシー会社さんと那須塩原市
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の間で。それで、初めてそのタクシー券が使える

ようになるということで、タクシー券の裏面を見

るとその業者さんの一覧と電話番号が載っている

んですけれども、本日は持っておりませんので、

すみません、正確な数字が申し上げられないんで

すけれども、およそということで。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 何で聞いたかというと、個人で何かや

っていらっしゃる方が使えないということを聞い

たことがあるんですが、この福祉タクシー券を使

える業者は、会社か何かの組織か何かがないとだ

めというような決まりがあるんですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 契約の条件としましては、運

輸局のほうに旅客輸送の届け出をしているという

ところが条件になりますので、その届け出がなさ

れているかどうかというところが条件になってこ

ようかなと思います。 

○山本委員 わかりました。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 このところなんですけれども、１人当

たり３万4,800円ということで、使い切らない場

合もあるということでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 使い切らない方も実際にはお

ります。翌年度の申請のときに、使い切らなかっ

たのでということで、窓口で持ってきていただく

方もたくさんいらっしゃいます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 じゃ、極端な話、使い切れないからほ

かの人に転用とかいうふうなことの、そういった

ものも頭がいい人は考えると思うんですけれども、

車椅子タクシーとか福祉タクシーで悪用されるよ

うなことはほぼほぼないという。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 一応使い方としまして、契約

いただいたタクシー業者さんのほうには、チケッ

トの中に番号と、あとその方のお名前と手帳の番

号が書いてあるので、タクシー券に記載されてい

る手帳の番号と実際にお持ちの障害者手帳とを照

らし合わせて本人確認はしてくださいねという指

導をしております。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 じゃ、そうすると、手帳を持ってタク

シー券を持って、照らし合わせてやっと乗れると

いうことですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 手帳と券があって本人確認で

きて、初めてその券を使うことができるというよ

うな指導をしております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今のところなんですが、何かとても便

利そうだし、障害を持っていらっしゃる方にとっ

ては使いやすそうなんですが、なぜ半分ぐらいし

か使わないんですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 さまざまな理由があるとは思

うんですけれども、あとは、毎日使うわけではな

いんだけれども、家族の方が不在のときだけ使う

とか、月に１回、お薬だけもらいに行くときに使

っているんだというような方も、窓口で実際に対

応した中ではいらっしゃいました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今回陳情が出ているのでちょっと聞く

んですけれども、精神障害の方が、さきほど、１

級と２級ですね、言ったんですが、それって、す

ごく変ないい方なんですが、どんなくらいの精神

障害を持っている方なんですか。難しいか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 精神の１級、２級というのが、
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その手帳を申請したときのお医者さんの診断書の

状態なので、１級の方であっても、その後の治療

が効果を示せば、本当に薬さえ飲んでいれば一般

生活に支障のない方もいらっしゃいますし、３級

とかの方でも、治療中断とかしてしまっている方

で症状が悪化してしまえば問題行動を起こしてし

まったりとか、日常生活に支障が出てしまうとい

う方もいらっしゃるので、一概に、１級はこうい

う状態ですよとか、２級はこういう状態ですよと

いうのはなかなか難しいとは思うんですけれども、

一般的に、１級相当と書かれる方ですと、医療機

関への入院とかそういったのが必要なレベルとは

言われております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、タクシー券をもらっても、

ひとりで使える状態の方ではないことが多いとい

うような理解でよろしいんですか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 そうですね、１級の方なんか

ですと、医療機関への入退院を繰り返しているよ

うな方も多くいらっしゃいますので、一般の方か

ら比べると、利用する環境にないという方のほう

が多いと思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 60ページのさきほどの自殺対策強化事

業のところで、新規、自殺対策連絡協議会委員謝

礼ということで計上されておりますが、この謝礼

の中身をお伺いしてよろしいでしょうか。 

  ちなみに、この先ほどの自殺対策計画の中には、

ここには仮称というふうになっておりますが、

（仮称）那須塩原市自殺対策連絡協議会団体とい

うふうになっておりますが、団体というふうにな

っている以上、それから、ほぼほぼ、メンバーを

見ますと公の人という印象になってしまうんです

が、この謝礼の中身をお伺いできればと思います。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 この仮称の自殺対策連絡協議

会の委員の報酬ですけれども、計画の中で41ペー

ジのほうに構成団体のほうが書かれているんです

けれども、その中で報酬の対象となってきますの

が、一番上の西那須野塩原地区の医師会のお医者

さん、それから黒磯那須地区の医師会のお医者さ

んということでお医者様が２名、それから、福祉

関係者の中で那須塩原市民生委員児童委員協議会

連合会ということで民生委員の代表の方が１名、

それから自治会関係ということで、那須塩原市自

治会長連絡協議会という自治会代表の方、こちら

が１名、それから、 後に関係者ということで自

死遺族の会というのがございまして、こちらの代

表の方が１名ということで、合わせて５名分が対

象となります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その５名分の予算化されている部分は

幾らなんでしょうか。 

○佐藤委員長 関谷係長。 

○関谷障害福祉係長 お一人の１回当たりの単価が

7,400円ということになりますので、7,400円掛け

る５名掛ける、年２回を予定していますが、７万

4,000円ほどの委員報酬を考えてございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 62ページの障害者地域生活支援費にな

るのかなと思うんですけれども、障害者からだん

だん、いろいろの例えばコミュニケーションとか

そういうのがなかなかとりづらいところがあるら

しくて、そういうのの補助がどんどん少なくなっ

ているというか、そういうあれがあるんです。

近はこの辺どうなんですか、そういうところで。

傾向として、大体維持しているのか。 

  それから、スポーツ関係でも、よく地域のスポ
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ーツ大会とかあったり、それから昔はよく烏山の

何とか、それから日光のほう、高徳のほうにもあ

って、よくそういうところへ行ってコミュニケー

ションをとるというようなことをやっていたよう

で、 近はそれはどうなんですか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 今のご質問でございますが、

まず、身体に障害がある方のいわゆる団体ですか、

そういった団体に対しての補助金、それかがだん

だん減少傾向にある、そういったお話を聞いたと

いうことでございますが、実態といたしましては、

うちのほうの予算といたしまして、今の段階で減

少しているといったことはございません。今のと

ころは例年どおりという形で計上させていただい

て、その分の補助金を出しているという状態でご

ざいます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それは例えばどういう補助が出ている

んでしょうか。 

○佐藤委員長 板橋課長。 

○板橋社会福祉課長 基本的には団体の運営補助と

いう形で出させていただきます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることに異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 （社会福祉課地域共生係の業務内容に

ついて） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 社会福祉課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、社会福祉課の審査を終了

いたします。お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 ３時４８分 

 

再開 午後 ３時５２分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎高齢福祉課の審査 

○佐藤委員長 それでは、高齢福祉課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会第二分科会

に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 （議案第10号について説

明。） 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時０１分 

 

再開 午後 ４時１８分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開催いたし

ます。 

  先ほど説明が終わりましたので、質疑を許しま

す。 

  山本委員。 

○山本委員 64ページの高齢者の生きがいのところ

の陶芸の解体のところなんですけれども、ここは

たしか借地だったと思うんですけれども、これ、

解体した後は返すというようなことなんでしょう

か。 

○佐藤委員長 課長。 

○増渕高齢福祉課長 一応、保育園の一部駐車場で

使わせていただいていますので、まずは、基本的

にはこちらの所管のほうに移しまして、予定では

駐車場として使われるということで進んではいま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、この新規の上に書いてあ

る陶芸活動支援用地と書いてあるんですが、これ

が、その高齢者の生きがいづくりの陶芸があった

ので、ここで多分お金を出していたんだと思うん

ですが、壊してしまって保育園の駐車場にするの

に、ここに予算を入れておくことは変ではないで

すか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 来年度中の解体ということで

すので、跡地は当然高齢のほうで使わせていただ

くということにはなりますけれども、相手方がい

るお話でもありまして、今、31年度中については

高齢福祉課のほうで予算計上してお支払いさせて

いただいて、32年度から子どものほうに移管する

ということで考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 前々から高いと、土地が高いのかもし

れないんですが、その157万8,000円て安くはない、

高いなと感じるんですけれども、ここの値段は、

これで適切な値段で借りているんですか。 

○佐藤委員長 村松課長補佐。 

○村松高齢福祉課長補佐 総額で157万8,000円とい

う金額なんですが、そもそも面積が広いんですね。

面積のほうが全部で1,920㎡お借りしています。

１㎡当たりの単価で言うと68.49円ということで、

１坪だと226円程度ですので、なので、余り高額

ではないのかなというのと、あと計算の方法が、

固定資産評価額とかをもとに一定の賃借料を掛け

て算定した数字で、保育園の底地自体も借地なん

ですけれども、そこと合わせているというところ
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です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ことしは陶芸のまだ作業所があって、

来年度解体するということなので、そもそも、あ

そこは陶芸の人が使っている日にちは限られてい

るし、その陶芸に来ている人の車はそんな何十台

もなくて、私はあそこをいつも通るんですんです

けれども、何に使っているかといえば、保育園の

先生たちが車をとめていてというのが多いのに、

これが高齢者のここのところにのっているのはお

かしいんではないかと思うので聞いているんです

けれども、本来は保育園のほうの予算で買えばい

いと思いますし、その1,920㎡って、本当に陶芸

のあるところだけのあの土地の広さなんですか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 建物がある場所だけではなく

て、手前の、多分、議員がおっしゃった車をとめ

ている部分を含めてでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 なぜその保育園の先生たちが日常的に

もう大分前から使っているのにここに予算計上し

てあるのか教えてください。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 何年から利用しているかとい

うのはわからないところはありますが、そもそも

が、スタートが高齢福祉課所管のところの用地と

してお借りしたというところで始まって、理由に

なりませんけれども、現在も継続して、その建物

がある間はということで整理をさせていただいて

おります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ここはもともと生きがいづくりの建物

の前であって、それはいつか壊されて、陶芸の部

分だけ残って、もう10年なんてものではないと思

うんですけれども、予算の立て方の中で、もう明

らかに使っているのが保育園だって、誰が見ても

そうだと思うんです。陶芸の人は確かに使ってい

ます。でも、それは月曜と火曜の何時から何時で

10人ぐらいずつというようなことで、どう考えて

も、少なくとも、例えば20％ぐらいだけ高齢で、

あとの80％は保育園のほうでっていって、使って

いいと思って、ずっとこういうふうにしてここに

のっているというような予算の立て方でいいわけ

なんですか。すごく疑問なんです。しようがない。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 昔のというところでの高齢の

スタートなんだと思うんですけれども、おっしゃ

るところはよくわかるところでありますが、完全

に所管全ての用途が子どもの方というわけではな

いですので、こちらに計上させていただいている

ということでございます。 

○山本委員 よくわからないですが、ここでやめて

おきます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 64ページのまちなかサロン支援費、こ

れが今１つだけということになっているんですけ

れども、これは前は３カ所あったのが２カ所にな

り、１カ所になり、これは積極的に募集なり何な

りしてやっていくというあれはないんでしょうか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 議員おっしゃられましたとお

り、３カ所あったところが、初めに西那須野駅周

辺のまちなかサロンで、次に黒磯駅周辺のまちな

かサロンということで閉鎖をしてございます。も

ともとまちなかサロンの考え方として、地域の

方々も含めて運営に携わっていただいて、いろん

な活動をしていこうというところで始まったもの

でございますけれども、なかなかやっぱりうまく

進んでいかない部分がありまして、現在１つにな
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っているわけですけれども、あとは、高齢者の方

が集まる場所ということで、こういった駅周辺の

拠点というところという考えでひとつやってきま

したけれども、生きがいサロン等とかの地元の近

くのところで集まれるところを整備していくとい

うか、そちらを支援していくということの考えが

ございまして、こちらのほうでまた新たに募集す

るということは考えておりません。こちらの第７

期の高齢者福祉計画のほうにも、まちなかサロン

の考え方というのはちょっと検討しているという

ことで書かせていただいているところでございま

す。 

  以上です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今、検討していくということだったん

です。手を挙げれば可能性はあるということなん

でしょうかね。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 基本的には、そのまちなかサ

ロンとして私どもで考えていた方向性になってき

ていないかなというふうに、その主体が民間の

方々であって、補助がないとやっていけないので、

700万円という投資の中で、それだけの人の集ま

りとか考えたときには、ちょっと補助としてはな

かなか難しいかなというふうに考えているのが現

在の状況でございます。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 63ページの高齢者自立対策・生活支援

費、印刷製本費、紙おむつ券、理美容利用券、高

齢者タクシー利用券、これはどれぐらいこの印刷

枚数を予算で計上しているか教えてください。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 部数ということで。紙おむつ

券が1,100部、それから理美容券が1,000部、タク

シー利用券が2,600部、それから、これはタクシ

ー利用券の利用者証ということになりますが、

5,500部、5,500枚と言っていいでしょうか、が中

身になります。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 今、課長が言った数字は、ほぼほぼ、

大体、ここ何年かは平均して利用者のその印刷枚

数は一緒なんですか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 利用者につきましては少しず

つふえている。タクシー利用券なんかは数百部単

位でふえているかと思います。それから、紙おむ

つも少しずつふえているというところでございま

す。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 さっきはタクシーの話が、車椅子タク

シーと福祉タクシー、外出支援タクシーって、タ

クシーが３つあるんですけれども、この外出支援

タクシーのその事業の内容をすみません、教えて

いただけますか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 高齢者の外出支援タクシー券

ということになりますが、70歳以上の方で運転免

許を保有されていない方で、自動車を所有してい

なく、かつ、使用もしていない方が交付の大まか

な要件になります。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 対象となる人はどれぐらい見込んでい

るんですか。 

○佐藤委員長 村松課長補佐。 

○村松高齢福祉課長補佐 来年度予算の中では

2,490世帯を予定しています。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 この2,490人は、ふえているのか減っ
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ているのか、その辺、去年と比べてどういうふう

に推移しているのか。 

○佐藤委員長 村松課長補佐。 

○村松高齢福祉課長補佐 平成30年度、現年度です

ね、現年度の予算の中では2,350世帯分を予定さ

せていただいておりますので、来年度、大体140

件増加するという予想をしております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 同じところなんですけれども、これ、

例えば70歳以上のご夫婦で、両方とも免許証を持

っていなくて車も所有していなくて、それぞれ例

えば病院に行くところが違ってとかという方なん

かでも、世帯で１単位しかもらえないということ

で、何でもご夫婦で一緒というふうにはならない

ところがあって、その辺、倍というのもないかも

しれないですが、少しその辺の考慮はしてもいい

んじゃないかなと思うんですけれども、そういう

ことは考えなくて、あくまでもこれは夫婦一緒と

いうか世帯一緒というふうに考えるんですか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 今回といいますか、高齢者福

祉タクシー券を、外出支援タクシー券をまた再導

入といいますか、改めて始めたときに議論はあっ

たところだと思いますけれども、基本的には１世

帯ごとにお配りするということでさせていただい

ておりまして、これからますます高齢の方がふえ

ていく中で、財政的にもどんどん膨らんでいくと

いうこと、タクシー券の伸びはずっと大きくなっ

ていくんだろうというふうな中で、夫婦の利用も

含めて、世帯のほうにお出ししているということ

で整理させていただいております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは500円の70枚というのは変わら

ないんだと思いますけれども、先ほどの福祉タク

シーが56％でしたっけ、こちらのほうはどのくら

い使うというふうに見込んで予算になっているの

か教えてください。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 予算の想定の中では74.6％で

見込んでおります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 こちらは券とか証明書はないと思うん

です。例えば、やはり流用というんですか、ほか

の人にあげたりしないために何か名前とか入れれ

ばいいと思うのですが、そういうことはされてい

ないですか。 

○佐藤委員長 村松課長補佐。 

○村松高齢福祉課長補佐 名前ということですが、

交付するタクシー券にも名前を入れて、その上、

先ほど印刷のところで質問がありました対象者証

ですね、あなたはタクシー券を使える方ですよと

いう身分証明書みたいなものなんですが、そちら

にも名前のものを入れさせていただいて、使うと

きのルールとしまして、その対象者証を運転手に

提示して、自分はきちんと対象者ですよというの

を見せた上で券を利用するというような仕組みに

なっております。 

○山本委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございますか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 64ページの生きがいサロン支援費の中

で、先ほど、インセンティブというか、その人数

によって多くなりますよという説明は全協のとき

にしていただいて、先ほどの内容では、参加実績

によってということなんですか。参加実績をはか

る方法はどういうふうにされるんでしょうか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 月に２回ということでサロン

のほうを開設させていただいていまして、２回以

上ということですが、その都度、ご本人さんに、
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出席したときには署名していただいて、名簿をつ

くっていただきます。実績の対象として名簿の提

出を求めるということで考えてございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 当然、例えば、社協であったりとか高

齢福祉課の方がそこに行くわけではないですよね。

あくまでもそれをはかる手段は、実質の名簿とい

うところではかっていくと、そういうふうに理解

してよろしいですか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 まず、当初、会員としての登

録はまずあります。当初のときの提出資料として

は会員のものとかありますけれども、あとは用意

していただいてございますので、私どものほうと

しては確認ということでやっていきたいと思いま

す。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その名簿については、代筆は認められ

るんでしょうか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 厳密に、代筆いいですよ、悪

いですよというところはありますが、基本的に書

けない方も中にはいらっしゃるのかなというふう

に思いますので、その際はやむを得ないかなと思

います。 

○相馬委員 わかりました。 

  もう一点よろしいですか。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 予算上４万円なんですが、その２つ上

にある生涯現役応援体制構築事業ということで、

シニアサポーターの養成講座ということになりま

す。この講座の講師及び講座の対象者はどなたな

んでしょうか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 シニアサポーターは、市内で

６人の方がいらっしゃいます。これは県のほうが

委嘱をしますが、その方々に対するものでござい

ます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その６人の方が講座を行っているとい

うことでよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 村松課長補佐。 

○村松高齢福祉課長補佐 シニアサポーターになる

には、県のほうで委嘱しているんですけれども、

まず前段で市のほうに県のほうから推薦依頼が来

ます。市のほうで、地域で活動実績がある方から

選んでくださいということになっているんですが、

そういった方を選びまして県のほうに推薦します。

推薦した方について県のほうの研修に出席してい

ただいて、修了後、県のほうで委嘱するという流

れになっているんですが、その研修会場が県庁に

なっていますので、県庁まで通うための実費の 

 程度ということで予算のほうは当初予算でいた

だいております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 県の事業だということなんですが、こ

のシニアサポーターの方を選定する目的と市に対

する効果というか、どういうふうにはかっていら

っしゃるのかお伺いしたいと思います。 

○佐藤委員長 村松課長補佐。 

○村松高齢福祉課長補佐 シニアサポーターの役割

なんですけれども、まず県のほうとしましては、

この生涯現役応援体制構築事業ということで進め

ているんですが、宇都宮駅周辺に生涯現役応援セ

ンターぷらっとというような施設をつくりまして、

そこで何名かの相談員を配置しているんですが、

なかなか那須塩原市がそこに通うというのは難し

いんですが、そういったところがありますよとい

うことで那須塩原市内の中で周知をしてほしいと

いうのと、あと、県のほうでいろいろ就労、学習、
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趣味活動、ボランティア活動などの専門的な冊子

をつくるときもあって、シニアサポーターさんの

ほうに複数部数渡されているんですが、それをふ

だんの活動の中で仲間内で進展させていってほし

いというようなところの役割を、あと、今後、市

のほうでも何かしら生涯現役の応援体制構築関係

の事業をやっていかなくてはならないのかなとい

うふうに考えているんですが、その際の市へのサ

ポートというのも役割の一つとしてあります。 

  以上でございます。 

○相馬委員 はい、わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  ここで暫時休憩をいたします。 

 

休憩 午後 ４時４１分 

 

再開 午後 ４時４５分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１３号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第13号 平成31年度那須

塩原市介護保険特別会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 （議案第13号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 まず、185ページの保険料徴収の中で、

手数料として口座振替、コンビニ納付、ペイジー

収納51万4,000円とありますが、この３つのシス

テムのぞれぞれの負担割合というか金額を伺いた

いです。 

〔「税金」「総務」と言う人あり〕 

○相馬委員 またやってしまいました。 

○佐藤委員長 答弁はよろしいですね。 

○相馬委員 結構です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 189ページの８款２項１目、ボラン

ティアポイント事業なんですが、これは、ボラン

ティアポイントを始めて３年ぐらいたちますね。

今の実績といいますか、何人ぐらいここに登録し
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て、どのような形でそれが生かされているのか、

現状を伺います。 
○佐藤委員長 増渕課長。 
○増渕高齢福祉課長 ２月現在で144名が登録いた

だいております。29年度末で108人ですので、36

名増えております。ボランティアの例ですけれど

も、介護事業所等でレクリエーション等のお手伝

いであるとか、囲碁・将棋の相手であるとか、話

し相手、草取り・清掃の手伝いというようなこと

などの活動をいただいております。 
○佐藤委員長 星副委員長。 
○星副委員長 このボランティアポイントで、まず、

ためたポイントをどのように利用していくかとい

う部分では、ここで商品券ということなんですけ

れども、今のところ、これは、ためたポイントに

関しては商品券と交換のみということで、ほかに、

例えば自分が介護保険を使うときにそのポイント

を使うとか、そういう部分での使い道の何か実情

というか、どの程度使われているのかお聞きした

いんですけれども。 
○佐藤委員長 増渕課長。 
○増渕高齢福祉課長 今、商品券でさせていただい

て、なかなか介護保険のほうでさせていただく、

というのは、難しいかなというふうには正直思っ

ております。 
○佐藤委員長 星副委員長。 
○星副委員長 それでは、このボランティアポイン

トでかかわる方というんですかね、年々ふえてき

ているということなんですが、今後も、これはも

う広く皆さんにやっぱり利用してもらいたい制度

なのか、大体頭どのくらいまでとか、制限的なも

のはあるのかどうかお伺いしたいんですけれども。 
○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 基本的なところで考えますと、

65歳以上の高齢の方で元気な方には担い手側にな

っていただきたいというのが第一にありますので、

そういった意味では、その活動を促していくため

の制度ということでは一つの意味があるのかなと

思っていますので、今のところは継続していきた

いというふうに思っております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 186ページのこの保険給付費のことな

んですが、要介護の方たちって、何人を予算の中

で見込んで、１から５までですよね、教えてくだ

さい。１がどのくらい、２、３、４というのがあ

れば。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉冨介護認定係長 平成31年１月１日現在の認定

者数なんですけれども、要介護認定者の数という

ことで、要介護１が1,095人、要介護２の方が596

人、要介護３が527人、要介護４が501人、要介護

５が345人ということで、この方たちがどのよう

なサービスをご利用になるということが、その方

さまざまになりますので、一つ一つのサービスの

給付の件数、利用される件数と利用する回数を平

成28年、29年の実績、平成30年の実績見込みを勘

案しながら計算させていただいていますので、ど

のサービスで何名というのはなかなかちょっと。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 傾向として、この１から５までの人た

ちが使える額って決まっていますよね、それぞれ

で。ここで言うとたくさんあるんですが、どれが

ふえる傾向にあって、どんなものに対しての要望

が強いのかという、ざくっとした傾向でいいので

教えてください。 

○佐藤委員長 吉冨係長。 

○吉冨介護認定係長 やはりサービスの種類で言い

ますと、伸び率としましては、デイ・サービスや

訪問リハビリ、また福祉用具のレンタルや住宅改
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修などがふえています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 デイ・サービスは、ここで言うと１項

５目の施設介護サービス給付ということになる。

違うんですか。どこがどこに。 

○佐藤委員長 吉冨係長。 

○吉冨介護認定係長 デイ・サービスは居宅サービ

ス。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 訪問リハビリというのは。 

○吉冨介護認定係長 訪問リハビリも居宅介護サー

ビス。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 190ページの一番下の段です。認知症

総合支援事業の中で、先ほど39％減というふうに、

前年比で、昨年度、新規事業で委託料のところに

初期集中支援チーム、介護支援専門員訪問とかと

いう事業もあったんですが、これはその事業がも

うなくなったということでよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 集中支援チームの派遣そのも

のは、制度というか事業としては残っているんで

すけれども、それと事業の実施の仕方を委託から

１件当たりの報償金という形の謝礼という形のほ

うに振りかえさせていただいたということです。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、前年156万円、ここに予

算が入っていましたが、それがなくなっていると

いうことなんですが、効果は別段変わらないと、

そういう理解だということでいいんですか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 事業そのものは変わりません。

実際、中身も変わっていないです。集中支援チー

ムの派遣の部分で、当初想定していた派遣の数と

いいますか、というところと、現状、実績がほぼ

ない状態なんですけれども、そういったところを

鑑みまして、予算のほうはちょっと下げさせてい

ただいたというところです。 

  その事業については、集中支援チームそのもの

のあり方というのが、県内でもなかなか実績が上

がっていないということで聞いていまして、県の

ほうでもちょっと市町村と一緒に検討しましょう

かというような動きもございまして、そういうと

ころも考えた上での減額でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、186ページのさっきの介

護サービスのことなんですが、それぞれの項目の

中に特例とついているのがあって、科目だけ置い

てあるんですが、すみません、説明をしてくださ

い。 

○佐藤委員長 吉冨係長。 

○吉冨介護認定係長 介護サービスをご利用になら

れる場合には、介護のまず認定をしていただいて

介護の度合いが決まりまして、ケアマネジャーさ

んと契約をしていただいて、１カ月のケアプラン

を、計画を立ててサービスを利用されるというこ

となんですけれども、認定の申請をする前に介護

サービスをご利用になられてしまった場合、  

とかそういったところの特例を認めた場合、この

特例の介護給付サービスのほうから支給するとい

うような形。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは、じゃ、本来はないことだけれ

ども、急遽どうしても必要になったということで

すか。 

  前に、何か時間がかかって使い勝手が悪いとい

うのを何件かいただいたんです。何か急に必要だ

というようなことがあったんですが、本来はそれ

はないということなんです。 
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○佐藤委員長 吉冨係長。 

○吉冨介護認定係長 介護の認定の申請を例えば本

日付でいただいて、約１カ月で結果を出すという

ことになっておるんですけれども、さまざまな事

情で、１カ月以内で結果が出ない場合もございま

す。そういった場合には、２カ月後に介護の度合

いが決まって、その間にサービスをご利用になら

れたという場合には、暫定的に介護サービスが使

えることにはなっております。介護の度合いも、

申請日にさかのぼって介護の度合いのほうが来ま

すので、介護の特例の給付のほうからの支払いと

いうのはないということになります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 それでも、ケアマネさんを通さないと

使えないですよね。 

○佐藤委員長 吉冨係長。 

○吉冨介護認定係長 そうです。ケアマネさんと契

約をしていただいて、ケアマネジャーさんが暫定

的にケアプランを、この方が、このお体の状態や

どのぐらい介護の手間がかかるのかというのを暫

定的に計画を立てていただいて、その中でサービ

スをご利用いただくと。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 予算が科目だけで1,000円しかないと

いうことは、これはつまり、そういうことはない

だろうというふうに見ているのか。それとも、自

分でお金を出しますということなのか。これは意

味がよくわからないです。すみません。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 あくまでも予算上の措置とい

うことで見れば、財源は用意しておりますという

ところでの計上でございます。基本的にないのが

多いけれども、見込みが立てられないというのも

ありますので、  で起こさせていただく。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 終的には、この１項１目とか１項３

目とか、そういうふうに入ってきているんですか、

そういう方。 終的に、そうやって認定をする前

に例えば使ったとしても、２カ月後とかにちゃん

と認定をされて、その前の分というのは本来の使

っているところに組み込まれて出されていくとい

うことなんですか、予算的に言うと。 

○佐藤委員長 吉冨係長。 

○吉冨介護認定係長 はい、そのとおり。 

○山本委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

○山形委員 １つだけ、190ページのことしから始

まったエンディングノート、新規事業ということ

でことしやりました。どのぐらいの方が利用され

て、来年度はどれぐらいの方が利用するのか、予

定、実績、わかればお願いします。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 今年度についてはまだ決定し

てございません。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 ことしはやっていないということ、ゼ

ロですか。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 今後確定します。 

○山形委員 わかりました。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 このエンディングノートというのは、

遺書とどういうところが違って、法的拘束力みた

いのがあるのか、その辺、エンディングノートと

遺書のすみ分けみたいのは、遺書を書いていれば

エンディングノートは要らないとか、それと同じ、

エンディングノートを書けば遺書なのかと、その

辺はどういうふうに考えている。 

○佐藤委員長 増渕課長。 

○増渕高齢福祉課長 基本的には、遺書とは違うも
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のでございます。亡くなられる前提で遺書は書か

れるものですけれども、基本的に、自分が 期を

迎えたときにどういうふうにしてほしいというの

はこういう考えだというのを書きとめて残してお

く。それによってご家族の方も、言い方は悪いで

すけれども、判断に迷うことなく、そういった本

人の遺志に基づいていろんなことを進められると

いうものの位置づけといいますか、考え方として

はそういう部分もあるのかなと思います。法的に

どうかと、法律的にどういう位置づけかというの

は、多分ないと思うんですけれども、安心のため

といいますか、人生の仕舞い方みたいな言い方を

しますけれども、そういった意味合いの一個人と

して残しておくものというふうに捉えております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  大野委員。 

○大野委員 185ページの認定調査事務費、介護認

定調査員というところで、さっき山本さんのとこ

ろの話で、一か月くらいかかっているという意見

があるとおっしゃっていましたけれども、今これ

は何人体制で取り組んでいるのでしょうか。 

○佐藤委員長 吉冨係長。 

○吉冨介護認定係長 現在、認定調査員は８人でし

ております。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 はい、わかりました。８人で動いてい

て、月曜日から金曜日で動いているという理解で

よいですよね。 

  いろんな、これからたくさん介護認定を受ける

人がふえてくるような状況があって、家庭でも、

やっぱり認定調査を受けるに当たって、家族の人

も同席したりとかって、いろいろ調整が難しい方

もいるんですよね。その中で、平日の月曜日から

金曜日までやっているのはわかるんですけれども、

土曜とか日曜に来てほしいとかというニーズはな

いんですか。 

○佐藤委員長 吉冨係長。 

○吉冨介護認定係長 年に数件やはりございますが、

すぐ調整をさせていただきまして、例えば夕方で

したらちょっとお時間があるということで４時半

からとか、そういったところで調整させていただ

いております。土日の調査は、今のところはあり

ません。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 190ページの中段です。地域生活支援

事業の中で、介護サービス相談員派遣事業って、

もうずっと古くから入っていまして、すごくいい

事業だと思いますので、再確認なんですけれども、

主にどんなところを訪問してこの人たちは活動し

ているのか教えてください。 

○佐藤委員長 高根沢係長。 

○高根沢介護管理係長 市内の介護事業所、地域密

着とか、あとは広域を問わずに訪問に伺っており

ます。そこで、利用者だけではなくて職員の方か

らも話を聞いたりしています。ほかには、希望が

あればご自宅のほうに伺っていって、在宅の方へ

の困り事とかいったものを伺っていただいており

ます。電話も数件ありますので、電話で相談など

も受け付けております。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 ぜひ、この事業はいい事業だと思いま

すので、予算はつけてあげてほしいというふうに

思います。 

  今何人ぐらいで活動されていますか。ちょっと

今把握している数は。 

○佐藤委員長 高根沢係長。 

○高根沢介護管理係長 ただいま10名で。 

○大野委員 ありがとうございました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 
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○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め討論を終了し、

採決をいたします。 

  議案第13号 平成31年度那須塩原市介護保険特

別会計予算は原案のとおり可決すべきものとする

ことにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第13号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  金子委員。 

○金子委員 （高齢者の生きがいについて） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 高齢福祉課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、ここで高齢福祉課の審査

を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○佐藤委員長 これで、本日予定しておりました審

査事項は終了いたしました。 

  委員の皆さんにおかれましては、ただいま説明

があったとおり、あす10時より委員会を開会いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

  以上で本日の福祉常任委員会を散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ５時３０分 
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福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 

 

平成３１年３月６日（水曜日）午前１０時開議 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 佐 藤 一 則  副 委 員 長 星   宏 子  

委 員 山 形 紀 弘  委 員 相 馬   剛  

委 員 平 山   武  委 員 大 野 恭 男  

委 員 金 子 哲 也  委 員 山 本 はるひ  

委 員 中 村 芳 隆    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

国保年金課長 福  田  正  樹   
国保年金課長 
補 佐 兼 
管 理 係 長 

二 ノ 宮  直  美   

国保年金係長 伊  藤  陽  子   市 民 課 長 室  井  啓  二   

市民課長補佐 
兼 戸 籍 係 長 

戸  山  み ど り   市 民 係 長 君  島     忍   

子 ど も 未 来 
部 長 

冨  山  芳  男   
子 育 て 支 援 
課 長 

相  馬  智  子   

子 育 て 支 援 
課 長 補 佐 

岸  上  容  子   総合支援係長 青  木  朋  美   

子ども・子育 
て 総 合 
センター所長 
（ 任 期 付 ） 

菊  池  紀  男   

子ども・子育 
て総合センタ 
ー（児童家庭
相 談 担 当 ） 
副 所 長 

大  木  美 奈 子   

子ども・子育 
て 総 合 
センター（発
達支援・ひと 
り 親 担 当 ） 
主 査 
（ 係 長 級 ） 

長  岡  栄  治   保 育 課 長 江  連  宣  仁   

保育課長補佐
兼 児 童 係 長 

高  橋  美 由 紀   保 育 係 長 本  澤  英  紀   

保育係副主幹 相  馬  恭  子   
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出席議会事務局職員 

書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 議 

  ２．審査事項 

   〔国保年金課〕 

    ・議案第２５号 那須塩原市国民健康保険条例の一部改正について 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 平成３１年度那須塩原市一般会計予算 

    ・議案第１１号 平成３１年度那須塩原市国民健康保険特別会計予算 

    ・議案第１２号 平成３１年度那須塩原市後期高齢者医療特別会計予算 

   〔市民課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 平成３１年度那須塩原市一般会計予算 

   〔子ども未来部〕 

    ・子ども未来部長挨拶 

   〔子育て支援課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 平成３１年度那須塩原市一般会計予算 

   〔保育課〕 

    予算常任委員会（第二分科会） 

    ・議案第１０号 平成３１年度那須塩原市一般会計予算 

  ３．散 会 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き、会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎国保年金課の審査 

○佐藤委員長 それでは、国保年金課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２５号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第25号 那須塩原市国民健康保

険条例の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  福田課長。 

○福田国保年金課長 （議案第25号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 被用者と保険等保険者、これ両方を具

体的に説明をお願いしてもよろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 被用者保険といいますのは、

こちらは会社とかにお勤めになられている方が加

入する保険ということで、被用者保険ということ

でございまして、被用者保険等ということで、被

用者保険と保険者ということで、勤めている方が

加入している保険にプラスして、国民健康保険組

合というのがございまして、こういった厚生労働

省から許可をもらった組合の方、一部の方が、そ

の被用者保険の組合に入るものですから、一応、

被用者保険等ということで申し上げております。

これは高額保険、高齢者の条例です。 

  ちなみに、高齢者の医療の確保に関する法律と

いうところでは規定されているところでございま

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 その委員が４月１日からということな

んですが、任期はどれぐらいなんですか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 こちらは、３年という形にな

っておりまして、１月１日から12月31日で、今回

平成31年１月１日から平成33年12月31日までとい

うことになっているんですけれども。被用者保険

等に関しては、４月１日から33年12月31日までと

いうことで、なっていただく予定でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 １人ということで、対象者はたくさん

いらっしゃると思うんですが、どんな形で選ぶん

でしょうか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 こちらが、国民健康保険運営

協議会に被用者保険等保険者の意向を反映すると

いうことを目的としていまして、都道府県単位ご

とに、被用者保険等連絡協議会というのが設置さ

れております。そちらのほうに推薦を依頼するこ

とで、そちらのほうの中で意見をまとめていただ

いて、こちらの運営協議会のほうに意見を言って

いただくという形で考えてございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、この４月１日ということ

で、通らなければあれなんですが。おおよそのめ

どは、何となくついている感じだというふうに理

解してよろしいですか。 
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○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 おっしゃるとおりでございま

して、そちらのほうから推薦をいただくというこ

とで、内々で打診はしてあるところでございます。 

○山本委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないもの認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第25号 那須塩原市国民健康保険条例の一

部改正については、原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第25号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会第２分

科会に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  福田課長。 

○福田国保年金課長 （議案第10号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは質疑を終了したいと思いま

すが、異議ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第１１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第11号 平成31年度那須

塩原市国民健康保険特別会計予算を議題といたし

ます。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  福田課長。 

○福田国保年金課長 （議案第11号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 予算執行計画書でご説明いただいたん

ですが、予算書の182ページで、県支出金の中で、

保険給付費等交付金が前年比２億7,800万円ほど

増になっているかと思うんですが、この中で、保

険者努力支援分というのが１億4,100万になって

おりますが、これは、この額についても上がって

きているものなんですか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 こちらにつきましては、昨年

度がまだ確定していないということで、科目設定

という形で挙がったんですけれども。今回、県か

ら具体的な数字が示されたものですから、県から

示された数字をそのまま予算計上させていただい

たところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 きのう、部長の 初の開会の挨拶のと

きに、健康寿命の延伸が 大の課題ですというよ

うな挨拶をいただいているんですが、これは、こ

の費用というのはそこに充てられるものだという

理解でよろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 おっしゃるとおりの部分もあ

るんですけれども、それ以外にも、納付金等にも

充てるというところで、目的としましては、健康

増進の目的以外の部分にも回させていただいてい

るところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません。再度お伺いしますが、こ

の部分については、そうすると、これまでの増減

というのははっきりしないということなんでしょ

うか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 こちらの保険者努力支援金と

いうのが、30年度から始まった部分でございまし

て、今年度２年目というところでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 165ページの繰入金の６款２項１目

の財政調整基金繰入金で３億4,015万8,000円が繰

り入れになっていますが、これは、やはり、要は

国保が不足する分を財調から繰り入れているとい

うことでいいんですよね。すみません。確認なん

ですけれども。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 おっしゃるとおりでございま

す。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 だから、ここに関しては、やはりそ

の年その年で、多分予算なので、ことしはこれく

らいが必要であろうと、不足するであろうという

予測での計上ということで考えていいんですか。

今回は約３億4,000万円ということなんですが。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 ご指摘のとおりでございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 ここの部分、要は29年のときには11

億9,300万円で、30年のときには6,000万円と、そ

の年によって計上する、ばらつきがあるのかなと

思うんですけれども。そこは、やはりその年その
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年の予算の組み立て方によって、若干違ってくる

ということになってくるんですか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 ここら辺が、若干ちょっと違

いの部分が出ていまして、平成29年度までは、市

の医療費を考えて税金を集めて、その中からやり

くりをしていた部分があるんですけれども、30年

度になりまして、財政運営の主体が県に移りまし

て、その辺ちょっと、若干また考え方が少し変わ

ってきている部分ではあるんですけれども。 

  ただ、委員がご指摘いただいたとおり、税金等

で足りない部分について財政調整基金を取り崩し

て納めている部分でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 171ページの県衛生普及費、健康度ア

ップ事業ということで、多分助成をいただいて、

フィットネスクラブとか、そういったところに行

く事業だと思うんですが、利用者数はどういうふ

うな感じか。ふえているか、減っているか、その

辺はどうなんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○伊藤係長 同事業につきましては、例年大体100

名前後という形で、今年度もご利用いただいてい

るところではございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 今年度もその個人の負担する額と助成

額も一緒ということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 伊藤係長。 

○伊藤係長 平成31年度についてということでよろ

しかったですか。 

  そちらについては、消費税の増税がありますの

で、基本的には一緒です。税抜き、一月当たり

5,800円での事業という形で、３カ月継続して行

なっていただくもので、利用者の方の負担としま

しては、３割分を計算しまして、負担していただ

くような形になります。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 ありがとうございます。 

  その下にいきますと、扶助費の委託料、人間ド

ッグと脳ドッグ。10月の消費税改正に伴い、先ほ

ども課長さんから説明があったんですが、人間ド

ッグと脳ドッグ、どれぐらいの方々が受けている

のか教えていただけますか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 平成29年実績でよろしいでし

ょうか。 

  こちら、１泊ドッグが46人、日帰りドッグにつ

きましては683人、脳ドッグにつきましては121人

で、合計852人となっています。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 同じところなんですけれども、人間ド

ッグ、脳ドッグって予算計上してあって、これを

考えたときに、ＰＥＴなんかは考えなかったです

か。 

○佐藤委員長 伊藤係長。 

○伊藤係長 まだ、そちらまでは想定しておらず、

計上とかは全く考えてはいなかったんですけれど

も、今後の検討課題としてやっていきたいと思い

ます。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 検討課題ということでお願いします。 

  あと、その上のジェネリックの普及ということ

で、資料をつくったり、あとは差額の通知はがき

を作成したりと、努力されていると思うんですけ

れども。これをすることによって、どのぐらい医

薬品の減少というか、どのくらい効果がこれまで

あったかという数字は出ますか。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 こちらが29年度実績で、      
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形だけの実績になってしまうんですけれども、

360万円という形で、幅はあれなんですけれども、

減少したということで、国保連合会からのデータ

でわかっているところでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないもの認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第11号 平成31年度那須塩原市国民健康保

険特別会計予算は、原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第11号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１２号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 次に、議案第12号 平成31年度那須

塩原市後期高齢者医療特別会計予算を議題といた

します。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  福田課長。 

○福田国保年金課長 （議案第12号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山形委員。 

○山形委員 一応、新規で人間ドッグと脳ドッグと

いうことで、先ほどもご説明を受けたんですが、

国保で行われているものとほぼほぼ同じことでよ

ろしいですか。金額とその辺は。 

○佐藤委員長 福田課長。 

○福田国保年金課長 ご指摘のとおりでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第12 平成31年度那須塩原市後期高齢者医

療特別会計予算は、原案のとおり可決すべきもの

とすることにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第12号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで、委員の

皆さんから何かございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （国民健康保険の事務について） 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 （財政主体が県になることについて） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからございます

か。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 国保年金課の皆さんから、何かござ

いますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、国保年金課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部の入れかえため、暫時休憩いた

します。 

 

休憩 午前１０時５０分 

 

再開 午前１１時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市民課の審査 

○佐藤委員長 それでは、市民課の審査に入ります。 

  これより予算常任委員会第２分科会に切りかえ

て審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第10号 平成31年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  室井課長。 

○室井市民課長 （議案第10号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 53ページの住民基本台帳費の中の委託

料の、市民課フロアマネージャーについてなんで

すが、先ほど、10月以降もこのまま続けていくと

いうことなんですが、どんな形で委託をしている

のか教えてください。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 前回の委託につきましては、指名

競争入札ということで実施をしておりまして、委

託者のほうを選定しております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうしますと、10月以降もまた競争入

札をするのか。あるいは、今までされているとこ

ろに委託をするのか。その辺はどうなっているん

ですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 今のところ、改めて指名競争入札、

こちらを実施いたしまして、業者のほうを設定す

る予定でございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 入札はいろいろあるんですけれども、

結果として同じになる可能性もあるだろうとは思

うんですけれども。今いる方たち、もう何年かや
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っていまして、那須塩原市のフロアマネージャー

としてなれてきていらっしゃるんだろうと思うん

です。それが、その期間が終わったときに、また

競争入札をするというのは、お金の面とかそうい

う意味で、できれば安く済ませたいということか

もしれないけれども、その辺で、例えば清掃業務

なんかは変わったりしますよね。それと同じよう

に、万が一変わったりするときのリスクみたいな

ことを考えると、指名競争入札をしなくても、今

問題がなければいいんじゃないかなと思うところ

もあるんですが、なぜその期間のたびに指名競争

入札をしていくのか、教えてください。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 ご指摘のとおり、指名競争入札の

場合は、やっぱり内容的にお金だけで比べられて

しまうと。内容面で問題が出てくると考えるとい

うことではあるんですが、今、こういった窓口業

務のほうをやっている業者さんというのが幾つか

ございます。そういった中から、当然、今現在入

っている業者以外にも、しっかりとした実績を上

げているところもございますので、そういったほ

うを比較するというのも含めて、指名競争入札と

いうことで考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 現在のシステムを教えてもらっていい

ですか。何時間で何人の方がどういうローテーシ

ョンでやっているのか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 基本的には、庁舎の開庁時間と合

わせておりまして、通常ですと８時半から５時15

分。トワイライト金曜日につきましては、延長し

て午後７時まで。通常２人態勢ということになっ

ておりますが、繁忙期の忙しい時期、12月３月、

４月ですとか、そういった期間の移動とかが多い

ような時期につきましては、３人態勢ということ

で実施をしております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 その、毎日平常の勤務と金曜日が７時

までに関して、忙しいときは３人、普通は２人と

いうことの金額が772万何がしということでよろ

しいんですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 こちらの委託料につきましては、

人件費のほかに、そういった管理運営面での費用

負担、そういったものも予算に計上しております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これは、契約するときに、来ている人

の時給みたいなものは、こちらからは提示はしな

いんですか。全体でこれだけということで入札を

させているんですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 具体的な時給ですとか、そういっ

たものは特に提示をしてございません。こちらの

ほうで設計額、大体これくらいかかるだろうとい

うことで予算を計上しておりまして、それに基づ

いて指名競争入札を実施しています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、市民課のほうでこの仕事

をこれだけやってくださいという業務量を示して、

それに対して入札に来た中で、１円でも安いとこ

ろに頼んでいるということでよろしいですね。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 そのようになります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 フロアマネージャーの下のところの受

付番号発券機。よく銀行とかで見かけるやつでよ

ろしいんですよね。そのものの経費は、年間にど

れくらいかかっているんですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 
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○室井市民課長 こちらにつきましては、まずリー

ス契約ということでございまして、こちらのほう

に保守点検、こういったものを含めまして、年間

大体50万4,000円ほど予算計上しております。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 それを導入することによって、仕事の

効率化が図られているということで認識してよろ

しいですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 そのようにご理解いただければと

思います。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その発券機ですけれども、どれぐらい

の数、１日でさばいているのかわかりますか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 平均、ならしますと、大体200か

ら250くらい発券されていると。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、市民課に、いろいろな住

民票とか戸籍謄本とか、取りにくる方は、全てあ

れを利用して、それがあることによって、仕事の

効率化が図れて、大体200人から250人いることで、

そのために使っているということでよろしいです

か。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 そのようにご理解いただければと

思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じページの同じところなんですが、

その上のところに、住基カードが終わるという話

なんですけれども。これ終わるからといって、通

知をくださるみたいなんですが、このカードを持

っている人たちに、それがなくなることによって、

何か不都合があったり、その方たちに、次はマイ

ナンバーカードにしなさいと誘導をしたりとか、

そういうことをしていらっしゃるんですか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 こちらのほうにつきましては、12

月の全協のときに、廃止になるということでご説

明をさせていただいたわけでございますが、また

市民の方に対しては、具体的な働きかけはしてご

ざいません。これから周知等図っていって、この

１年間で、住基カードからマイナンバーカードへ

移行していただけるよう推奨していきたいと思っ

ております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 12月に説明されたときはわかったんで

すが、実は私、持っているんです、住基カード。

でもなくなるということで、さっさとマイナンバ

ーカードを受け取ってしまっているんですけれど

も。どのくらいの住基カードを持っているのかは、

ちょっとよくわからないんですけれども。これは

お金がかかる話ですよね。郵送したりとか、印刷

したりとか。 

  ぜひ、既にマイナンバーカードを持っている方

には、連絡をくれなくてもいいので、そういうと

ころ、きちんと。わかりますよね、どなたがマイ

ナンバーカードを持っているかというのは。その

辺のところをきちんとしていただきたいというふ

うに思うんですけれども。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井市民課長 マイナンバーカードに移行してい

ただいて、大変ありがとうございます。 

  住基カードをお持ちの方が、マイナンバーカー

ドを取得された際に、住基カードを返していただ

くようになります。そういった中で、こちらのほ

うで住基カードを持っている方とマイナンバーカ

ードを持っている方の把握はできますので、既に

住基カードを返還された方については、改めての
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通知というのは考えておりません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないもの認め、質疑を終了い

たします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 （印鑑証明書発行機について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

  大野委員。 

○大野委員 （自衛官募集について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 市民課の皆さんから何かございます

か。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、市民課の審査を終了いた

します。 

  これで、保健福祉部の今定例会における審査は

終了となりますが、保健福祉部全体として、その

ほかで何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （自殺対策計画について） 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、以上で保健福祉部の審査

を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで、執行部入れかえのため、暫時休憩いた

します。 

 

休憩 午前１１時２５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子ども未来部の審査 

○佐藤委員長 これより子ども未来部の審査を始め

ます。審査に先立ち、冨山子ども未来部長からご

挨拶をお願いいたします。 

○冨山子ども未来部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 
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─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎子育て支援課の審査 

○佐藤委員長 それでは、子育て支援課の審査に入

ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会（第二分科

会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 （議案第10号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 それでは、 初にお配りいただきまし

た、子育て支援課の平成31年度予算のポイントと

いうところからお聞かせいただきたいと思います

が、まず、子ども医療費助成金の先ほどの１億

5,437万の増は、これは高校生までが対象になっ

たというようなご説明だったですが、中学校を卒

業して高校へ行かなかった方、それから就職した

方、そういった方の対応はどういうふうになるん

でしょうか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 年齢的に説明の中で一般の

方にわかりにくいということで、高校生というよ

うな言い方をしていますけれども、年齢で決まっ

ておりますので、高校へ行っていない方でも対象

になります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その年齢は何歳までですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 18歳ということです。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、その下に（仮称）子育て

コミュニティ広場というふうにありますが、これ

は今現在仮称というふうになっておりますが、正

式名称になるのは、いつの時期にどういうふうな

方法で決定されるんでしょうか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 こちらの事業につきまして

は、オープンが、３月から補正のほうでも説明さ

せていただきましたけれども、まずは選挙が入り

ます。その中でうちのほうは、その後、場所を設

定しまして、オープンのほうは、もしかすると次

の選挙を経てその後という状況になってくるかな

というふうに思っております。それまでにうちの

ほうでは、設置条例も６月に出しているところも

ありますので、そのあたりで決定していきたいと

いうふうに考えております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 どういうふうな方法で決定されるんで

しょうか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 名称のほうは、まだ決定で

はないですけれども、例えば応募みたいな形なん

かも取り入れると親しみをもらえるかなというふ

うには、内部では話しております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、その下の子育て環境の充

実を図るための計画の策定というふうになってい

ますが、その中で、実効性のある計画というふう

なことがありますが、その実効性のあるというの
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は具体的にどういうふうなものをイメージすれば

いいんでしょうか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 今までのプランは実効性が

ないということではないんですけれども、やはり

本当にここ 近、世の中の状況というのは割と変

わってきているというところもあると思うんです。

少子化も、推定していた想定よりも、急激に今年

度になってぐっと減ったとかということもありま

すので、そういう状況をよく勘案するですとか、

就業率が上がってきているというところもあった

りします。なので、そういうところもいろいろな

状況を勘案して、実際にみんながそうだなと納得

していただけるような計画にしたいなというふう

には考えております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 後になりますが、一番下の発達支援

システム費の中の印刷製本と推進計画の印刷とい

うことで、78万6,000円のところに周知というふ

うに書いてありますが、周知をする対象の方は、

これは全市民なのか、それともどういうふうに、

発達支援システムの推進なので、全市にというこ

とは余り考えられないものですから、どの辺を対

象に周知をするのか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 発達支援システムの推進に

関しては、全市民が一応対象ということで考えて

おります。また、この計画書については、例えば

今まで話し合ってきた関係者とかというところと

か、対象になって同意を得ている方とかに中心に

配っていくことにはなると思うんですけれども、

周知自体は、多くの方に知ってもらうということ

が一番の目的かなというふうに考えております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 後ではなかったです。もう一個あり

ました。 

  その上の読みあい遊び業務委託費用があります

が、その委託先と委託の内容をもう一度ご説明く

ださい。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 この事業につきましては、

今までも発達支援カウンセラーの方を中心にやっ

ていただいていた事業でございます。ただ、うち

のほうで発達支援カウンセラーに求めているのは、

主に相談を受けていただくとかという業務につい

てやっていきたいなという考えがありまして、こ

の読みあい活動については、その発達支援カウン

セラーの仕事というよりは、別に出して、セット

で一つの事業としてやっていこうかなという感じ

で、委託という形をとったわけなんですけれども、

委託に関しましては、そのやっていただいている

先生、宇大の先生なんですけれども、その先生を

中心にした団体がありまして、そちらのほうに委

託を考えております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません、団体をもうちょっと具体

的にご説明ください。団体の説明を。 

○佐藤委員長 長岡係長。 

○長岡主査 先ほどの宇大の先生を中心としまして、

読みあい遊びという、まず、絵本を読んで関連す

る遊びを体験して、またそれを絵本で振り返って、

体験とイメージを一致させて、発達の場というの

が、まずこの事業の中身になります。そしてその

段階ですけれども、先生を中心に、あとボランテ

ィアの方ですとか、あとボランティアで入ってい

る学生さんもいらっしゃいます。そういった方で

構成される組織、団体のほうに委託をしたいなと

いうふうに考えております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうするとこの委託料の支払先は、そ
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の先生ということになるんですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 先生個人ということでなく

て、先生が中心になって組織している団体があり

まして、その団体に対して払うという考えでござ

います。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 先ほども相馬議員が言いました子育て

コミュニティ広場、今回、イオンタウンの那須塩

原ということで、商業施設で開催されるというこ

とで、なぜそこになったのか、ほかの場所は考え

なかったのか、その辺は、なぜその場所を選んだ

のか教えてください。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 あの場所につきましては、

まず、市の中心、どこが中心かといったらいいか、

中心になるということで、駅を考えていくと中心

の部分になるというところで、まずは中心の中で

いい場所が見つかったので、そこという考えで決

定しましたところでございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、先ほど言った選挙の後と

いうことに、その終わった後、設置して、６月に

条例を設置したら、その後、運営するということ

でよろしいんですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 はい、そのように予定を考

えております。先ほども言いましたように、県議

選があり、その後に次の７月に参院選の予定があ

るのかなというふうに思いますので、その後とい

う形になるかと思います。ただ、準備ができた時

点では、それはスポット的に何か事業をやってみ

るということは、設置条例がなくてもできること

なのかなというふうには考えているので、せっか

く借りているところですので、無駄にならないよ

うに使っていきたいかなと思っております。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その後、例えばまた選挙があるという

ことで、12月に市長選もあって、いつまた選挙が

あることかわからないというふうに、その辺でコ

ミュニティ広場とうまく連動できるというかうま

く運営できるのか、その辺が心配なんですが。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 実際にその選挙を使う上で

は、やはり例えばうちのほうでは遊具とかを考え

ているわけなんですけれども、選挙のスペースに

はそういうものは置かないでほしいという、選管

のほうとしてはそういう考えがございますので、

その場合にはその場所が使えなくなるということ

が、全部、やっている間、期日前でやっている間

は使えないという状況があると思います。そのあ

たりは十分周知して進めていきたいかなというふ

うには思いますが、今後、これはまだ決定してい

るものではないのであれですけれども、例えば、

少し入れて遊具が置けないかとか、そういう交渉

はちょっと事業者さんとはしていきたいかなとい

うふうには思っております。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その前のページで、新規で子どもの遊

び場マップということで、周知がされていないと

いうことで、遊び場マップを作成する新規の事業

ですが、遊び場の定義というんですかね、どうい

うふうな遊び場を考えているんですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 うちのほうで遊び場といっ

たときには、スポーツ施設を除いた例えばサロン

みたいなものも全て含んでの遊び場というふうに

考えております。あとは、例えば都市公園ですと

かそういうものなども含めて考えております。 

○佐藤委員長 山形委員。 
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○山形委員 じゃ、今その言われた箇所は何カ所ぐ

らいあるんですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 都市公園で44カ所、それか

ら子育てサロン等で31カ所。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、その足した75カ所を一覧

でできたマップが、那須塩原市のマップをつくる

ということでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 そうですね、それだけにな

るかどうかわかりませんけれども、そういうのを

中心としたマップという形で考えているところで

す。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その下の赤ちゃんの駅ののぼり旗作成

ということで、今登録されているのが多分56、７

カ所だと思うんですが、そこの今登録されている

施設に、のぼり旗を作成して配布するということ

でよろしいですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 はい、そういうことになり

ます。そこの部屋まで行けば、そこにシールがあ

って、赤ちゃんの駅だということがわかりますが、

外を通っているときにそこの施設があるというこ

とがわかりにくいというような声が多かったので、

のぼり旗を立ててみようかなというところです。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、ほぼほぼ公共の施設なん

ですけれども、公共の施設にのぼり旗を立てると。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 ３割ぐらいは民間の施設に

なっていると思うんですけれども、どっちかとい

うと公共の施設はみんなわかっているので、なる

べくだったら民間施設に入っていただきたいとい

うところもありますので、その辺は前にも毎年い

ただいていているとおり、周知をして進めていき

たいなと思います。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 巻狩とかに出ていた移動式の赤ちゃん

の駅のところも、のぼり旗を作成して、わかりや

すくするということの作成も入っているというこ

とでいいんですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 貸し出し用の１個しかない

ので、それなんかも一緒に立てるとよりわかりや

すいかなというのがあります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 67ページの新しくできるコミュニティ

広場のことなんですけれども、１つは、条例がで

きて、７月の末ぐらいから実際に委託料の委託を

かけてするまで、それまでも多分使うことができ

ると思うんですけれども、それまでのそこに来る

人の管理をするのがコンシェルジュとシルバーと

いうことでよろしいですか。先ほどの説明の中で。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 実際に正式オープンするま

では、実際にはそこに人が配置されないような状

況になるというふうに思っております。それは工

事中ですとかというところで、人が配置されない

状況がある。例えば７月末なり８月からオープン

するとなったときには、そこにコンシェルジュな

りシルバーを、誰かが配置できるような状態をつ

くっていきたいかなというふうに考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、この新規の324万円の委

託料というのは、どこにどうやって払って、どん

なふうに決まるのか教えてください。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 うちのほうで考えているの
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が、シルバーは委託料ということで考えておりま

す。なので、シルバー人材センターに対する委託

料、それから、あとはコンシェルジュとかに対し

て払う金額について、多少はちょっと委託料とは

違うところに変更にはなるかもしれないんですけ

れども、人件費として考えているということにな

ります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 私たち、視察で子どもの遊び場を見た

ことがあるんですが、そこは建物の中、デパート

の中でしたよね。デパートの中の遊び場で、本当

にプロの人たちが子どもの遊び場として設置をし

ているところを見たことがあるので、非常に、そ

んなに広くはなかったんですけれども、おもしろ

いものがたくさんあって、子どもがそこにいるの

を、お母さんたち、それもおもしろそうなところ

だったんですが、そのイメージとして、このイオ

ンタウンの中にできる広場というのは、そういう

子どもが遊ぶのに、ちょっと普通の外の広場とか、

今あるものとは違うというイメージではなくて、

あくまでも広いところに人がいて、来た人たちが

そこで自由に遊んだりいられるというような、そ

ういうところのイメージでいいんですか。ちょっ

とつかみ切れないんですけれども。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 結構、365日に近いだけを

開設するというところなんですが、時間割みたい

なもので区切って、基本的にそこの場所には、遊

具がある、それから、ちょっとイベントなどがで

きる椅子や机があるという場所の中で、基本は、

いきふれなんかのサロンをやっている、出張サロ

ンという形で、例えば保育士さんとかコンシェル

ジュさんとかがそこに行って、遊具でお子さんが

遊んでいるところに一緒にいて、お子さんを預か

るわけではないですけれども、そこで遊ばせてい

る子どもの様子を見たりとか、あとはお母さんた

ちが相談してくる、それからお母さん同士が話を

する、そういう場所になればいいかなというふう

に思っています。 

  その出張サロンなんかのイベントとして、例え

ば、ただ遊ばせているだけじゃなくて、きょうは

体を動かす日とか、そういう何かイベント的なも

のもやっていければいいかなというふうに考えて

おります。ただ、それが、子育て支援課だけがそ

のところを使ってやるわけではないので、例えば

シティプロモーション課で対応している子育てマ

マ、このマップをつくったママさんたちのグルー

プがあるわけなんですけれども、その人たちがこ

こで何か、例えばワークショップなんかをやると

きに、そこでお子さんを遊ばせながらワークショ

ップをやるとかということで、子どもも自由に遊

べる、それからお母さんたちも気軽に集まれると

いうスペースを考えています。 

  そのために、お子さんとお母さんが来るのを主

に考えているので、あそこは、ビッグは結構長い

時間やっているわけですけれども、お子さんが来

るような時間には、子育てに興味がある人とか子

育ての知識がある人が配置されるような感じを考

えておりまして、それ以外の朝早い時間とか遅い

時間に関してはシルバーで対応したらいいかなと

いうふうには考えています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 何となくわかるようなあれなんですが、

あそこって商業施設なので、買い物ができたり何

か、本屋さんもあるので、ものを見たりというこ

とができるんですけれども、働いていないお母さ

ん、つまり、いつも親子で一緒にずっと子育てを

している方にとっては、子どもと離れる時間とい

うか、そういう時間てすごくいい時間だと思うん

ですが、そういうときに、あそこで子どもをちょ
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っと30分預かってもらって、じゃ、お買い物して

くるねとか、本を買うのにちょっと15分見ていて

ねとかという、そういうものは全く想定はしてい

ないということですね。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 想定はしていないです。た

だ、この間もうちのほうで、ここのコミュニティ

広場ができるので、各課に、どんなものが使えま

すか、どんなものに使えますかという照会をした

ときに、各課だけじゃなくて商工会からも問い合

わせがありまして、商工会の婦人部の方とかとお

話をさせてもらったときも、やはり一時保育的な

ところも希望している方は多いんじゃないのとい

う声はいただいてはいます。ただ、31年度の中で、

お子さんを預かるという事業についてやる予定は

ないというところです。 

○山本委員 了解しました。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 75ページの婦人相談費のところで、一

番下のところにＤＶ被害者等緊急一時避難支援事

業ということで、これはセンターの場所といかそ

ういうあれかなと思うんですけれども、どういう

ところですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 その場所については公表は

していないんですけれども、想定としては、シェ

ルターとかではなくて、一般の宿泊ができる施設

をうちのほうで決めている場所があって、そこに

宿泊をしてもらうという予定で予算化をしている

ところでございます。 

○佐藤委員長 長岡主査。 

○長岡主査 一時保護所、避難先、県の施設がある

わけですけれども、そこと入所協議、必要がある

ので入れてくださいというお話をするときに、ど

うしても３時間、４時間かかってしまうんです。

県のほうで受け入れてくれますよという。例えば

金曜日の夕方にどうしてもといったようなケース

に、じゃ、３時間、４時間待って入れるのかとい

う、どうしても県の施設につなげないケースがあ

るというために、この緊急一時ということで、土

日だけどこかでかくまうというための費用計上で

す。なので、週明け、また県のほうと相談をして、

保護所のほうに入れるのかというものをする一時

的な保護というものの計上です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それは、じゃ、民間じゃなくて、そう

いう施設予定があるわけね。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 民間の一般的に、例えばホ

テルみたいなところです。安いところで、うちの

ほうで想定して決めているところがあるので、い

ざというときにはそこに泊めようかなというふう

に考えております。 

○金子委員 了解です。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 じゃ、それと、そのもう一つ上の女性

保護団体ということで、これは補助金を出してい

るけれども、何かもう少し関係を持ってというか、

せっかく補助金を出しているから、もう少し強く

関係を持ってやっているかどうかということを聞

きたいんですけれども。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 せっかく配置して補助金を

出しているので、ＤＶの相談とかに乗ってもらう

ということもございますし、あとは、うちのほう

で研修をやったときに講師を無料で引き受けてい

ただいたこともありますし、あとはＤＶの計画を

つくるときも委員に入っていただいたりとかとい

うこともございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 
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○金子委員 随時そういう対応をしてもらいたいし、

それからまた、現状というか、補助を出している

ところの、現状せっかくこれだけ出しているんだ

から、向こうの人との話し合いというのを強く持

ってもらえるといいなという、これは余計なこと

かもしれないけれども、それがすごく必要かなと

思って、これだけ出しているということでね。よ

ろしくお願いします。 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時１１分 

 

再開 午後 ２時２３分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 すみません、ちょっと訂正

をお願いします。 

  先ほど73ページの３款２項４目の子育て支援費

の子ども・子育て総合センター総務費で、30年度

の差額について17万3,000円と申し上げましたが、

11万円の誤りです。失礼いたしました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 74ページから75ページにかけてのひと

り親家庭の支援費の中で、一番 後のこの扶助費

のいろいろ先ほどご説明をいただいたところなん

ですが、毎年思うんですけれども、実態としてひ

とり親の、多分女の方が多いんだろうと、お母さ

んというか多いんだろうと思うんですが、多分こ

れを受けると、そこに行っている間お金をくれる

ようなシステムがあったと思うんですけれども、

実態として１年とか２年とかで資格を取って、そ

の後は生活が少しは安定するにしても、現実その

通う１年とか２年というのはなかなか大変なので

はないかなと思うですけれども、この扶助費の、

先ほど７人を５人にしたとか７人を10人したとか

とあったんですけれども、何年か見ていくときに、

こういうもののニーズというのは高くなっている

んですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 すみません。例えばその高

等職業のほうですけれども、そちらだと先ほど言

ったように看護師だとか准看で、受けた人数だと、

27年が５人、28年が11人、29年が８人、30年が７

人、31年が５人というような形で、ちょっと28が

急激に多かったのであれなんですが、なかなか決

心して受けることにはなると思うので大変かなと

は思うんですが、ある程度やりたい、資格取りた

いという方はいるのかなというふうには思ってお

ります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 いつでしたか、北海道のどこかにやっ

ぱり視察にみんなで行ったときに、貧困とかから

抜け出すために、やっぱり市に仕事をもらって、

あれは生活保護の話でしたっけ、そうですね、や

っぱり自分でお金を取るというようなことを若い

方ほどやってもらいながら自立をしていくんだと

いうところを見たんです。あれどこでしたっけ。 

〔「釧路市」と言う人あり〕 

○山本委員 釧路ですか、そうだ。 

  そういうことで、これは別に生活保護の話では

ないんですけれども、ひとり親の方というのは下

手をするとそういうふうになってしまう可能性が

あるところに関して、やっぱりせっかくこういう

国が４分の３出してくださる制度があるようなの

で、ひとり親の方にこういうことが将来の安定し

た生活だということで、減らないようにというん

ですか、そういうやっぱり働きかけを市のほうで
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強くやっていただくことが、先々のやっぱり税金

がたくさん使わなくなるというか、自立して生き

られるようになっていくとお子さんにもやっぱり

いいことではないかなと、こうつながっていくと

思うので、ここら辺の扶助費につきましては減っ

ているから減らすとかではなくて、ぜひ多くなっ

て、いいモデルがあればそういうものも言ってい

ただいて、途中でやめないで資格を取っていただ

くというような努力はやっぱりしていただきたい

かなと、これは要望で思っています。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 すみません、ありがとうご

ざいます。 

  こちらの事業については、なるべくジャンプア

ップしたい、多くの方に受けていただきたいとい

うことで、ＰＲをやっぱり強化していかないきゃ

いけないかなというふうに思っています。 

  36カ月受けることができるということなので、

３年を通しての、年をまたいでやるということが

あるので、昨年度受けていた方は継続でとかとい

う方を見込んだりして金額は、人数は変わってい

ったりという面もあるんですが、なるべく多くの

人に受けてもらえるように。 

  大体入学が４月とかと決まっているので、事前

に相談を受けて、受ける方とかはわかるという状

況にはあるんですが、途中で入れる場合もないと

も言えないので、なるべくＰＲは進めていきたい

なと思います。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 すみません、先ほど金子さんが言っ

た部分なんですが、ちょっとお聞きしたかったん

ですけれども、ＤＶ被害者の緊急一時避難支援な

んですが、大体毎年金額はそう変わりはないと思

うんです、この８万円だったと思うんですが、実

際のところはこの、何というんでしょうか、一時

避難する方は人数的にはふえてはいないというこ

とで、毎年決まった予算額の中になっているとい

うことでいいんですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 一応セーフティーネットと

してとってはあるんですが、今までのところ利用

者はいない状況です。緊急、何かあったときのた

めにとっているという形になります。 

○星副委員長 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 どこだというんですか。 

  討議したいです。 

  中身を言うんですか。 

○佐藤委員長 そうですね、何について。 

○山本委員 今度できる子育ての新しい広場、そこ

についての。 

○佐藤委員長 子育てコミュニティ広場。 

○山本委員 のところについて、66ページの部分に

ついて委員間討議をしていただきたいと思います。 

○佐藤委員長 ただいま山本委員から子育てコミュ

ニティ広場、子育て広場についての委員間討議を

行いたいとの発言がありましたので、これより委

員間討議を行うことといたします。 

  ここで暫時休憩といたします。 

  執行部の退席を求めます。 

  なお、再開前に再度入室いただきますので、控

室となっている第３委員会室で待機をお願いいた

します。 
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休憩 午後 ２時３１分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 子育てコミュニティ広場のことなんで

すが、どういうコンセプトを持って、やると５年

間ですよね、どういうコンセプトを持ってこの運

営に携わっていくのか、その辺をお伺いします。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 子育てコミュニティ広場に

つきましては、何でしょうか、これは遊び場だと

いうことではないかなというふうには思うんです

けれども、新しい試みとしてこれ入れたものであ

って、遊び場的な要素も含んでいるし、サロン的

な要素も含んでいるし、それから市の周知活動も

含んでいるしということで、複合的にやる場所と

してここを設置するということになっております。 

  前からお話があるように、市にも遊び場がほし

い、あったほうがいいんじゃないのというような

お話もあったかとは思うんですけれども、それに

ついていろいろうちのほうでも、内部でも検討し

ておりまして、例えばこれからつくっていくよう

な新しい施設で複合的にあるといいという場所に

ついては、例えば子どもが遊ぶスペースをつくっ

ていくという遊び場を設置していくという方向は

考えているところでございます。 

  それから、マップとかも言いましたように、サ

ロンなんかについても、遊び場の一つとして市全

体でいろんなところにあるべきものだという考え

方もあるので、小さいもの、それから複合的にい

ろいろ活用できるものについて設置を広げて周知

していくということは考えています。 

  あとは、例えば一般的にお母様方が思い描いて

いるような広いところとかについては、例えば民

間力を活用するとかということについては検討を

進めていくというふうに考えているところです。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 コンセプトという、だいたいわかりま

した。複合的な施設という中で、その複合の中に

どうも私が納得しないといったらちょっとあれな

んですけれども、選挙のたびに、この５年間、あ

と何回選挙があるかというときに、子どもとその

複合施設と選挙というのは、ちょっとなかなかち

ょっと住み分け的に難しいのかなと、その辺がす

ごい懸念されるんですけれども、その辺、改めて

どのように考えているのか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 あそこのイオンのスペース

につきましては、確かに選挙のときに遊ぼうとし

て来た子が使えないというような懸念はもちろん

あるかなというふうには思っているので、先ほど

も言ったようにまだ決定とかはしていないんです

けれども、お子さんがいっぱい集まるような状況

であれば、例えばほかにもちょっとあいているス

ペースがあるので、そっちに少しその日だけ遊具

を移動してとかということができないかという交

渉はしていきたいなというふうには思っています

が、その複合的といったものの中では、ビッグだ

けじゃなくて、例えば新しくできる今度のできる

ような施設に関してもそういう子育てのスペース

を入れていくというような形で、複合的な活用と

いうのは図書館があったり遊び場があったりとい

う、何かいろんな複合的な遊び場として設置して

いきたいなという考えはあるということなんです。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、大体わかりました。 

  このコミュニティ広場が大盛況になって、選挙
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のたびにどかすということも、選管の中で今後５

年間やっていったときに、これだけしているんだ

からちょっと、選挙はちょっと違うところでやっ

てくださいというふうなことも言えるようになれ

ればいいんですけれども、そういうふうなことは

あるんですか。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 ５年、契約の期間は５年だ

ということもありますので、１年目はこういうこ

とで予算化はさせていただいていますけれども、

もちろん検証させていただいて、これの使い方に

ついて、こういう部分が使いにくいとかそういう

のはもちろん解消していく方向では考えたいかな

というふうには思っております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 具体的な話をすると、これ一応５年と

１カ月ということで予定しているんですが、その

５年というのはそんなに遠い将来ではないので、

その後の考え方について教えてください。子ども

の遊び場ということでの。 

○佐藤委員長 相馬課長。 

○相馬子育て支援課長 先ほども申しあげましたよ

うに、遊び場については今年度中に方向性は示し

ますよということは議会の中でもお話をさせてい

ただいていて、庁内合意はまだ取っていないので、

合意をとった段階でお話はさせていただこうかな

というふうには考えておりますが、どんな、那須

塩原市としての遊び方、遊び場についてはこんな

考え方だということについては、議員の皆様にも

お示しできるような形を考えていきたいと思って

おります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、子育て支援とか子どもの

発達のために、子どもの屋内の遊び場を充実して

いくという方向性については、そういうふうに、

細かいことはともかくとして、考えているという

ふうに受け取ってよろしいですか。 

○佐藤委員長 部長。 

○冨山子ども未来部長 子どもの遊び場の今後の方

向性ということでございます。 

  先ほど相馬課長のほうからもいろんな、やっぱ

り今年度を目途に遊び場の方向性というか研究を、

結論を出すというところでございまして、３月に

うちのほうで庁議のほうにかけていきたいという

ふうに思っております。 

  その中での、まだ庁議これからかけるんですが、

大きな方向性としましては、公に、市がつくる場

合、今後いろんな図書館とかそういうのをつくっ

ていきますけれども、そういうような公共施設を

整備する際に、そういうキッズスペースのような

ものがつくれないか、そういうものを検討してい

きたいというふうには思っております。 

  あとは、民間活力とかそういうものも使ってい

けないかというようなところで基本的に考えてお

りますので、子どもの遊び場というか子どもの子

育て支援環境、そういうものはもう拡充していき

たいというような方向で考えているところでござ

います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  平山委員。 

○平山委員 今、話出ましたとおり、先ほどの委員

間討議の中でいろいろ出まして、要はこれ子ども

未来部だけで全て解決できるという問題ではない

ので、しっかりとその辺、先ほどの部長の答弁に

ありましたとおり課を横断してやらないと、これ

子どもだけでこんなでかいのつくるとかできない

ので、遊び場プラスいろんな複合的なことがある

ので、その中でやっぱり子ども未来部としては、

我々はこういう、子どもたちのためにもこういう

ものが必要だと、そういう中で、こうしていると
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きには 低こういうことだと。 

  今回のことも、やっぱり選管がどうしても入っ

ちゃうというのは、これは市のいろんな予算の関

係ですから、先ほど言ったように試験的にやって

みて、ちゃんと意見を言って、そのスペースは子

ども優先ですから、そういうところでそういう意

見をきちっと言っていただけるか。その高みの、

ちょっと将来の、将来子どもをあれするための、

それをあれしながら計画をするような指針はひと

つ部長のほうからも、部としてもこういうことだ

ということで、その庁内の会議があったときに、

ここはこれ、将来はこうという話もぜひひとつ課

をというか部を横断した話になるようにご意見を

言っていただければありがたいなと思っています

けれども。 

○佐藤委員長 冨山部長。 

○冨山子ども未来部長 大変ありがとうございます。 

  先ほど申しました３月に報告書、庁議のほうで

ちょっと了解をもらった後に、また委員会の皆さ

ん方に、何か協議会とかそういったような形でも

しよろしければちょっと集まっていただいて、う

ちのほうからもちょっと説明させていただける機

会をいただければ大変ありがたいなと思っている

ところでございますので、もしそんな機会いただ

ければ、そのときに説明をさせていただきたいと

思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 那須塩原市、本当に少子化の中で子ど

もの出生率がそんなに落ちていないというような

ことで、年間1,200人ぐらいの数年前までは誕生

されていた中で、だんだん現実はもう1,000人切

っているという中で、少子化が非常に進んでいる

と。 

  そういった中で、何とか策を打たなきゃいけな

いということで全庁を挙げてこれ人口減少に取り

組んでいる中で、そしてその中で子育てというの

を大事にしようとことでいろんな施策の中でお金

もかけてやっている中で、その中でトコトコがオ

ープンしたときに、あそこオープンして大田原の

方が、那須塩原市の人が使っていて自分たちで使

えないよなんて冗談も言われたぐらいに本市の方

が利用されているような施設を、そのぐらいうち

のほうでなかったということもありまして、今回、

このような子育てコミュニティ広場、全天候です

から、屋内ですから、本当にうれしいなという気

持ちでいっぱいだったんですが、よく今お話を聞

いてみたら、何か集いの広場の３番目ぐらいの施

設のように感じられるようなものを考えているの

かなというものととられるものですから、そうい

ったものをやはりやって居場所づくりを考えてい

ただいているというのも、いい形にはなっている

と思いますが、やはり那須塩原市11万6,000の中

の子育て支援をどう今回やっていくかという大き

な視点に立った中で、やはりこれが一つのスター

トの中で、将来こういうものが想定されますよと

か、そういった計画をしっかりとつかんで、やは

り他市からも県外からも定住移住したいと、子育

てをしながらここで暮らしたいんだとか、教育も

受けたいんだとかと、よく教育部も頑張っている

ようでございますので、そういったまちづくりを

今那須塩原市でやっている中で、やはり子ども未

来部としては、子育ての、子どもたちの居場所を

総合的にどうするんだというコンセプトをしっか

り立てて、やはりそういったものに将来向かって

いけるものの日常の中の一つの、この子育てコミ

ュニティ広場を運営されて、ここから勉強してい

って、いろいろなものつかんでいって、将来こう

いう皆さんに喜ばれるような施設を、民の力をか

りてもいいし、そういった計画をしっかりと構築
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していただけるひとつの基礎なのかなということ

を考えれば、私はすばらしいなと思うんですが、

今、るる考えますと、いろいろな面で選挙のとき

は、ちょっとあれよとか、いろいろありますので、

やはりそういったものこそ、建てる人との中で、

一つの準備期間なのかなというものであれば、私

はいいのではないかと思うのですが。 

  やはり、そういった将来の子どもたちに私たち

は何をしてやれるかということが第一であります

ので、そういったものをしっかりと構築するため

の一つのステップですということで、やっていた

だけるならばありがたいなという気がしますので、

その点をよろしくお願いしたいと思うんですが、

どうでしょうか。 

○佐藤委員長 冨山部長。 

○冨山子ども未来部長 ありがとうございます。 

  今回、コミュニティ広場、先ほど課長も申しま

したが、ちょっと複合的な部分もございます。遊

び場だけではないというところがありますので、

そのアンテナショップ的な使い方とか、あとはサ

ロンへつなげていくと。要するに、今までサロン

目的に来ている人は、もう来る人は来る、でも来

ない人は全く来ない。その間の人をつなげていく

というような役目を持った施設でございます。 

  その中で、遊び場的にも使っていきますし、そ

の中で、今、議員さんから言われたように、検証

しながら、その次に、では皆さんが、その中でア

ンケートなんかもとってくるようになるとは思う

んですが、そういったものをとりながら、では次

はどんなものが必要なのかというようなところで、

ちょっと検討させていきたいというふうに思って

おります。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 なければ、子育てコミュニティ広場

について討議すべき点はございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 今のさまざまの質問の中で答えてい

たいただいた中で、もう一度、ちょっと討議をし

たいと思います。 

○佐藤委員長 ただいま、星副委員長に、子育てコ

ミュニティ広場について……。 

〔「討議必要なんですか」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２５分 

 

○佐藤委員長 では、これで議員間討議を終了する

ことにいたします。 

 

再開 午後 ３時３８分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  それでは、ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 質疑はないようですので、質疑を終

了したいと思います。異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 それでは、議案第10号 平成31年度那

須塩原市一般会計予算につきましては、賛成をし

たいと思います。 

  ただし、先ほど来出ておりました子育てコミュ

ニティ広場の管理に関しては、たくさんの意見が

出ましたので、私たちとしては、今後の３月にこ

れから出てくる計画を待ちたいと思いますし、５
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年間という限定ですので、将来に向けての考え方

をしっかりとしていただいて、子どもの屋内の遊

び場については考えていただきたいということを

申し添えまして、賛成といたします。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに討論はありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 子育て支援課の皆さんから、何か。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、子育て支援課の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部入れかえのため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 ３時４０分 

 

再開 午後 ３時４５分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎保育課の審査 

○佐藤委員長 それでは、保育課の審査に入ります。 

  これより予算常任委員会（第二分科会）に切り

かえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の上程、説明、質

疑、討論、採決 

○佐藤委員長 議案第10号 平成31年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いします。 

  江連課長。 

○江連保育課長 （議案第10号について説明。） 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時４３分 

 

再開 午後 ４時５１分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほど説明が終わりましたので、質疑を許しま

す。 

  相馬委員。 

○相馬委員 恐らくここだったと思うんですが、67

ページの保育園管理費、保育総務事業の中で、こ

のポイントで新規事業として掲げられている作新

大学との連携事業、この事業に対する具体的な予

算はどこにあるんでしょうか。 

○佐藤委員長 課長。 
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○江連保育課長 事業に対する具体的といいますか、

パンフレットだけ作成するというところで、計上

させていただいております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、それは新規事業の保育施

設案内パンフレットということですか。 

○江連保育課長 はい、７万2,000円。 

○相馬委員 はい、わかりました。 

  そうすると、これは作新大学の構内というふう

になっておりますが、どういう場所でどのような

説明会を誰が行うんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 市内の民間の保育所、幼稚園、認

こ園等もお声がけをして、可能であれば保育施設

がそれぞれ行きまして、ブースなどを設けて、そ

れぞれの説明会が学校内でできればと考えておる

ところなんですが、まだそこまで細かいところは

調整に至ってございません。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 それで、保育課としては、これに対す

る成果というのは、どういうふうに判断する予定

でおるんでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 まずはＰＲというところで、当然、

来年度卒業予定の方、プラスアルファ在校生とい

いますか、要は１年生も含めて、まずは市の保育

施設、どんなところがあるんだというのを知って

いただくというので、選択肢の一つに那須塩原市

の保育園、幼稚園、認こ園をちょっと頭に入れて

いただきたいというところもあって、ＰＲを兼ね

ての就職説明会というような内容にしたいと考え

ております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 わかりました。そうしますと、実際に

採用する人数目標等は考えていないという理解で

よろしいでしょうか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 時期が６月半ば過ぎというところ

で、実際、各保育園等々と会議の中で、その時期

には過去、採用人数というのはなかなか難しいと

いうところが正直ございました。そうはいいなが

らも、もう７月の頭になりますと、宇都宮市とか

県レベルで説明会が始まってしまうものですから、

できればその前に開きたいというようなことで、

予定してございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 １つだけ、各保育園、去年もちょっと

聞いたような気がするんですが、さくら保育園だ

けガス代だけなんです。ほかのところは上下水道

と電気入っているんですけれども、なぜ、このさ

くら保育園はガスだけ。いきいきふれあいセンタ

ーからいただいているということでよろしいんで

すか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 お見込みのとおりでございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  大野委員。 

○大野委員 68ページの保育園管理費、3001事業の

ところで、賃借料で、わかば、いなむら、三島保

育園用地とあるんですが、すみません、これ、

各々幾らか教えてもらえますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○本澤保育課保育係長 保育園の賃借料なんですけ

れども、わかば保育園が229万579円。それから、

いなむら保育園が108万5,593円。それから、三島

保育園が315万5,530円。合わせまして653万2,000

円予算計上しています。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 結構大きい金額なんですけれども、い
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なむら保育園はいつまでこの賃借料というのは払

う予定。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 契約につきましては、本年度で一

旦切れるような予定でございます。そうはいいま

しても、廃止しても建物等、除却しまして、返す

までにまだ期間があるということなものですから、

来年度早々に、今年度中ですが、更新をする予定

でございます。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 更新というと、また何年か、要するに

建物を壊す費用、ちょっといろいろあるかと思う

んですけれども、また何年か借りるような感じに

なってしまうんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 建物の解体をして更地にしてお戻

しするのには、１年は見なくてはならないという

こともございます。 

  ただ、来年度の予算には、解体費用については

計上してございませんので、 低でも２年間はお

借りするような形かなと考えております。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 わかりました。 

  あと、わかば保育園の約229万。そこに多分ほ

かの分と合わせて170万ぐらいの賃借料があって、

結構でかい金額なんですけれども、将来的に民営

化を目指して頑張っていろいろ検討されているか

と思うんですけれども、やはりすごく大きな金額

なので、今どうのこうのしろというのは、なかな

か難しいかと思うんですが、やはり代替え地を探

しているというお答えをずっと聞いてるんですが、

なかなか見つからないということであれば、やは

り毎年大体400万ぐらい地代がかかってきて、10

年で4,000万、20年で8,000万という、本当に大き

い金額だと思うので、検討していったほうがよろ

しいのではないかというふうには思うんですが、

そういったことは考えられないんでしょうか。 

○佐藤委員長 冨山部長。 

○冨山子ども未来部長 わかばについてでございま

す。賃借料を払っているよりも買い取ったりとか

したら、賃借料払っているほうが金額的にはかな

りの金額になるというところでご指摘いただいた

ところです。 

  確かにわかば保育園につきまして、民営化と同

時に移転というようなことで今現在、移転先とい

うものを検討しているといいますか、移転先を探

しているところでございます。なので、そちらの

ほうの移転先について、ある程度、この後何年か

でちょっと交渉したいというふうなところはある

んですけれども、その辺のところで保護者さんと

も、ちょっと今後協議していきたい。ただ、協議

するのにもちょっとまだ時間がかかるかと思うん

ですけれども、一応、今のところでは、ほかのと

ころへ移転していきたいというふうに思っている

ところでございます。 

  あと、先ほど、いなむらのほうの保育園の用地

もございました。こちら、建物を解体して返すと

いうようなところなんですけれども、今現在、表

土除去をしたものが、ちょっとその保育園の中に

埋まっているといったところもございます。今、

那須町のほうで実証実験というものもやっており

ますので、ちょっとそちらの実証実験の結果もち

ょっと見たいというものもございます。また、地

主さんとしては解体した後は返していただいて、

それを売却したいというような意向があるという

ことはちょっと伺っております。 

  なので、ちょっと来年は解体も、その後にちょ

っと解体しますけれども、その実証実験のほうも

ちょっと見ながらやらせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 了解しました。土の問題とかいろいろ

あるんでしょうから、理解は一応しました。 

  同じこの保育園管理費の中で、先ほど新規事業

の中で、いなむら保育園のエアコンを引き継ぐと

いうことで、５つぐらいあって、ちょっと細かい

ことで申しわけないんですけれども、ひがしなす

の保育園にはエアコンの移設の費用はあるんです

けれども、ほかのところには計上がないので、そ

れはつけないんですか。 

○佐藤委員長 江連課長。 

○江連保育課長 先ほどご説明しましたように、い

なむら保育園の比較的新しいものを５台、各園に

移設するわけなんですが、それとは別にひがしな

す保育園につきましては、この夏、かなり温度が

上がって、なかなか冷えないというところがあり

ましたので、中での移設と増設をするために、ひ

がしなすはひがしなすでちょっと別に予算を取っ

ているものでございます。それ以外の園について

は、単純にないとか、そういった理由で、いなむ

らから、せっかくあくので移設するというような

内容になってございます。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 ひがしなすの保育園のところの運営費

の中には、エアコン移設ということで39万円とい

うふうに先ほどご説明いただいて、この５台のう

ち１台がひがしなすのほうに行くわけ。あと、な

べかけとさくらとさきたまと三島に１台ずつとい

うことで、取りつけ費、要するに使っていたもの

を外して、ほかの園に持っていって取りつけると

いうお金は、経費かからないという理解でいいで

すか。 

○江連保育課長 それが、この５台分の工事費でご

ざいます。 

○大野委員 理解しました。申しわけございません。

この113万9,000円の中に入っているということで。

申しわけございません。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は、原案のとおり可決すべきものとすることに

ご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかの委員の皆

さんから何かございますか。 

  大野委員。 

○大野委員 （幼児教育無償化について） 

○佐藤委員長 ほかに委員の皆さんからございます

か。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 保育課の皆さんから何かございませ
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んか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、保育課の審査を終了いた

します。 

  これで、子ども未来部の本定例会における審査

は終了となりますが、子ども未来部全体として、

そのほかで何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、以上で子ども未来部の審

査を終了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  これで本日予定をしておりました審査事項を終

了いたしました。 

  委員の皆さんにおかれましては、あす10時より

委員会を再開いたしますので、よろしくお願いを

いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散  会 

○佐藤委員長 以上で本日の福祉教育常任委員会を

散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ５時０７分 



－185－ 

福祉教育常任委員会及び予算常任委員会（第二分科会） 
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学校教育課長 

小  泉  秀  夫 
学 校 教 育 課 
副参事兼英語
教育推進室長 

山  本  幸  子 

学校教育課長 
補佐兼学校支
援教職員係長 

渋  井  尚  子 学校指導係長 相  樂  尚  志 

児童生徒サポ
ートセンター 
児童生徒係長 
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生涯学習課長
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  ３．散 会 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、おはようございます。 

  散会前に引き続き委員会を再開します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育部の審査 

○佐藤委員長 これより教育部の審査を始めます。 

  審査に先立ち、小泉教育部長からご挨拶をいた

だきます。よろしくお願いします。 

  小泉部長。 

○小泉教育部長 （挨拶。） 

○佐藤委員長 ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎教育総務課の審査 

○佐藤委員長 それでは、教育総務課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４１号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第41号 那須塩原市小中学校適

正配置基本計画（第二段階）についてを議題とい

たします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  平井課長。 

○平井教育総務課長 （議案第41号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 児童生徒の今後の６年間の推移を見ま

すと、やはり大貫小学校と横林小学校は明らかに

減っていくということは見てとれます。 

  ご質疑の中でも、ここに書いてある方は全てそ

の区域の学校に行くかどうかもわからないという

ことであれば、もっと減っていくということも考

えられると思うんですけれども、この計画の中に

おいては、先ほど説明がありましたように、2023

年の４月に義務教育学校を開校するのに合わせて

２つの小学校を閉校するということになっている

んですが、これだけ子どもが急激に減っていくと

いうことからすると、先に大貫小学校と横林小学

校を閉校にして、関谷小学校なりご希望のところ

に入っていただいて、そして小中を一つにした後

に義務教育学校にしたほうが子どもの教育という

観点から考えると、いいんではないかなというふ

うに思うのですが、そうではなく、同じ形で同時

期に閉校と開校にしたということの説明を少しお

願いしたいです。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 山本委員からご質問いただい

た件でありますが、確かに児童生徒数が今後は減

っていきます。その２校は特にということで、一

日も早くというのは、今後あるかと思います。 

  今回考えましたのは、どういった形がその地域

といいますか、今回の対応でいいかというところ

から、義務教育学校という選択に至ったわけなん

ですが、学校をなくすということに対しては、や

はり地域としましてはかなりの抵抗を感じている

ようなところは、私どもも説明会をやっている中

で感じられました。その中での意見としましては、

やはり統合ではない、新たな学校をつくる、そう

いったことで進めてもらえないかというようなお

話もいただいたところです。 

  実は、こちらの質疑の①の12番には、委員から
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お話しいただいたことに類似するようなご意見等

をいただいてございます。横林小も減っているの

に大丈夫かというようなところでありますが、そ

のときにもちょっと説明会ではお答えさせていた

だいたんですけれども、あくまで計画としてはこ

の形で進めたい。新たにつくった学校で進める。

ただ、現状はなかなかそうもいかないところもあ

るかもしれません。私どものほうとして考えてい

るのは、まずはスムーズに移行できるように準備

ももちろんありますが、子どもたちの交流をさら

に深めていく。いわゆる学校間の交流になります

けれども、現状でも小中一貫教育の中で取り組ん

でいるところですが、そこをさらに入れていきた

いなというふうに考えております。 

  そういったところで進める中でも、やはり地域、

保護者からご意見が出れば、そういった義務教育

学校の設立を待たずに柔軟な形では対応するとい

うところも含みとして考えてはございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、この12番に書いて

ある一番最後のところなんですが、なお、保護者

等から実情を踏まえ、前倒しの統廃合等要望があ

れば、個別に検討していきたいと考えていますと

いう、この個別にというのは、大貫小、横林小、

個別にという意味でよろしいわけでしょうか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 その個別にというところです

が、学校単位ということでお考えいただければと

思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 私も一度説明会を見に行かせていただ

いて、いろんな方が来ていらしたと思うんですが、

これだけの説明会をして、だんだん意見としては

肯定的なものがふえてきたということで、説明に

よって納得していらっしゃる方も多いということ

はよくわかります。 

  確かに子どもたちの交流をすることによって関

谷小に移行するものはスムーズにいくだろうとい

うのもわかるところなんですけれども、やはりど

んなに近い学校であっても、ふだんは例えば来年

の予定ですと、１年生１人しか入らない。たった

１人で、今複式学級をするにしても、お子さんの

成長を考えたときに、それでいいのかなというの

をどうしても考えてしまいます。 

  いろいろな事情もあるし、地域の方の学校に対

する思いというのも、多分そこの地域を考えたら

強いんだろうと、町なかよりも強いんだろうなと

いうことはわかるんですけれども、ぜひ十分に考

えて、十分に皆さんの意見を聞きながらつくった

ものですので、これで進めていっていただいてい

いとは思うんですが、この12番の最後に書いてあ

るように、保護者の方のほうから、やはりこれで

は子どもにとってよくないのではないかというよ

うなことが出てきたときには、各学校ごとに本当

に真剣に考えていただいて、計画では同時進行だ

けれども、１年早く統合して、閉校して、その後、

一緒になるんだよというようなことも含んでいた

だいて進めていただきたいなというふうに思いま

す。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 本計画を進めるに当たりまし

ては、説明でもちょっと触れさせていただきまし

たが、新たな学校づくりというところもございま

すので、地域住民、保護者とは連携を図ってまい

ります。その中で、やはり今、委員からご意見い

ただいたような内容が出れば、あわせてそういっ

たところも含めて協議を進めていきたいというふ

うに思っております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  星副委員長。 
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○星副委員長 塩原小中学校が施設一体型で義務教

育学校ということで、もう開設して10年たちます

けれども、今現状を見たときに、あれだけ立派な

校舎を建てて、でも、だんだん生徒数は減ってき

ているという課題が１つ。もちろん地域の方と密

着をして、英語にもとても力を入れて、取り組み

はすばらしい取り組みをしているけれども、今の

現状を変えることができなくて。また、そこに加

えて、関谷ももちろんだんだん人口減少の波がと

められずにはいるんですけれども、施設型の小中

一貫校ということで、施設、体育館とかもつくり

直すようでしょうし、いろいろ校舎なんかもつく

り直すようになるとなると、やはりそこにはお金

がかかってくることでもあります。 

  やはり塩原小中学校の二の轍を踏ませたくない

というか、踏みたくないというか。むしろ人を呼

び込めるぐらいの学校をつくっていかないと、何

のためにここでこんなお金がなくて、みんなもう

税収も下がっている中で、こんなに立派な学校を

建てて本当によかったのかということ、後々まで

何か悔いが残るようなこと。せっかく新しい出発

で新しい学校をつくって、さあやろうと出発をす

るのはいいんだけれども、だんだんそこが呼び込

めないというか、特認校の枠から外れずにいてし

まって、結果、また少なくなっちゃって三島に吸

収されてしまうということがあっては、やっぱり

校舎をつくった意味もなくなってしまうというこ

とも考えられなくはないんですね。そこが一番危

惧するところで。 

  建物はもちろんハード面の整備もとても大切で、

私もずっと関谷小学校にプールをつくってはどう

かという提案はしてきた一人ですので、施設の充

実を図るというのはとてもすばらしいことではあ

るんですけれども。これは教育委員会だけの課題

だけではなく、やはりスクールバスだったりとか

地域のプロモーションというんでしょうかね。そ

ういった地域づくりをどうするのかという、もう

全小一体の中での関谷のまちづくり、地域づくり

をどうしていくのかという部分もしっかり考えて

いかなければいけないと思いますし、あと、義務

教育学校をスタートするに当たっては、しっかり

としたコンセプトも打ち立てながら、魅力ある学

校をどのようにつくっていくかという、そのソフ

ト面の核がしっかりしていないとだめだと思うん

ですね。それを今後どのようにつくり上げていく

のか。今考えている、地域の皆さんと考えてつく

っていくということを地域の説明会の中でもおっ

しゃっておりましたけれども、今現在での考えは、

どのような感じなのかちょっとお聞きしたいんで

すが。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 今お話しいただいた塩原小中

なんかも地域的なところというのもあろうかと思

うんですが、新たな学校づくりで、今どういった

ことを考えているかというところなんですけれど

も、進め方としては、ちょっと触れましたが、準

備委員会というものをこの計画がご承認いただい

た後に、できるだけ早目に立ち上げていきたいな

と。準備委員会は何なんだと言いますと、新たな

学校づくりというところの基本となる組織になっ

てくるかなと思っております。そこに地域の方、

保護者の方、参画いただいた中で、やはり一番ど

うしていく、魅力は何なんだといったときに、教

育委員会、例えば学校と考えたものは、イコール

保護者が考える、子どもが考える魅力なのかとい

うふうに、つながるかどうかというところであり

ますので、そういったところを保護者、地域との

協働によって、こういう学校いいよねというもの

をつくっていければな。正直、今の箒根中学校区

の学区から三島中学校に行かれている生徒もおり
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ます。距離の問題とか、あとは部活動の問題とか

ありますけれども、まずはその魅力を感じてどう

なるかというところでいけば、中学校区内の子ど

もらが行きたい、ほかの学校に目が行かないとい

う学校づくりというものをしていかなくちゃなら

ないのかなと。それは、先ほども申し上げました

が、教育委員会、学校だけでできることではござ

いませんので。そういったものをきちんと土台を

地域の住民、保護者と築いていった中で、さらに

は地域から求められる学校であれば、地域外から

もあの学校いいよねということで来ていただける

ような形にもつながるのではないかと考えており

ます。 

  まずは土台をつくる、そういったところからは

地域、保護者との協議といいますか、新しいもの

をつくるんだという共通の認識の中、進めていく

ことが大切かなというふうに考えています。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 協議会の中でこれから話し合ってい

くということなんですけれども、多分ほかの協議

会に入ってくるさまざまな関係者の方々、地域の

方、保護者の方とかと、委員会になりました、会

議には参加します、じゃ、会議が始まりましたと

いっても、考えるベースとなるもの、例えば小中

一貫校をやったときに、こういうふうに新しい学

校をつくって成功したよ、これはこうだよ、ここ

はこうだよというのをある程度示していかないと、

全然予備知識がないまま、さあ何しましょうとい

っても、どうしたらいいのになってしまうという

のも現状あると思うんです。 

  そういった中で、何かこう、教育委員会の部分

ね、示せるような土台となるようなもの、ベース

があるのかどうかというところも確認したいんで

すけれども。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 もちろん進め方としては、案

的なところですね、案というか、こういう感じの

ものをほかのところでやっていますよとか、こう

いうのはいいと思いますというものは示さないと、

そこから全然進んでいかないと思っていまして、

現在、庁内、教育委員会事務局内の４課になりま

すが、この中の魅力化プロジェクト委員会という

ものをつくりまして、担当者レベルですけれども、

どういったものがいいかな、どういったものが考

えられるかな、ほかのところではどういう取り組

みしているかなというものを意見を今ぶつけ合っ

ています。そういったものをいわゆる教育委員会

事務局側としては用意した中で、いろいろ話の材

料として利用できればなというふうに考えていま

す。 

  また、その準備委員会なんですが、準備委員会

の下に部会をいろいろつくっていきたいなと思っ

ています。例えば要望、意見でも出ていますが、

スクールバスどうすんだというのも非常に関心高

いところがありますけれども、それはそれに特化

したもの。地域との連携は、それに特化したもの。

それをおのおの部会で煮詰めていって、最終的に

準備委員会でまとめていければなというふうに思

っています。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 すみません、今、何か出ている話の

中で具体的にこんな話し合いをしているというの

は説明できるんでしょうか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 もちろん今煮詰まっていると

いうものはないんですが、ただ、義務教育学校な

らではの取り組みが可能なものというのが、やは

り学習の教科の過程でちょっと柔軟な、国への手

続がそれほど要らずに変えられるとか、そういう

授業面ではございますし、例えば部活動とかこう
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いうものをどうかなというのも、ちょっと話とし

ては出ているようなものがありますが。ちょっと

まだ整理はし切れていないもんですから。現在動

き出しているというところでご了承いただきたい

と思います。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうすると、今度は地元の、いろい

ろ今構想を練っていらっしゃるということなんで

すが、それを今度地元に落としても、地元の中で

もいろいろそれをもとにして話し合いが進められ

ると思うんですが、準備委員会の中で、そうした

先進的にやっている、要は視察的な部分、この学

校はこういうふうにやってこうだったというのは

実際に見ないと実感というのは湧かないと思うん

ですよ。口で幾ら、例えばスライドとは言わない

か、今。パワーポイントで説明されても、それは

それ、いいよねぐらいな部分だと思うんで。ある

意味、近くの学校でもそうやって成功して、小山

なんかではそういう成功事例がたしかあったと思

うんですけれども。近くのところだったら視察も

行けるだろうし、遠くても、これはすごくいい取

り組みだ、これは関谷の地域性にとても合ってい

るものである、そういうものがあるんだったら、

本当にそういったところに実際に行って話を聞い

たりとか、準備委員会の中でやっていただくと、

もっといろんなさまざまな意見が出ると思うんで

すが。 

  今までの学校統廃合の中では、そういった動き、

多分準備委員会の中で視察に行ったなんていう話

は聞いたことがないんで、やってはいなかったと

思うんですけれども、そういうのはあってもいい

んじゃないかと思うんですが、どうでしょうか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 まさに新たな学校づくりにな

りますので、そういう参考的なものは、聞くより

も見るのが一番かなと思っておりますので、そう

いった視察というものをいろいろ考えていきたい

なというふうに思っています。 

○星副委員長 ぜひお願いします。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 やはりもう三島に確かに部活関係で

行ってしまう子がとても多い、それはいたし方な

いと思うんです、少ない人数の中で限られた部活

しかないので。それ以外の剣道だったり柔道だっ

たりやりたいという子は三島に行ってしまったり、

水泳、バスケやりたいという子はほかの西中行っ

たり、三島行ったり、それは仕方のないことでは

あると思うんですけれども。逆に那須塩原全体の

中で、関谷というのはこういうことに特化して物

すごいよねと。箒根小中の、新しい学校名はわか

りませんけれども。ここはすばらしい学校だよね

ということが飛び抜けたものがあれば、逆に人を

呼び込めると思うんですね。 

  やはりそういうことを考えると、もうどれだけ

魅力ある学校ができるかという、ここの本当にソ

フトの面をどういうふうに生かしていくかという

のは大切なことであるので、しっかり考えていた

だければと思うんですけれども。 

  青木なんかも同じ特認校でも、本当にきっと学

校づくりの中では成功している例だと思うんです。

新しい人たちが住んで、地域性もあるのかもしれ

ないんですけれども、青木に通いたいという子が

来てくれて、人数もふえてきているということも

ありますので。何かぴったりはまったものがある

となると、通う、地域の方もうれしいですし、決

して寂しくならないような形で考えていっていた

だければと思うんですけれども。お願いします。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 ５ページの学区の再編等というところ
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に関して、本計画期間中においては通学区域の見

直しを行わないことにしますというふうに書いて

あるんですけれども、学区に関しては、定例会で

も質問も出ておりましたけれども、とてもふえて

いる学校と減っていく学校とがあって、ふえてい

る学校は特別学級をなくしてまで教室にしなけれ

ばいけないという現実が起きております。 

  学区の再編は多分、この学校をなくすのと同じ

くらいというか、もっともっと大変なエネルギー

が要ることだとは思うんですけれども、かなり学

校が近いところと遠いところもありますし、住宅

地がふえているところについては、やっぱり急激

に子どもがふえているというような現実を見ると、

この計画ができたときに、既にその学区の再編が

必要なんじゃないかというふうに意見も出ており

ましたのにもかかわらず、今回また全く行わない

というふうに断定をしているんですけれども。こ

れについては、教育委員会のほうではどのように

考えて、今後どうしていくというふうに思ってい

るのかお聞かせいただきたいと思います。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 今いただいた学区の再編とい

うことなんですが、実は今回の第二段階において

も、当然学区の再編も含めて検討はしたところで

ございます。ただ、学区の再編、地域でコミュニ

ティーの形成等もあるもんですから、なかなかそ

ういったところで、じゃ人数だけで考えて分けて

いいのかというような議論に至ったところでござ

います。 

  今回この箒根地区以外にもいろいろな諸問題を

抱えているところがあろうかと思います。ただ、

その部分が果たして学区の再編なのか、一部ふえ

ているところ、そこを学区再編にして分けるのか、

校舎をつくるのかという最終的な議論になる場合

もあろうかと思うんですが。 

  これにつきましては、この計画上、今計画期間

内はということでうたわせていただいております

けれども、何らか出てくるような場合は、計画そ

のものも２ページの３の計画期間に、なおという

ふうなところでちょっと入れさせていただいてい

るところもあります。現状としては見直しは考え

ておりませんが、状況等も踏まえて必要であれば

この計画を見直すというところで、学区について

何らかの支障が生じているということであれば、

そういった見直しは全く必要ではないというふう

には思っておりませんので、現状としてこの計画

書上うたってはおりますけれども、全くそれも見

直さないという、見直す必要性がないとは思って

はおりません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そもそもの今も多分、那須塩原市の学

区は、昔の何か字名とかで分けてあるんだと思う

んですね。道路とはなっていなくて、本当に隣の

家、ここのところで分かれていたりするんですが。

例えばきちんと線引きをしなくても、家のすぐ近

くの例でいうと、林だったところが全部、50とか

ぐらいの住宅地になったんですね。そこが学校の

目の前でですね、本当に道路が６メートル道路ぐ

らいで、本当に目の前なんです、そこに学校が見

えているんです。でも、そこは学区ということか

らいうと線引きがされていて、隣に行かなければ

いけない、板室街道を渡っていかなければいけな

いというところなんです。 

  私それができるときに、そういう場合は、１戸

ずつぽつぽつとできていくならともかく、平地林

を切ってつくって新しく造成して住宅ができたよ

うなところに関しては、どう考えても距離目の前

と、歩いていくというところは、そこについては

団地造成したわけですから、目の前の学校に行っ

てよということはすごくやりやすい方法で、その
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目の前の学校はどんどん子どもが減っていく。遠

い学校のほうがどちらかというとふえかげんの学

校なので、そのくらいの柔軟性を持てば、住んで

いる人たちがそこにコミュニティーはつくってい

ないわけですよ、まだ。だから、そこのところは

こっちの辺に、例えば住所の名前はともかくです

よ、現実として一緒になることができる。そうい

うものまで何か線引きをして、何とか小学校です

と言われちゃったら、やっぱり来た人はそっちへ

行っちゃいますよね。 

  というようなことを私はやっぱり考えてもいい。

そういうことをしない限り、この学区を線をきち

んと引き直すのはやりにくいなと思うんですが、

そこら辺のところは、先ほど距離が近いときはい

いと言いましたけれども、両方距離は近いんです

よ。片方は１分だし、片方は多分、大人だったら

５分ぐらいという、学校が500メートルしか離れ

ていないのね。というようなことを考えると、そ

のくらいの誘導みたいなものを学校がすることに

よって、片方はふえていく、平準化されるんじゃ

ないかなというふうにいつも考える、そういうこ

とが多いんですね、うちの地域はとても多いので。

その辺をどう考えているのか教えていただきたい。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 市内に20の小学校がございま

して、10の中学校、義務教育学校があるわけなん

ですが、どこもやはり学区的なものをちょっと設

定しているところなんですが、その学区の設定で

不都合が全くないかというと、そういうことはな

いわけです。実はそれらをカバーするものとして、

指定校変更制度というものを設けさせていただい

ている中で、通学距離というところで、指定校以

外にも近いところに行けますよというような形で

の対応でのケアというところが現状にはなってお

ります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 小学校だと余り子どもの意見というよ

りも、親がどう考えるかということで通学、学校

を決めていくと思うんでね。例えば片方が目の前

で片方が20分も30分も歩かなければいけないとい

えば、考えることもあると思うんですが、両方と

も近いといえば近い、学校が近いのでどっちも近

いんですけれども。それによって片方はふえる、

片方は減り続けるというようなことが起きている

という現実を見て、わかっていらっしゃると思う

んですね。やはり今回はこういうふうに決まった

ので、仕方がないとは思うんですが、今後もし教

育の中で計画を立てていくことがあるとしたら、

そのときにはぜひ学区の再編を盛り込んでいただ

く、あるいは考え方を少し柔軟にしていただくと

いうことを私としては希望して、この計画は、こ

れはこれでというふうに思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 本計画のメーンテーマは５番と６番で

あろうということはわかっているところでござい

ますが、若干この計画からは遠い話になって申し

わけありませんが、８番の跡地利用のところで、

最後に、地域住民の意見を踏まえながら、その方

向を検討していくというような書き方になってお

りますが、第一段階もほぼ同じ、こういう計画に

なっていたと思うんですね。第一段階の結果がそ

の地域住民の意見がどの程度反映されたかという

ことについては、聞く話では余りそこまでいって

いないのかなという気はしないでもないところで

はあるんですが。そうした中で、また第二段階で

も同様の方針になっているというところについて、

教育部としては、このところはもしかしたら別計

画が必要なんじゃないかというぐらいのところな

んだろうと思うんですが、その辺はどのようにお
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考えで、恐らく第一段階とこれはほぼ同じことに

なっていると思うんですけれども、その辺の意見

とか、その辺の考え方とかというのをお聞かせい

ただければと思います。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 跡地の活用の関係なんですが、

第一段階と基本的には変わりはございません。た

だ、といいますのも、学校というものは基本的に

地域の核であったと。それがなくなるという形に

はなってしまうんですけれども、核であった施設

でございますので、地域でどのように考えている

かというのは、これは聞かないわけにはいかない

というふうなところがまず第一にございます。 

  地域での活用を考えているのか、ただ、どうし

ても施設が大きいもんですから、それを地域で何

かに使うというのは現実的には。あとはいわゆる

市側で何か使うかというところも含めて、それは

庁内では検討はするんですが。 

  今回も一般質問でございましたけれども、結果

として余り進んでいないというのが実情でござい

ます。先ほど来ちょっとお話しさせていただいて

いますけれども、準備委員会という中に、今回は

これも含めようかなというのはちょっと思ってい

ます。いわゆる早いスタートを切りたい、あとは

地域からのご希望等、活用の希望等なければ、そ

の中でこういうふうに持っていきたいけれどもど

うかなというところまで、新しい学校の開校前に

筋道が立てられれば、これは次のステップの利活

用という、いわゆる地域に市役所以外の部分で活

用というところも早目に見出せるのではないかな

というふうに思っています。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 わかりました。 

  そうしますと、今後そちらのほうについては、

学校の敷地、それから校舎、いろいろなさまざま

な設備、それから備品、そこまで含めて利活用の

計画をできればしてもらいたいと思います。ピア

ノであったり、オルガンであったり、それからま

た全校にエアコンを配置しているわけでしょうか

ら、相当な設備、それから備品、物すごい財産が

そこにあって、それをずっと３年、４年、５年と

眠らせておくというようなことにならないように、

その辺の備品を例えばピアノ、全く１年間使って

いないピアノがあったということであれば、例え

ば公民館とか、どこかで置いてもらって自由に弾

ける時間帯をつくってもらうとか、さまざまな別

な利用方法等。その備品、例えばロッカーがあり

ますと。ロッカーがまた新しいロッカーを買うと

いうときに、もし余っていたら、別なところに活

用できる。そういった備品の台帳から全て含めて

細かいところまで入れて計画をつくってもらって、

利活用をしていっていただいたほうがいいのでは

ないかなというふうに思いますので、その辺も含

めてご検討いただければと。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。あり

ませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 
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○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第41号 那須塩原市小中学校適正配置基本

計画（第二段階）については原案のとおり可決す

べきものとすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第41号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会（第二

分科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  平井課長。 

○平井教育総務課長 （議案第10号について説明。） 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休

憩します。 

 

休憩 午前１１時２６分 

 

再開 午前１１時３６分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

  先ほど説明が終わりましたので、質疑を許しま

す。 

  山形委員。 

○山形委員 129ページの学校給食収納管理システ

ムの保守ということで、全て一元化されるという

ことで、これによっての効果、特色とか、集金し

なくて済むということでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 効果というところでございま

すが、若干触れさせていただいたんですが、今現

在は各学校でまず処理をしていると。そういった

のを一元化することによりまして、収納状況が瞬

時にわかるというのと、そこから次の滞納対策へ

いける。ですから、もちろんシステムを入れたか

らといいまして、滞納癖のある方への訪問とかそ

ういうのがなくなるわけではないんですが、一元

化して瞬時に対応できる。あとは、もともと今ま

で学校でやっておりますので、そういった意味で

は学校のほうの負担は減るかな。ただ、一元化す

ることによって、事務局のほうは、事務局がそれ

をやることになりますので、事務局の負担として

は出てきますけれども、全体で捉えれば負担軽減

にはなっているというところがございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、負担軽減のためにこのシ

ステムを導入した。それによって給食の収納率は

上がるか上がらないかという、そこまでの効果は

見込んでいないということでよろしいですか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 先ほどちょっと若干触れまし

たが、納付状況といいますか、支払い状況が一元

化したことによって、瞬時といいますか、早くわ

かる。次の手が時間を置かずにいけるというとこ

ろからいけば、最終的には収納率向上にはつなが

るのではないかなというふうに考えております。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 現段階じゃなくて、最近の情報で、滞

納率はどれぐらいあるのか教えていただけますか。 

○佐藤委員長 どうぞ。 

○小髙給食係長 金額ということでよろしいですか。 

〔「人数と金額も」と言う人あり〕 
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○小髙給食係長 すみません。 

  現時点に関しましては、昨日現在なんですけれ

ども、723万9,188円が現在未納となっている状況

です。収納率が今98.70％でございます。人数に

つきましては、先ほど課長のほうからもありまし

たが、各学校で管理をしているというところで、

今その滞納情報をちょうど集計と、今各収集して

いる状況ですんで、申しわけありません。ちょっ

と人数のほうまではこちらで把握をしておりませ

ん。 

  過年度分につきましては、現在未納が834万

3,306円となっております。収納率が10.72％です。

人数が120名となっております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 そうすると、その金額はほぼほぼそん

なには、ちょっと下がっているというふうな傾向

でよろしいんですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○小髙給食係長 過年度分の収納率につきましては、

昨年度も決算で10.4％を既に超えているというと

ころで、徐々にではありますが、圧縮はされてい

るのかなというふうに思っております。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 同じ129ページのその上のほうなんで

すが、長寿命化計画の策定のところの説明で、す

みません、ちょっと理解がうまくできなかったん

ですが。ここにある2,550万9,000円というのは、

次の計画を立てるための費用だということですか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 そちら説明が十分でなかった

かもしれないんで、申しわけないですが、この計

画29年度から３カ年で計画を立てて、来年度が最

終年度なんですけれども。３年の継続の契約をし

ておりまして、業者と29年度に契約して、31年度

に仕上げるという形であります。次の計画という

よりは、今つくっている計画が最終年度というこ

とで、最終年度がどうしても支払い額が多くなる

もんですから、前年度比としては多くなりますけ

れども。そういったところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 私多分去年は全然スルーしてしまって

聞かなかったんだと思うんですが、この教育施設

長寿命化計画そのものがかなり膨大なもの、細か

なもの、これだけのお金をかけてやっていると。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 教育部といいますか、教育部

所管としてですね。全てになりますね。全体的に

どういう流れでいくかと言いますと、請け負って

いる業者が全てを見て、簡易的なところもござい

ますけれども、見にいった結果を取りまとめて、

じゃ、今その施設はどういう状況か、それを判定

的なものをしていって、今後その優先順位ですね、

修繕の優先順位とか修繕の方法、場合によっては

建てかえとか、そういったものも総合的に含めて

計画を立てるというような中身のものがこの長寿

命化計画になります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、これ31年度が最後という

ことなので、そのときには何か冊子ができ上がっ

ていって、今度はその計画をもとに現実的に、じ

ゃ、ここの公民館をどうしようとか、この学校を

どうしようかという計画を立てていくという、そ

ういうものでいいんですか。 

○佐藤委員長 課長。 

○平井教育総務課長 計画ができ上がった後につい

ては、今、委員おっしゃったとおりのスケジュー

ルでして、その優先順位、その施設の状況から優

先順位を立てて修繕等をどうしていくかというも
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のを判断していく。ただ、どうしても例外的に出

てくるようなものはありますけれども、そういっ

たのは出てきたときに判断をしてというような流

れになりますが、この計画を策定することによっ

て、計画的に進めていくというようなものになり

ます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません。全然調べていなくて申し

わけないんですが、これ３年間でどのくらいのお

金がかかったということなんでしょうか。 

○佐藤委員長 室長。 

○加藤学校整備推進室長 ３年間の総額でございま

すが、6,044万7,600円でございます。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  中村委員。 

○中村委員 それでは、137ページなんですが、小

学校トイレ洋式化改修事業費の今回は高林小と東

小、8,700万円計上されておりますが、これによ

りまして、小学校10校のうちのもう全て完了とい

う形なんですか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 トイレ洋式化の事業なんです

が、最終完了の見込みが平成33年度となってござ

います。31年度、高林、東小をやるという、実施

するということでご説明申し上げましたが、32年

度の予定でいきますと、青木小、三島小、33年度

が波立小、南小、西小ということで、33年度この

３校を実施することによって小学校は完了します。 

  参考までに中学校を申し上げますと、31年度に

東那須野中学校、高林中学校ということでお話し

したところなんですが、32年度は、こちらなくて

ですね、33年度に西那須野中学校を実施すること

で、やはり中学校においても33年度で完了すると

いった計画で今進めております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そんな中で、各学校ともいろいろな和

式トイレで生活されていると思うんですが、全て

のトイレをこれで洋式化という解釈でよろしいん

ですか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 主に普通教室といいますか、

そういったもののある校舎のトイレということに

なります。なものですから、例えば体育館にある

トイレが和式であるとか、屋外のトイレが和式で

あるとかというところまでは今回の計画において

は改修していかないという形になっております。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そういう未整備のトイレは将来的にど

のような計画に基づいて、洋式化する計画がある

のかどうかを確認させてください。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 そのほかのトイレ、今回の洋

式化計画から対象外となっているトイレの洋式化

ですが、現状においては、特に計画等はございま

せん。ただ、先ほどちょっと別な形で長寿命化計

画というものが出ましたけれども、その中で今後、

施設の修繕、改修等も入ってくるかと思います。

そういったところに合わせてまた検討していきた

いというふうに考えています。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 東原小学校は最初のころに洋式化をし

ていただいて、そのときに減額になりまして、今

言ったように体育館とかそういったところは後に

しますよということで、実施されなかったという

経緯がございまして、その中で、今回１年生の入

学の説明会、保護者に対して、和式での練習もお

子さんに指導してくださいよというものがござい

ましたので、要するにそういった何カ所か残って

いるので、今、洋式が当たり前の世界でやってい

るものに対して、１年生に入る子どもさんに対し
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ては保護者に対して和式の練習もするようにとい

うようなご指導をしているというのかちょっと確

認させてください。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 就学児健診とか、そういった

ところでのお話になるかなとは思うんですが、す

みません、そちらの主たるところが学校教育課で

はなくて、ただ、逆にもちろん今、学校の中で全

てが洋式のトイレじゃないよというところから、

場合によっては和式も使うこともあるので、そう

いったところから、和式も使えるようにしておい

てくださいというのが趣旨かとは思います。 

○中村委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 その上のところ、137ページの体育館

の話なんですけれども、埼玉小学校の体育館の改

築について、以前は厚崎の公民館か何かを使うと

いうようなことで、とても心配していたんですが、

先ほどは南高校の体育館を使えるようになったと

いうことで、それについては近くてよかったなと

思ったんですが、あそこの学校、今ある体育館を

壊して新しくつくるということなんですが、子ど

もさんが多くなっていて、保育園があって、学童

もできてということで、つくるのに入学式が終わ

ったら壊して、卒業式までにはつくり終えるとい

うことは、１年ないぐらいの話ですよね。 

  その辺のところで、子どもたちが実際、通学を

していて、あそこも車で親が結構お迎えしたりし

ている部分もありまして、安全は確保されるんで

すか、子どもたちへの。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 子どもたちへの安全確保がで

きるかというところでございますが、まず工事の

部分についてはいろいろな面、安全な形で囲いは

設けます。気にされている車のところが心配なの

かなと思うんですが、基本、車ではというところ

が、いえ、現実的にはもちろんあるわけなんです

けれども。その部分、現状と同じような形、若干

こう前には、工事の影響範囲が出ますので、前に

は来ますけれども、現状とそれほど変わりはない

かなというところで考えています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 工事をする方も、今、働き方改革で余

り早い時間から遅い時間までやらないとか、土日

は休むとかということがきちんとされているので

はないかと思うんですが、子どもたちは部活をや

っていたり、朝早かったりして、歩いてくるお子

さんたちに、やっぱり影響がないのかなととても

心配になるのです。それで、そういうことはない

ということなんですが、ぜひ急いでつくって、雨

なんかが多かったりすると、やっぱり10カ月ぐら

いでつくる。できるのかなとか思うんですけれど

も。ぜひぜひ余り子どもたちが危険な目に遭わな

いように、あるいは、南高校は近いといっても、

やっぱり多分歩いていかなければいけないという

こともありますし、あそこの道路、結構飛ばして

くるんですよね、何とか道路。なので、十分にそ

の辺の配慮をしていただいて、きれいな体育館を

つくっていただきたいと思います。 

  それともちろん、新しい体育館は洋式のトイレ

をきちんと幾つもつくるということですよね。 

○佐藤委員長 室長。 

○加藤学校整備推進室長 洋式トイレを男子、女子

ともに設置する予定で考えています。 

○山本委員 了解です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 140ページの中段、中学校教材費、ブ

ラスバンド楽器の修繕というのがあるんですけれ
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ども、これはもう、修繕だけで済む、中学校の場

合はもう楽器は全部そろっているというか、とい

うことで、修繕だけが出てくることになりますか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 購入もございます。特に多い

のは、やはり修繕になりまして、学校とのやりと

りの中で、どういった楽器が今調子が悪くなって

きているかなというのを確認した上で、予算上修

繕というのも入れてあります。あとは、全くもう

これだめになったからということであれば、備品

購入ということで歳入をしたりというところでご

ざいます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 ということは、ほとんどもう一応そろ

ってはいるということで、時に購入することもあ

るだろうけれども、そろっているんですか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 事務局サイドとしてはそろっ

ているというふうに。 

○金子委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 131ページの一番下の学校管理総務費

の中の臨時の用務員さんの話なんですが、この予

算上で臨時の用務員さんが何人かということと、

それと、これから学校の今後用務員さんは全て、

今なんていうんですかね、臨時さんでやっていく

というような計画になっているのかどうか教えて

ください。 

○佐藤委員長 係長。 

○菊地総務係長 要望として予算要求していますの

は、全職員合わせて22名になっています。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 それと、今後どうなるかとい

うところでございますが、現状、いわゆるそうい

った用務員に当たる職員の採用というのはしてお

りません。そういったことから考えますと、正職

員の配置は難しくなってくるのかなというふうに

は考えておりますが、人事管理することなもんで

すから、申しわけないんですが、現状としてはそ

ういうふうに考えられるかなというところでござ

います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 多分、現業の職員はもうとらないとい

うことなので、いらっしゃる方がやめていけばい

なくなっていくと思うんですが、かつては結構中

学校などは特に正職員の方が用務員さんにいらし

て、いろいろやってくださったと、男の方も多か

ったような気がするんですが。こういうだんだん

臨時用務員になることによって、学校としてやっ

ていただくことが、時間が短いとか、やっていた

だくことに制限が出るとか、そういうことは現在

ないんですか。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 臨時用務員の中には、短時間

の方もいらっしゃいます、時間が短い。ただ、そ

ういった方については、複数名配置しているよう

な学校もございまして、そういったところはちょ

っと短い時間でというのはありますが。基本的に

は正職員と同じような時間帯で業務をお願いして

おります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、同じような仕事をしても

臨時さんなので、お金的には正職員よりも、同じ

仕事をしても安いという、そういうことですね。 

○佐藤委員長 平井課長。 

○平井教育総務課長 結果としてはそういうことに

なっております。 

○山本委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、    委員の皆さ

んから何かございますか。 

  中村委員。 

○中村委員 （学校の騒音について） 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 （消費税増税の影響について） 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 教育総務課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、教育総務課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで昼食のため休憩いたします。 

  なお、午後１時開始をいたします。 

 

休憩 午後 零時０３分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎学校教育課の審査 

○佐藤委員長 それでは、学校教育課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第４２号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第42号 那須塩原市いじめ防止

基本方針の改定についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  小泉課長。 

○小泉学校教育課長 （議案第42号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 まず、このいじめ防止計画のはじめ

にのところなんですが、上から５行目のところで

す。「いじめを行った子どもにはその行為を許さ

ず、毅然として指導していく必要があります」と

いうことでうたわれているんですが、ここの部分
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で、要はいじめと、そうですね、確かに指導して

いく必要があるのはあると、それはごもっともな

ことではあるんですけれども、このいじめを行う

子どもの育ってきた家庭環境だったりとか、そう

いう部分もあったりして、要はいじめを行ってい

る子どもも実は支援が必要な子どもでもあるとい

うことを考えたときに、毅然として指導していく

だけでいいのかというところに違和感を感じてし

まったんですね。 

  ほかの自治体のほうでいじめ防止基本方針とい

うもの、もちろん策定をしているので、そのはじ

めにのところだけ見てはみたんですけれども、一

番ちょっと書き方、書き方と言ってはあれなんで

すが。納得いったという部分では大阪府だったん

ですね。それは、加害者への成長支援の観点を基

本方針に位置づけることにより、その支援につな

がる取り組みも進めることとしていますというこ

とがこのはじめにのところにもうたわれているん

ですね。というのは、要はいじめた子どもに指導

をしていくだけではなく、やはり支援につながる

取り組みも進めることとするということがうたわ

れているんですが、その辺が市の考え方というか、

この捉え方というか、この辺をちょっとお聞きし

たいなと思ったんですけれども。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 おっしゃるとおりだと思いま

す。もちろんいじめを行ったほうにもその背景が

ありますし、いじめの構図というのを過去のを振

り返りますと、いじめる側、いじめられる側が途

中で逆転するということもあります。小学校のと

きにいじめっ子だった子が中学校に入っていじめ

られるという場合もあったりとか、そういったこ

ともあります。ですので、いじめたほうに対する

支援というのも、これは力を入れていかなければ

ならないかなと思います。 

  例えばですけれども、今回の本市の基本方針の

５ページをごらんいただければと思うんですが、

ここに⑵として、いじめの対応に関することとい

う項目がありまして、アのいじめに対する措置の

（ウ）ですね。いじめを行った児童生徒の保護者

に対して、その児童生徒の出席停止を命じること

ができるというふうに書かれているんですけれど

も、そのまとまりの途中から５行目の「なお」と

いうところからになりますが、いじめの加害者で

ある児童生徒に対して出席停止の措置を行った場

合には、出席停止の期間における学習への支援等

教育上必要な措置を講じ、当該児童生徒の立ち直

りを支援するというふうに書かれておりますので、

そういった姿勢は本市としても同様に考えている

ということであります。 

○星副委員長 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  相馬委員。 

○相馬委員 この基本方針の中の５ページ、４ペー

ジからなんですが、すみません、３ページです。

これ２ページからの、要は定義のところで、５ペ

ージのところに、生徒や学校や、学校内外を問わ

ずという一定の人間関係ではということも書いて

いまして、そこから第３章でいじめを防止するた

めの学校が実施する施策というふうになっていま

すが、その学校外の、内外を問わずというふうに

なっておりますが、その学校外のところの方針等

はどういうふうに示されているというふうに理解

すればいいんでしょうか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 基本的には学校の中での解決

を目指すということですので、ここにそういった

形での明記はないかと思いますけれども、ただ、

学校をまたいで、複数の学校が関連する場合には、

当然のことながら学校間で連携しながら対応して
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いくということになると思われます。 

  ただ、複数の学校がまたがってとなると、対応

は非常に難しくなる現状があるかなと。ここに例

示としてありますけれども、塾とかスポーツクラ

ブとか、そういったことになると、その塾のほう、

またはスポーツクラブの代表等との連携も必要に

なってきますので。確かに今後そういったことへ

の対応も力を入れていかなければならないことか

なと思います。ありがとうございました。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 余り勉強してこなくて、聞くのは申し

わけないんですけれども、いじめを認識していじ

める場合には比較的はっきりわかりやすいという

か、いじめだというふうなあれがあるんですけれ

ども、いじめるほうがそういういじめを認識しな

いでいじめになってしまったと。被害者のほうは

非常に深刻に受けとめるというケースが結構多い

と思うんですよね。そういうものは、ここにはど

こかに出てくるんでしょうか。勉強不足で申しわ

けない。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 例えば２ページのところに、

２としまして、いじめの定義というのが書かれて

いるんですけれども、この定義、第２条というこ

とで示されておりますが、その最後のほうですね。

当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感

じているものを言うということですので、被害を

受けた者が苦痛を感じているものはいじめと捉え

なければならないということで、丁寧に対応して

いかなければならないと思っています。 

  ただ、その当事者間でもう既に解決しているな

んていう場合もあるかもしれませんけれども、そ

ういった場合であってもいじめとして捉え、この

後に出てくる、３ページの上のほうにあるんです

けれども、いじめという言葉を使わなくても加害

者のほうを指導することは必要だというふうに捉

えています。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 それで、そういうことはこういう定義

とかそういうのでは非常にわかるんですけれども、

実際に子ども同士の中でいじめという感覚がなし

にいじめになってしまっているというような、そ

ういういじめの認識がないんだけれども、被害者

が出るんだよというような、そういういじめがあ

るということを子どもたちに教えていかなくちゃ

ならない。それが非常に難しいことじゃないかな

と思うんですね。そういうのは余り言葉で言って

もね、定義でいっても、なかなかそれを子どもた

ちがそういうところまで感覚を持つかといっても、

なかなか持てなかったりするからね。その辺のと

ころ非常に微妙なことなのかなと思っているんで

すけれども。 

  だから、無意識のうちにいじめになってしまう

ケースがあるんだよということをやっぱり教えて

いくというようなね、そういうのが必要なのかな

と思うんですけれどもね。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 やはりこれは小学校低学年、

またはその前からですね、いろんな生活の中のそ

の時々のその場で指導していく必要があるのかな

と。当然、道徳の授業とかで指導する場面もある

とは思うんですけれども、やはりその時々で、そ

の場で、こういうのは相手が嫌がるんだよという

ことは教えていかなければならない大切な指導か

なと思います。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第42号 那須塩原市いじめ防止基本方針の

改定については原案のとおり可決すべきことにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第42号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会（第二

分科会）に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  小泉課長。 

○小泉学校教育課長 （議案第10号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  山本委員。 

○山本委員 140ページの中学校市採用教師配置費

の中の新たに小学校に今いらっしゃるような日本

語支援員を雇うということなんですが、今、日本

語の支援を必要な子どもの年齢を教えてください。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 実際に年々ふえておりまして、

年々といっても大幅な増加ではありませんけれど

も、ふえていることは間違いありません。特に中

学校のほうがちょっとふえてきているかなという

状況にありまして、中学校のほうに新たに１名と

いうことになるわけなんですけれども、すみませ

ん、ちょっと数的なものが今出てこないんですけ

れども。今年度、ちょっと今までと違う状況があ

りまして、夏休みに体験的に、海外から帰ってき

てちょっと小学校かどこかに入って体験的にやり

たいんだということで申し込みがあったんですけ

れども、そうではなくて、もう本当に全員編入し

たいという申し出がことしは今までよりも多かっ

たかなという状況がありまして、それに関しまし

て、やっぱり今後、国の法改正等もあるのかもし

れませんけれども、今後どういう影響が出るのか、

ちょっと読めないところではありますけれども、

そんなような状況も判断し、中学校のほうにも１

名ふやしていきたいかなという。 

  小学校におきましては３校の拠点校、三島小、

東小、それから共英小におきまして日本語指導教

室を設けておりますけれども、できればもう少し

ふやしたいなという気持ちで、特に中学校にもつ

くりたいなという気持ちはあるんですが、県のほ

うにも加配教員を要望していたところであります

が、残念ながらつかなかったという状況もありま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 小学校の３つの学校につきましても、

実はかなりボランティアで入っているんですね、
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日本語支援の方が。そういう中で、中学校に行く

と、非常にその支援が足りなくなって、やっぱり

日本語がわからないと、高校に行くときなんかも

大変だったりして、問題だと思っていたんですが、

今のお話だと、市採用教員ということは、市がお

金を全部出しているわけですので、現実に必要な

子どもがいるのであれば、私としては１人とか言

わないで、もう小学校はともかく足りなくて、も

うボランティアたくさん、本当に行っていても足

りないんですね。レベルが違うので、とても教え

切れません。東小学校なんか本当に足りなくて、

もう臨時で入っているくらいなんですね。 

  そうすると、その子たちが中学校に行った場合

に途切れてしまう。ことし１名ということなんで

すが。１名で足りないです、絶対に。足りないん

ですね、現に。せっかくこうやって配置をしてく

ださるんであれば、県とかそういうところを待っ

ていないで、ぜひ市でもっとたくさんふやして、

できれば必要な子どものいる学校は、本当に１対

１でいないとできないくらいなんですね。やって

ほしいと思うんですが、これで大丈夫なんですか、

心配なんですけれども。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 おっしゃるとおりだと思いま

す。本当に国のほうの法が改正されてしまいまし

て、これまではもう加配教員を現行基準でこれぐ

らいの子どもがいるところに加配教員１人入れま

しょうとかという基準があったんですけれども、

国のほうで日本語支援員に関しましては、基礎定

数という言い方をするんですけれども、もう何人

に対して１人のというふうに決められて、その人

数が。これまでの国の基準よりも多い児童生徒数

に対して１人の支援員をというふうになってしま

ったので、ですので、厳しくなってしまったとい

うことで、県のほうとしても国の基準に合わせて

だんだん減らしていかなければならない状況にあ

るということで、非常に厳しい状況ではあるんで

すが。 

  確かに中学校に行くと、そういった日本語教室

がないので、例えば近隣の小学校に中学生が行っ

てということも出ているわけなんですね。ですの

で、確かに１人では厳しいところではありますが、

さらにボランティアの協力を得たり、それ以外の

人たちの協力も得ながらやっていかなければなら

ないのかなというふうには考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 国全体で今ね、海外から働く人なんか

をたくさん入れている現実の中で、那須塩原市も、

大人にももちろん日本語が必要な人というのはた

くさんいます。特にアジアから来ていらっしゃる

方が多いんですけれども。子どもに関して言うと、

言葉がわからなければ結局何もできない。高校な

んかは別枠で受けさせていただいたりするんです

が、そういう子たちに日本語を教えるのというの

は容易ではないんですね。ほとんどボランティア

で教えている現状の中で、そうやって国がね、基

準を緩めてしまったのなら、もうそんなところを

当てにしないで、ぜひ那須塩原市の現状の中で、

やっぱり日本の子じゃなくたって、落ちこぼれて

はいけないし、勉強以前の問題なので、それこそ

しつけの部分から違うので。お母さんやお父さん

もしゃべれなかったりするので。 

  ここのところは、ことしはもう仕方がないかも

しれないんですが、ぜひボランティアのほうでや

る気のある方もいるんですけれども、やっぱりそ

うなると無責任にもなるので、少しお金を出して

しっかりと小学校と中学校に配置をしていただい

て、やっていけるような方針を出していただきた

いなと。本当にこれは聞いていると大変なんです。

希望をしたいと思います。ことしはしようがない
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と思いますけれども。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 今のことで一緒に、これはもうそれで

決まっちゃえば、支援がないということで決まっ

ちゃえば仕方がないというかね、次のあれにしな

くちゃならないかもしれない。そのボランティア

をもう少しうまく使うあれがあるんじゃないかな

と思っているんですけれども。それが何かボラン

ティア、でも、学校ですからね、学校の中という

のはなかなか難しい面もあるんだけれども、それ

が学校側でもう少し上手にボランティアを生かし

ていくというあれが必要かなと感じているんです

けれども。外から見て、そんなふうに思うだけで

あれなんですけれども。ぜひボランティアをうま

くもう少し使うというか、一緒にやれるようなね、

そういう体制をとれればいいなと思って。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 ありがとうございます。おっ

しゃるとおりで、今、教育長が進めております地

域学校協働本部事業、これも地域と連携しながら、

地域の力をおかりするということでありますので。

それのさらに延長上にこういったものも含まれる

のかなということで、広くいろいろな方に協力し

てもらえるような体制がつくれると日本語指導に

関してもいいかなと思っております。 

○金子委員 お願いします。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  山形委員。 

○山形委員 140ページの新規の事業、部活動指導

員１名を試行的に配置するということで、どこの

学校に、どこの部活に試行的に配置するか教えて

いただけますか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 実は、まだ決定していないと

いうのは、予算が絡むものですので、それが決定

してからというふうに考えておりますが、今のと

ころ、こちらで勝手に考えている学校はあります。

既に県からの補助をいただいて部活動指導員とい

う形ではなく補助してもらっている学校がありま

すので、そこで同じ人にお願いできればいいかな

と、こちらとしては考えております。つまり、部

活動指導員を雇うとなると、当然研修が必要にな

ってくるわけですね。大会等の引率も必要ですし、

それから当然、児童生徒指導ということで、教師

と同じような心のケア等もしなければならないの

で、相当な研修をしないとならないかなと考えて

おります。新しい人にお願いすると、それを一か

らやらなければならないので。既に今までやって

いる実績がある方にお願いできればなと考えては

おります。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 と思われる方がいらっしゃるというこ

とですね、今ね。現実。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 おります。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 その中の6,844万のそのうちの分ける

中で、部活動支援員の賃金はどれぐらい予算立て

るつもりですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 予算要求の段階では、１時間

1,600円というふうに考えていたんですけれども、

その後、試行的にということですので、総務課と

も協議をいたしまして、とりあえず1,000円で考

えております。 

〔「１時間」と言う人あり〕 

○小泉学校教育課長 １時間1,000円です。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今の続きなんですけれども、今まで指

導していらした方はお金をもらっていなかったと
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いうことなんですか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 これ県の別事業でありまして、

それでもらっていたことにはなります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 今1,600円だったのを1,000円に下げた

ということ、試行なんでということなんですが、

つまり、少なくとも１時間1,600円ぐらいの価値

はあるというか、払わなければいけないぐらいの

ことなんだろうというふうに理解はしたんですが。

これ部活動の指導というのは、例えば１カ月どの

くらいの時間を指導するというふうに、先ほど子

どもの引率もと言ったんですが、一月で例えばど

のくらいのお金になるんですか、この計算でいく

と。その方に頼むと。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 その月によって日数は多少違

ってくると思いますけれども、平日ですと１時間

1,000円で２時間ぐらいの指導、それから休日で

すと３時間ぐらいになると思うんですね。それで

何日できるかですけれども、新たな市の部活動の

方針で、第１・第３日曜日は必ず休むということ

になっておりますので、それは抜くと。それにあ

と、今後、国・県のガイドラインに合わせていく

となると、週末のどちらかは休み、それから平日

も１日お休みと。今後、来年度からも平日は１日

休みしますので、その分は抜かれるということで、

計算すると…… 

〔「1,000円としたら78万ぐらい」と言う

人あり〕 

○山本委員 78万、年間。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 お金はこれは何かそうすると、アルバ

イトみたいなものなのかなというふうな感じはす

るんですけれども。多分、部活動指導員というの

はいろいろな学校で先生たちが働き過ぎというこ

ともあるでしょうし、ちゃんとした指導の方ばか

りではないので、先生が。やはりきちんとした指

導ができる、スポーツに関してね。そういうこと

でも有効なことだと思うんですが、幾ら試行だと

いえ、幾らその配置するためにいろいろやらなけ

ればならないことが多いとはいえ、１人というの

は何かとても足りないような気がするんですが、

であるならば、もうことしからそういう方の養成

を１年かけてやって、再来年度からは各校１人か、

よくわからないですよ、１つのスポーツに対して

少なくともサッカーで１人、野球で１人とか、そ

れが地域ごととかという形で、そういうふうにや

らないと、何か抜本的な解決にもならない、いろ

んな意味でね、ならないし、子どもたちのスポー

ツもちゃんとした人が教えないと体も壊してしま

うし。ちゃんとした人が教えれば伸びるし、スポ

ーツも楽しいとなったりするので。そういうふう

なことがあって、ことしはとりあえず今までやっ

ている方を任用がえみたいな形で１人と考えるの

か。これその先の考え方、どういうふうに考えて

いるか、市として。教えてほしいんですけれども。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 本来ならば文化部も含めて、

その他文化部も対象となるんですけれども、今回

のはならないですが。部活動指導員そのものは文

化部も対象とした事業でありますので、運動部活

動、文化部、専門の教員が教えることができてい

ない部活動というのは当然あります。それに全て

部活動指導員がつけられれば、これは一番理想的

なんですけれども、なかなかそれは現実的ではな

いということで、今後、国はかなり力を入れてこ

の部活動指導員の配置を進めていく考えだとは思

います。 

  ただ、皆さんもご存じのとおり、この部活動が
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盛んな那須地区、この那須塩原市におきましては、

確かに部活動の指導で苦しんでいる教員もおりま

すが、その一方で部活動の指導に命をかけている

ような教員もおりまして、なかなかその辺の折り

合いが難しいところがあります。部活動指導員と

いう名前は今まで使っておりませんでしたが、外

部からの指導者が入ってうまくいった場合と、そ

うでない場合というのがやはりあるんですね。上

手に指導ができなくて、その部活の中でいじめが

あったり、いろいろな問題が起きたり。結局その

問題の収拾のために学校の教員が大変になってし

まうと、負担がふえてしまうということもあるの

で。 

  なかなかこの賛否両論あるところで、うまくこ

の制度を本市に導入してやっていくためにはどう

したらいいかというのをまずは１人で確認して、

検証していきたいかなというふうに考えているわ

けです。 

  本来なら、それだけ多く最初に試しにというふ

うにできるといいんですけれども、なかなか人も

いない現実もありますので。本当に適任者という

のを探すのは難しい部分もありまして、とりあえ

ず１人でやらせていただければなというところに

落ちつきました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 多分、小中学校というのは非常に閉鎖

的な世界なので、そういうふうになってしまうか

もしれないんですが、今、元気な高齢者もたくさ

んいらっしゃいますし、78万ぐらいだと、それで

暮らしていくということは無理なのでね、あるん

ですけれども。でも、こういう制度があるという

ことを普通の人は知らないんではないかなと思う

んですね。もしかしたら10万以上ぐらいの人がい

るところなので、コマーシャルをしたら、やって

あげるよと、こういうものだったらできるよとい

う方、絶対にいらっしゃるだろうと思うんです。

そういう方を全てを雇っていいということもない

し、先ほど言った命をかけている先生がいらっし

ゃれば、逆にそういう方には命をかけていただい

て、勉強を教える先生を別に雇うとかね、そうい

うこともありかなと思ったりもするんですが。 

  とりあえずこういうことをやっていって、先生

方が疲れてしまったり、子どもたちがいい形でス

ポーツができるということであれば、やっぱり何

かもうちょっとやり方を変えて進めていただきた

いと思います。この１名、試しに１名やってみた

としても、何か全然そんな、何でしょうね、各学

校には進まない、いらっしゃる学校のそのスポー

ツだけがいいだけでという感じがするので、ぜひ

方針を決めていただいて、そこにちゃんとお金を

投入して、宣伝して人を集めてやっていただきた

いなと私は思います。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 133ページの一番下、外国語教育推進

事業で、英語教育専門員、これ前にも聞いている

かもしれないんだけれども、ＡＬＴなんかもいる

中で、この専門員の仕事というか、内容について

ちょっとお聞きしたいんです。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 これにつきましては、今、学

校教育課の中の英語教育推進室におりますアンデ

ィーがこの英語教育専門員になります。皆さんご

存じかもしれませんけれども、日本語もぺらぺら

という状況でして、小学校において教員と、それ

からＡＬＴが手を組んで授業をやったりするわけ

なんですけれども、そういったものに対して、指

導主事と一緒にその授業を見てアドバイスをした

り、それから、ＡＬＴのまとめ役的な、または相

談を受けているような役割もあります。ＡＬＴの
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指導をする、いわば指導主事的な、そんな立場を

担っているということで、非常に本市の英語教育

が順調に進んでいる陰には彼の力が大きくかかわ

っているかなというふうに考えております。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 わかりました。 

  もう一つ、141ページの中学生海外交流事業費

のところなんですけれども、これは例年どおりと

いうことでいいんですよね。 

  それで、例年どおりで非常にいい事業をやって

いるわけなんですけれども、ここだとどうしても

選ばれた人だけということになりがちなものです

から、物すごいいいことをやりながら、選ばれた

何人かという、随分いろいろほかの人からも、そ

ういう人だけが行ってという声も一部には聞こえ

てくるんだけれども、そういう子どもたちだけで

なく、行ってきた人たちがその周りの子どもたち

にいい影響を与えてくれるように、そして、それ

は周りの子どもたちだけじゃなくて、やっぱり父

兄、家庭とか、それから、もしくは社会にも貢献

するような、そういうことをぜひ配慮してもらい

たいなというところなんですけれども、そういう

ことも考慮はしているんでしょうけれども、いか

がでしょうか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 おっしゃるとおり、本当に、

できることなら全員行かせてやりたいぐらいです

けれども、なかなかそれはできないので、代表の

選出ということになっておりますが、この子たち

は、帰ってきてからその体験してきたことを、例

えば各中学校の文化祭などで体験発表ということ

で発表しておりますし、それから、なしお博にお

いても発表している状況があります。 

  さらには、その子たちは、行って帰ってきた経

験ではなくて、その事前の指導とか事後指導のい

ろんな勉強・学習を通しましてリーダーとしての

自覚を高め、学校に戻ったとき、学校のリーダー

として活躍するぞという決意を持って、各学校に

戻っていくわけなんですけれども、現にその子た

ちは、次の年、３年生になって、各中学校の生徒

会長、副会長とか、リーダーとして活躍している

者もたくさんいるという状況で、その経験はほか

のところにも生かされて、ほかの生徒にも、ある

意味還元されているのかなというふうに考えてお

ります。 

○金子委員 よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 すみません。戻って申しわけありませ

ん。 

  すみません。140ページの先ほどの部活動指導

員のところで、6,800万のうち、72万程度がこの

新規の事業に充てられる予算だというふうに理解

はしたところなんですが、先ほど、学校教育課で

わからないかもしれないんですけれども、国・

県・市が３分の１、３分の１、３分の１というこ

とだったんですが、これを例えば10人にして720

万予算をとったとして、やっぱりそれも３分の１、

３分の１、３分の１となるものなのかどうなのか。 

○佐藤委員長 係長。 

○相樂学校指導係長 まず、県の予算から必要です

し、国の予算もありますので、市が例えば幾らと

要望しても、国の予算がアッパーだったらばアッ

パーのところで抑えられるということになると思

います。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、今年度については１人分

の予算しか要求しなかったということですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○相樂学校指導係長 そのとおりでございます。 
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○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、事業の計画の段階から、

もう試行的に１人でやっていこうと、それだけリ

スクのある事業だというふうに理解していいんで

しょうか。 

○佐藤委員長 係長。 

○相樂学校指導係長 実は、まだ国の要綱が決定し

ておりませんし、県の要綱もまだという中で、既

に、仮の申請じゃないですけれども、タイミング

としてはもうそういった段階になってきていまし

て、細かい国の要件とかというのが、実際まだ正

式なものが出ていないものですから、我々として

も、大々的にやるのはまだちょっと、今の段階で

は動けないかなという判断をしたところでござい

ます。 

○佐藤委員長 係長。 

○渋井学校支援教職員係長 先ほど、部活動指導員

1,000円だった場合の金額だったんですけれども、

正確に運営した場合、67万1,500円という数字に

なりました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 細かい話で申しわけないんですが、中

学校の先ほどの海外交流の子どもの派遣の話なん

ですが、各学校、クラスで１人というふうにして

予算を立ててやっているんですが、去年も多分そ

の前の年も、一人も出せない学校があったと思う

んですね。 

  それで、１クラス１人といっても、35人いっぱ

いいっぱいの１クラスのところもあるし、小さな

学校は、本当に10人とか少ないところもあって、

私は前々から選考の仕方を、やっぱり全体で選考

したらどうかということを申し上げたりしている

んですが、それはできないといって、各学校の代

表でということなんですが、行きたいという方が

いない学校があった場合に、その枠を、やっぱり

もったいないですので、どこかでプラス１で行か

せてあげたほうが私はいいと思うんですが、予算

要求はそのクラス分予算要求ですよね。そうやっ

て行けないというふうに出てしまったときに、い

ろんな要因はあると思うんですが、一人でも多く、

だって行きたい人がたくさんいるので、そういう

ことは考えないんですか。やっぱり学校から１人、

行けないところはなしというふうになってしまう

んでしょうか。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 おっしゃるとおりで、我々も

悩んできたところであります。 

  全てに公平にというのはなかなか難しいところ

でありまして、どこかで折り合いをつけなければ

ならないところなんですけれども、行けない学校

が出たときに、じゃ、ほかに行きたいのに行けな

かった子がいる学校にというふうに考えることも

したんですけれども、年々希望者がふえておりま

して、倍率もどの学校も高い状況なので、そのた

った１名とかをどこにやろうかというのもまた難

しい問題で、ちょっと変えることはできずにきて

いるという状況があります。 

○金子委員 ちなみに、行けないというのは何人ぐ

らいいるんですか。 

○佐藤委員長 室長。 

○山本英語教育推進室長 平成30年ですと、希望者

が69名、10校で。実質、塩原を除いた９校から69

名希望者が出ました。そのうち、実際派遣された

ました者は33名でございます。 

  大体、例年、ここまでの倍率でいうと2.0倍か

ら、高いところで2.8倍くらいということで、平

均２倍以上の倍率にはなっているというような現

状でございます。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 



－210－ 

  相馬委員。 

○相馬委員 135ページの中段、小中一貫教育推進

事業で、県の委託事業が今年度で終わるというこ

となんですが、今後も全く事業内容は変更せずに

進めるというお考えなのかどうかだけお伺いしま

す。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 県の委託がなくなって、その

丸々なくなる分がそっくりなくなるというよりは、

多少それまでの分を、全部カバーはできないんで

すけれども、ちょっとだけ多めにというふうにつ

けていただいておりますので、これまでの事業は

若干縮小する部分もあるかもしれませんけれども、

継続してやっていきたいと考えております。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 縮小する部分がどの辺の部分なのかが、

ちょっとまだはっきりはわからないところだろう

とは思うんですけれども、31年度はとりあえずこ

のまま行けるんだろうと思いますが、ちょっと縮

小なのか、半分ぐらいの縮小なのか、縮小の割合

をイメージできれば結構です。 

○佐藤委員長 小泉課長。 

○小泉学校教育課長 今まで県からの補助を受けて

いた金額が70万前後でありますので、今回減少に

なった金額と考えれば、70万までは減少になって

いないということですので、例えば各学校で使う

消耗品とかが今までよりはちょっと減る。それか

ら、各中学校区で行われていた研修、これが今ま

でどおりはできなくなる部分があって、より精選

していかなければならないのかなと、そんなとこ

ろです。 

○相馬委員 わかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議はないものと認めます。 

  よって、議案第号10号については原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎その他 

  次第にはございませんが、そのほかで委員の皆

さんから何かございますか。 

  山形委員。 

○山形委員 （ゴールデンウィーク後の児童及び生

徒に対する心のケアについて） 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 （国際交流について） 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 （ＬＧＢＴへの対応について） 

○佐藤委員長 学校教育課の皆さんから何かござい
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ますか。 

〔「特にございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、学校教育課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  会議の途中ですが、ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時１８分 

 

再開 午後 ２時２９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎生涯学習課の審査 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の審査に入り

ます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第２４号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第24号 那須塩原市公民館条例

の一部改正についてを議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  室井課長。 

○室井生涯学習課長 （議案第24号について説明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  相馬委員。 

○相馬委員 法改正が平成32年度からというところ

を、平成31年度から条例改正をするというところ

の理由をお聞かせいただきたい。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 現在、副館長、分館長の任期

は２年ということにしておりまして、ちょうど任

期が今年度末、３月で切れるというところで、切

りがいいというところもございまして、来年４月

１日からというふうにさせていただいています。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 この雇用を変えることによって、今現

在、公民館の副館長と分館長、何名ほどいらっし

ゃるんですか。 

○佐藤委員長 館長。 

○広瀬黒磯公民館館長 まず、副館長になりますけ

れども、副館長につきましては、黒磯地区７公民

館のうち６公民館ですので、鍋掛には副館長おり

ません。除く、黒磯、厚崎、稲村、とようら、東

那須野、高林の６館で６名おります。 

  分館長につきましては、分館長は基本的に自治

公民館長を分館長ということで任用しております

ので、黒磯が３人、厚崎が10人、稲村が１人、豊

浦が４人、鍋掛が17人、東那須野が27人、高林が

25人となっております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 副館長、鍋掛さんだけいない理由はど

ういうことですか。 

○佐藤委員長 館長。 

○広瀬黒磯公民館館長 かつては鍋掛には実はコミ

ュニティ、鍋掛地区コミュニティがございまして、

そことの連携があるということで、かつては副館

長を置いておいたんですが、コミュニティができ

てから副館長関係のところも見直したいと、必ず

置かなくちゃいけないということはございません

から、鍋掛が運用しているということでございま

す。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

して、採決いたします。 

  議案第24号 那須塩原市公民館条例の一部改正

については原案のとおり可決すべきものとするこ

とにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第24号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○佐藤委員長 続きまして、予算常任委員会（第二

分科会）に切りかえて審査をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 議案第10号 平成31年度那須塩原市

一般会計予算を議題といたします。 

  執行部の説明をお願いいたします。 

  室井課長。 

○室井生涯学習課長 （議案第10号について説明。） 

○佐藤委員長 会議の途中ですが、ここで10分間休

憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時２０分 

 

再開 午後 ３時２９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

  先ほど説明が終わりましたので、質疑を許しま

す。 

  相馬委員。 

○相馬委員 すみません。 

  まず、142ページの下から２段目ですか、3001

事業、家庭教育支援費というところで、家庭教育

オピニオンリーダーについてご説明いただきたい

と思います。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 家庭教育オピニオンリーダー

につきましては、県がメーンといいますか、主体

で育成事業等を行っているものでありまして、そ

れが各支部ということで、那須塩原市におきまし

ては、旧３市町のところに３支部ということでご

ざいまして、そちらで黒磯支部、西那須野支部、

塩原支部ということで、各種活動していただいて

いる、いわゆる先輩ママさんたちみたいな形で、

教育、子育ての先輩たちという、方々というのが、

子育てだったり、そういうものに対しての助言な

どをしているというような活動をしていただいて

いる活動団体といいますか、方々になります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 今、大分、いわゆる家庭教育支援とい

うのについては、今さまざまなことが言われてお
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りまして、県、それから市によっても推進条例ま

で制定されているというところもございますが、

本市において生涯学習課として家庭教育支援とい

うことに対する、今後のあり方というところを、

もし何かありましたら、ご説明いただきたいです。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 家庭教育につきましては、重

要なものというふうに捉えておりますので、今後、

こういったものを機会を捉えて、いろいろ事業を

展開する必要があるかなというふうに思っており

ますので、31年度以降、家庭教育の充実というも

のに努めていきたいというふうに、今考えている

ところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 いずれにしろ、31年度につきましては

予算が50万円という予算になっておるかと思うん

ですが、本当に県、それから市によっては物すご

い予算をくれてやっているというところもござい

まして、恐らく相当重要な、学校教育でできない

相当重要なところなんだろうと思いますので、十

分検討していただければというふうに思いますの

で、よろしくお願いします。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、143ページのコミュニテ

ィ活動支援費というところで、自治総合センター

コミュニティ助成事業670万円ということがござ

いますが、平成30年度も1,060万円ほど予算あっ

て、実質840万ほど３月の補正で減額していると

いうところでございますが、これについては31年

度も若干少ない、若干というか本年度よりも約

400万ほど少ない予算で見ておりますが、現状で

この助成事業は、この金額でいけるというふうに

踏んでの予算なのか、どういう予算の立て方なの

か、ご説明いただきたいと思います。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちら平成31年度につきまし

て670万円という予算でございますけれども、こ

ちらの、もう既に総合センターのほうには補助の

申請をしております。平成30年度中に各コミュニ

ティに、こちらの助成申請をする意思があるかど

うかということで照会をしまして、そこで手を挙

げていただいた団体が、こちら三島と大山、埼玉

の３つというところであって、そちらそれぞれに

自分たちのコミュニティでどんな備品が必要かと

いうところでいろいろ整理をさせていただいて、

出てきた分というものでございまして、ちなみに

三島コミュニティについては、予算的には180万

円、それから、大山コミュニティにつきましては

240万円、崎玉コミュニティについては250万円と

いうことで、それぞれもう既に団体が申請した金

額ということでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 その申請の方法については、各コミュ

ニティが自治総合センターのほうに直接申請する

ものなんでしょうか、それとも、市を経由して申

請するものなんでしょうか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちらにつきましては、市が

取りまとめをいたしまして、まず、県の県民文化、

そちらのほうに申請書を出して、県のほうからま

た自治総合センターのほうに申請するというよう

な手順になります。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうしますと、その申請の段階で市の

生涯学習課での相当な助成を受けるためのアドバ

イス、それから、そういう技術的なアドバイスと

いうのは相当入れているものなんでしょうか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちら自治総合センターがど

のような選考をしているかというのは、ちょっと
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わからないところはあるんですけれども、近年の

状況を見ますと、１市町村当たり１団体ぐらいの

採択というのが最近の流れのようになっておりま

すので、まして、新しいコミュニティ組織と、そ

ういったところが採択されやすいというようなと

ころがあるようです。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そういう流れからいって、例えば三島

と、もう一つどちらだっけ。 

〔「大山」と言う人あり〕 

○相馬委員 大山と埼玉ですよね。 

  崎玉コミュニティについては、新しいコミュニ

ティに近いと、大山、三島については、コミュニ

ティとしては大分成熟したコミュニティなんだろ

うというふうに思いますが、その辺の状況を踏ま

えて、ただ申請を出したので予算化しているとい

うだけなのか、生涯学習課としては、各市町、大

体１団体ぐらいですよという、もう既にそういう

見込みのところに行っているのか。もうちょっと

申請の段階で技術的なところを加えれば、もっと

多くとれるのではないかとか、そういう考えとか、

そういうことを実践したりとか、今までそういう

ふうなことはなかったものなんでしょうか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちらにつきましては、おお

むね、市町村当たり１団体というところがありま

すけれども、年によっては２団体採択というとこ

ろもございますので、調整をして１団体だけ申請

したとした場合に、もしかしたらもう一つ認定さ

れる場合もあったかなというところがありますの

で、今のところは、手を挙げていただいた団体は

横一線で市としては捉えておりまして、それを自

治総合センターのほうでどう採用するかというよ

うな形で、今進んでいるというところでございま

すので、なかなかちょっと難しいところです。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 この事業に限ったことでは恐らくなく

て、ただ数を出していく自治体と、それから、事

業をきちんと精査して、組み立てをしてくる自治

体とあるというようなお話を伺ったりはしていま

して、とりあえず出てきたものを全部出すという

方法と、きちんと補助をする相手の意向を十分確

認した上で、その申請を出している自治体が、違

いがあるんだよという話は聞いておりますので、

その辺の研究とかということは、いわゆる、もち

ろん生涯学習課だけではないんですが、そういう

ふうな研究とかということは、今までやられたと

か、そういうことはないんでしょうか。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 そういった研究というところ

は、ちょっと今のところはしていないというとこ

ろはございますけれども、各コミュニティの会長

さん方と、コミュニティ役員会議等でいろいろお

話をしていく中で、やっぱりそのやり方について、

例えば那須塩原市で、順番的にこのコミュニティ

という、そういうふうな順番で、一つずつで確実

にとれるような方法とか、いろんな方法をとれる

んじゃないかというようなお話をいただいており

ますので、来年度以降につきましては、コミュニ

ティの会長さん方と話をしながら、こちらの推薦

の方法というのをちょっと考えていきたいという

ふうに思います。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 続きまして、同じ143ページの黒磯公

民館管理運営事業のところで、先ほど、条例改正

をして、副公民館長と分館長をなくしたというと

ころで、先ほどの議案の資料については、副公民

館長が年額３万8,000円、もう一つが３万2,000円

だったですかね。 

〔「２万8,000円」と言う人あり〕 



－215－ 

○相馬委員 ２万8,000円があって、その分は当然

減額になるんですが、実際におられた方について

は、そのまま業務は同じような内容で、協力員と

実行部隊の運営協力委員でやっていただくという

ようなことになっておりますが、その辺の報酬の

差というのは出ないものなんでしょうか。 

○佐藤委員長 館長。 

○広瀬黒磯公民館館長 公民館運営協力委員という

のがございまして、そちらに今回、副館長は、全

員委員になっていただく。もう一つ、分館長につ

いては、２つの部分をとりたいというふうに考え

ております。一つは、また昨日からの説明があり

ましたけれども、実働部隊として公民館の各事業

に協力をいただいている分館長については、運営

協力委員になっていただくということで考えてお

ります。もう一つ、人数が特に多いところは、実

働部隊というよりは、要は自治会と公民館と連携

を図るためにいろんな連絡調整を担っていただい

ているんですけれども、そういうふうな役割を担

っていただいている分館長については、運営協力

委員には任命せずに、引き続き自治公民館長とし

て公民館に携わっていただくというふうに考えて

おります。 

  運営協力委員は非常勤の特別職ではございませ

んので、報酬ではありません。報償という形で処

理をしております。例えばになりますけれども、

執行計画書の143ページ、そのように直しちゃっ

たところになりますけれども、報償費のところに

公民館運営協力委員謝礼という形で出てまいりま

す。年間１万5,000円で謝礼をお支払いするとい

うことで、今回整理をさせていただければという

ふうに考えているところでございます。 

○佐藤委員長 相馬委員。 

○相馬委員 そうすると、分館長については、その

２万8,000円は完全になくなりますよと。副館長

さんとして同じような業務をされていますけれど

も、今度は報償という形で１万5,000円になりま

すよという、そういう理解でよろしいですか。 

○広瀬黒磯公民館館長 はい。 

○相馬委員 わかりました。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 今に関連しているんですが、鍋掛はつ

けていなかったのが、何か一回ありましたですよ

ね。どういった配慮でつけたんでしょうか。 

○広瀬黒磯公民館館長 誤解が生じてしまうとあれ

なんですけれども、鍋掛につきましては、副館長

を任命していなかったということでいいんですけ

れども、運営協力委員については、実はずっとい

らっしゃったということになっております。副館

長がいらっしゃらないので、副館長がどうこうと

いうのはないんですけれども、分館長については

人数が多くて、連絡調整を担っていただいたとい

うようなところがありますので、鍋掛公民館につ

いても運営協力委員にはせずに、引き続き公民館

と各自治公民館との連絡調整を担っていただくと

いうことで、報酬とか報償とかというのはないと

いうふうな形での整理をさせていただいておりま

す。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、各公民館ともに１名が

委員としての謝礼で１万5,000円ということです

ね。 

○佐藤委員長 館長。 

○広瀬黒磯公民館館長 そのとおりでございまして、

黒磯地区６公民館の副館長につきましては、全て

運営協力委員になっていただいて、引き続き公民

館と各地域との橋渡し役を担っていただければと

いうことで、１万5,000円の運営協力委員になっ

ていただきたいということで考えてございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 
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○中村委員 わかりました。 

  その中で、先ほど、条例の一部改正の中で、合

併して西那須野地区、塩原地区と黒磯地区の学校

編成を考えたということで、これ改正されたと思

います。 

  そんな中で、予算書の中で、西那須野地区の公

民館と塩原地区の公民館がそういった委員の謝礼

が計上されておりませんが、そういったものはど

のような判断をされているのかをお聞かせくださ

い。 

○佐藤委員長 広瀬館長。 

○広瀬黒磯公民館館長 今回というか、合併以来、

平山委員なんかも、ちょっと問題にされていらっ

しゃったとおり、西那須野地区ではコミュニティ

が成熟しているということもございまして、副館

長とか分館長という方はいらっしゃらない。さら

には、今回移行する考えである運営協力委員とい

う方もいらっしゃらないという形になっておりま

す。黒磯地区だけこれらの方がいるということで、

運営体制に相違があるというところがございます。 

  一つの那須塩原市になっているからには、この

相違を解消しなくちゃいけないというふうに考え

てございます。 

  今回、法律改正というところが端緒にはなりま

すけれども、対象にはなりますけれども、副館長

と分館長を廃止するというところで、相違の一部

分については解消は図れるかなというふうに考え

てございます。 

  ただ、なお運営協力委員が残るということで、

西那須野地区との間には、なお相違がまだ残って

しまうということがありますので、ここについて

は引き続き相違解消を図るために、今後検討をし

ていきたいというふうに考えてございます。 

  どんな方向になるかということにつきましては、

運営協力委員をなくすのがいいのか、あるいは西

那須野地区にも同じような役割を担っていただく

方を任命したほうがいいのかという部分、２つの

選択肢があると思うんですけれども、ここについ

てはまだ議論をしていないところでありますので、

多少時間をかけて、ただとはいえ余り長い期間を

かけずに、この辺については方向性を見出すため

に今後検討してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 時間を要する案件、議案はわかります

が、やはり条例一部改正をするときに公平性をし

っかりと考えた場合は、一緒に行うべきではない

かという気もするんですが、そういった面もやは

りしっかりと捉えて、公平性をしっかりと確保す

るためには、先のことも考えて、やはり一括で公

平性を保つように努力すべきではないかと思うん

ですが、その件についてはどう思いますか。 

○佐藤委員長 広瀬館長。 

○広瀬黒磯公民館館長 委員おっしゃるとおりのと

ころはあろうかと思うんですけれども、長年、黒

磯地区では副館長と分館長ということで、それぞ

れ役割を担っていただいてきて、なおかつ報酬額

を出してきたというところで、それをぶちっと関

係性を断ち切るのは、ちょっと公民館の運営に支

障が生じてしまうかなということで、今回は運営

協力委員になっていただく。ただ、それはあくま

でも、繰り返しになりますけれども、段階的ある

いは暫定的な措置でございまして、西那須野地区

との相違を解消するために、ここについては、本

当は一遍にぱっとできればよかったんでしょうけ

れども、西那須野地区の意見も聞いていないとこ

ろもありますので、コミュニティとの関係、それ

から、公民館とコミュニティの関係とかあります

ので、その辺については、各地区に入ってヒアリ

ング等をしながら、どういうあり方がいいのかを
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検討していく必要があるのかなというふうにも思

っておりますので、今回一気に、そこは片をつけ

ることはちょっと難しかったかなというふうに考

えてございます。ただ、時間をかけるというふう

にもいかないというふうにも思っておりますので、

具体的な検討期間をちょっと考えてはおります。 

  というのは、今、第二次総合計画の前期基本計

画期間中ですけれども、この後期基本計画期間中

には、方向性を見出して、次期総合計画ではきち

んと同じ形で公民館が運営できるようにしていけ

ればなというふうに考えているところでございま

す。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 せっかく、こういうふうに改正しよう

ということをするわけですから、このお話を聞い

てみると、西那須野のコミュニティの意見は聞い

ていなかったということを言われますと、何を根

拠に急遽変えようという、国の政策が変わるから

という基本的な意見が聞かれますが、やはりそう

いったものを総合的に勘案して、やはり、これも

う少し何年か経過しますと、やはり西那須野地区

と黒磯地区の公平性は保たれないということが残

ったまま、条例案件、改正するわけですから、や

はりそういったものをしっかりと精査してやって

いただければということを感じるところでござい

ます。 

  極端に言いますと、あと何年ぐらいかかって決

定するんですか。 

○佐藤委員長 広瀬館長。 

○広瀬黒磯公民館館長 今、申し上げたとおり、第

二次総合計画、今、動いております。 

  今、前期基本計画期間中なんですけれども、後

期基本計画、次の５年間というスパンが訪れます。

そこには結論を出したいというふうに考えており

ます。 

○佐藤委員長 いいですか。 

  平山委員。 

○平山委員 根本的なことをちょっと教えてくださ

い。 

  自治会を重要視して、コミュニティも重要視し

て、それぞれ合併してやり方はいろいろありまし

た。どちらにシフトするんですか。 

  公民館に、館長とまだ必要な職員を置くという

ことで決めたでしょう。副館長さん、黒磯の方で

はもらっていたわけですよ。２万8,000円か。 

〔「３万8000円」と言う人あり〕 

○平山委員 ３万8,000円か。２万8,000円だね、副

館長。そして分館長もらっていて、こういう形で

やっていたわけですよね。この改正したわけで、

分館長はゼロと、そして、副館長だけ…… 

〔「２万8,000円もらう」と言う人あり〕 

○平山委員 違う、違う。今回もらえないでしょう。

外したんでしょう。そっちのほうで問題起きない

んですか。 

  それと、コミュニティの中でどうやって一番、

市としては、できるだけ金を出さないで地域で一

生懸命やってもらったほうがいいんじゃないです

か、その範囲の中で。 

  西那須野はいないというけれども、つくらない

で、あるいは使わないで地域の力でやっていたん

ですよ。 

  どっちがいいのか、これからやるとすれば本当

に中村委員のいうとおり、すぐにやらないとおか

しくなっちゃいますよ。自治会自体が吹っ飛びま

すよ。大切なのは同時にして、代表する委員を置

くということにしておいて、これでこっちは実態

がなくて、西那須野さんもコニュニティの交流を

しなくて、話をして納得したならいいけれど、し

ていなくてこういうことをやると、どうなんです

か。13年もたって。 



－218－ 

  一番これは根本だよ。コミュニティの問題は、

これ関係ないよ。コミュニティのほうまで協働の

まちづくりだといろんな自治会が核になっている

のに、そこをどうやって、できれば費用は市のほ

うで出さないようにして、地域で手伝ってもらっ

て、予算を少しでも削るというのが趣旨じゃない

んですか。 

  それで問題が起きたときはどういう処置をする

んですか。教育部の問題じゃなくて全体を考えて

いかないと、簡単に金出すのはいいんですよ。１

万5,000円だから、大した費用じゃないんですよ、

こんなもの。だったら、別のほうで、個人じゃな

くてコミュニティか何かに、公民館の、コミュニ

ティかなんかに、何かの運営費で入れて、どうぞ

ご自由に、人を雇おうが何しようが。将来はそう

なっていくんじゃないんですか。 

  そういうやり方していると、市がいつまでもお

金を出すようになりますよ。 

○佐藤委員長 小泉部長。 

○小泉教育部長 中村委員さん、平山委員さん、お

っしゃっていることはよくわかります。 

  ただ、黒磯地区で今回、分館長、副公民館長、

これをなくす法的なところというものあるわけな

んですけれども、それで、西那須野地区との違い

というのが、黒磯地区、まだコミュニティが全て

できているわけじゃないというところで、東那須

野地区が最近できた。上厚崎、埼玉も最近できた

というところで、まだコミュニティ組織がしっか

りしていないような状況があるというところで、

西那須野地区と同じように、地区の運営をコミュ

ニティが一緒にというところまでいけるかという

ところまでいっていないというところで、今まで

自治公民館長、それから運営協力員というものを

置いてやっていたというところなんですけれども、

その中で、先ほど言った東那須野、上厚崎、埼玉

というものが新しくできたというところで、徐々

にちょっとシフトしていかなくちゃならないかと。

また、共英小学校区は今つくっている途中と、黒

磯小学校区はコミュニティがないと、高林も青木

地区しかないというような状況の中で、じゃ、コ

ミュニティの組織がないところの受け皿はどうす

るんだというところが、これ市民協働にはなって

しまうんですけれども、組織のほう立ち上げなが

ら移行していかないと、逆にコミュニティの受け

皿がないところについては全く地域の行事が立ち

行かなくなっちゃっているところもありますので、

その辺もありまして、一応、今、広瀬館長が言い

ましたように、後期基本計画のあたりまでにはち

ょっと方向性は決めていきたいというところで、

当面、副館長、分館長というところについては、

法的なところもあるので廃止をして対応していき

たいという考えでおります。 

○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 法的なものがなければ、このまま続い

たということでしょう。 

  そういうことでしょう。違うの、その辺は。そ

の辺をよく考えてくださいよ。本当に市の将来を

考えて…… 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 前々から、この運営協力委員、

それから副館長、分館長については、西那須野、

黒磯、それぞれでやり方が違うというところがあ

りまして、私どものほうでも何とかしなきゃいけ

ないというところで、検討を重ねていたというと

ころがございます。 

  たまたま、法の改正があっていいきっかけだっ

たというところがありましたので、今回、条例の

改正をさせていただいて廃止したという経緯があ

りまして、今まで、ずっとこのままでいいよとい

うふうに思っていたというわけではございません。 
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○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 それはわかりました。 

  だったら、もっと早く、合併してすぐわかった

わけですから、西那須野も副館長を置いてくださ

いと、そういうことはやらなかったわけでしょう。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 こちらについては、合併協議

の中で従前の市町村のやり方を引き継ぐというよ

うなことで協定をされていたというところがあり

ましたので、それがちょっと長く続きすぎたとい

うところがございますので、ちょっとその辺のと

ころにつきましては、私どものほうでもっと早く

取りかかっていれればというところがあったのも

ですから、反省をしたいというふうに思います。 

○佐藤委員長 平山委員。 

○平山委員 13年でしょう。そういうのがみんな、

まちづくりもみんな折れちゃっているんじゃない

ですか、根本が。 

  自治会がやっぱり私、一番大切だと思っていま

す。これが壊れたら本当に、無償じゃないけれど

も、そういう形でやってくれる人はいないと思い

ますよね。例えば今回、副館長になった方が、今

度、金が出なくなったから、１万5,000円出ない

から、俺やらないというか、その辺も確認したん

ですか。一応、制度の移行に関して検討したいん

ですと、今後どうするか、意見を聞いて。 

  それと、黒磯だって自治会がいっぱいあるじゃ

ないですか。こうやって出していくと、きっと全

部これから出すようになりますよ。５年後なんて

言っていられない。やるなら一度に、早急に、そ

れでも何でもいいからやらなくちゃならないんじ

ゃないですか。そうじゃないと、我々言わないか

らいいけれども、金子さんも黙っていればいいけ

れども、後で困るでしょう。そういうときにどう

しますか。 

  だから、今回、そういう法改正があってだめな

ので、一律にして、修正をして、全公設の公民館、

自治公民館には副館長がいます、そういうことで

やれば問題ないんじゃないですか。そう思いませ

んか。これスタートが肝心なんで、またこれ合併

の協議といったらいろいろあるんですよ、それは。

お互いのやり方があって。いいものを取り入れて

こうとしているんだから。そうやってやってきた

んでしょう、いろんなものを直して。水道料だっ

て上げたり、下げたりその調整がだって一番大事

な、コミュニティというのは一番栗川さんだって

大事にしていたんだから、ずっと歴代。13年たっ

て、いやといって、またこれから５年、後期計画

まで上がらない。いじめるわけじゃないんですよ。

市の根幹だからどうなんですかと。また言うよう

になってしまうね。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 先ほど後期計画までの間とい

うところで説明をさせていただきましたけれども、

それにつきましてはできるだけ早いうちに解消し

たいというところで検討させていただきたい。 

○平山委員 あれですか。補正でも何でもいきます

から、その辺のとこ考えないと、たった１万

5,000円だから。西那須野と塩原で８つですよ。

合計で12万ですよね。何かそういう対策を考えて

おいてくださいよ。必ず問題が起きますよ。 

  単純な問題じゃなくてコミュニティとかいろん

なところへ、つまらないお金でこれが出てくる。

やるなら副館長、公設なんだから。自治公民館ま

でいじるわけでしょう。だから副館長１人置くと。

これは誰がなろうと、できれば自治会長の代表み

たい人がなるというのが一番理想なんでしょうけ

れども、誰でもいいから副館長を置きますよとい

うことで。 

○佐藤委員長 小泉部長。 
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○小泉教育部長 副館長は廃止ということで置かな

いということ。今まで副館長をやっていた方が…… 

○平山委員 公民館運営協力委員。 

○小泉教育部長 副館長は、運営協力委員という形

で残ってもらうという形でちょっとやったりとか。 

○平山委員 １人だけで。 

○小泉教育部長 副館長は今まで１人ですんで   

○平山委員 そのまま館長という名前を置けないの

で、協力委員で１人置くと。ということはコミュ

ニティに代表を１人置くということですね。自治

会の代表みたいな感じで入ってくるということで

しょう。自治会長になっていますか。 

○小泉教育部長 それはなかった。全部自治会長じ

ゃないんで、そういう方たちで西那須野地区も協

力委員という形を置いたほうがいいのかどうかと

いうのは検討させていただきたいというところな

んですけれども。 

○平山委員 逆になってしまうかもしれませんね。

やめろと言われるかもしれませんね、西那須野自

治会から。そういう大ごとにならないように考え

てくれますか。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 152ページの図書館の管理運営費のと

ころなんですが、債務負担行為で新図書館のシス

テムであるとか、管理運営とか、移転とかという

ことが出ているんですけれども、今年度の予算の

委託料の中の新規の部分、先ほど少し339万円と

いうのが移転の話が出たんですが、すみません、

ここのところの新規、駅前の図書館の部分のこと

しかけるお金の今年度の部分、お金を教えてくだ

さい。どんな形でやるのか。ことし入っているん

で、ことしやるのかなと思ったんですけれども。

これはもう予算債務負担のところで話してくれた

んですね。 

○佐藤委員長 室井課長。 

○室井生涯学習課長 先ほど説明させていただきま

した債務負担の部分ですけれども、31年度から 

全てやっておりますけれども、31年度につきまし

ては事務手続を始めるために債務負担を設定させ

ていただいただけですので、31年度の支出はゼロ。

実質は32年度以降にお金が発生するというような

ところでございますので、ちょっとそちら説明が

漏れておりまして申しわけございません。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 はい、わかりました。じゃ、これゼロ

ということで、負担負担なので、実際出すときに

はちゃんとやってこなければいけないので、どこ

に載っているのかなと思ったのでお聞きしました。

これは議決するものではないので、ここで聞かな

いとわからないということで確認しました。 

  では、ここの委託料の中の駅前図書館資料等移

転作業と駅前図書館施設管理、あと関係している

ものについて、これをもう少し詳しく中身を教え

てください。金額とどんな形で移転作業を進めて

いくのか、施設管理の部分で何をどうするのか。 

○佐藤委員長 主幹。 

○吉村生涯学習課主幹 今の移転作業のところでご

ざいますけれども、今回の31年度の費用が入って

いるところに関しましては、移転につきましては、

160万円が図書館の委託料の中に入っておりまし

て、160万円、図書の移動費に充てます。 

  ただ、継続しますので、32年度のほうに開館準

備ということで内装の準備であったり、マニュア

ルの作成であったりという形で継続しております

けれども、31年度は160万円という形で図書の移

転という費用は入っているという形になります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ここに160万円で、つまり、今年度移

転をしないんじゃないかなと、先ほどのこれを使
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わないわけですね。債務負担行為がゼロだという

ことなので、31年度は何もしない。だから、施設

移転作業が160万円で移動になっていたら何をす

るんですか。何の費用ですか。 

○佐藤委員長 小池課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 先ほどの160万ですが、

こちらは現黒磯図書館の資料を新図書館に移転す

る際の運搬料になります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 つまり31年度には運搬するんですか。 

○佐藤委員長 小池課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 費用につきましては、運

搬はしますけれども、その後、資料のいわゆるア

ドレスの設定とか、そういうものは新年度から始

まりますけれども、物理的に物だけは持っておか

ないと新しい作業が始まらないものですから、そ

のための費用だけは今年度中で執行したいという

ふうに考えております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、今年度中に黒磯図書館閉

鎖は決まっているんですか、移動してしまうとい

うことは。この160万で資料等移転って、資料等

というのは何なんですか。ちょっとよくわからな

いんです。何をどう移転して、それをどこにどう

委託するのか。160万円で何をするのか。何のた

めの費用。 

○佐藤委員長 小池課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 黒磯図書館、ただいま駅

前図書館のほうが新築工事やっておりますが、ご

存じのとおり、若干建築自体がおくれております。

31年度中に建物ができまして、引き渡しになりま

して、開館準備に入るわけですが、開館準備自体

は６カ月程度を要するものでございます。現在、

黒磯図書館は引き渡しになった時点で、一部学生

が勉強しております会議室、あと視聴覚室等を開

放いたしまして、学習の利用には資するようにあ

けておくことはできるのですが、その中で図書館

に置いてある本ですね、そちらの中で新しい図書

館に移動する資料、これを選別いたしまして、こ

ちらのほうを新図書館のほうに運送していくとい

う作業を同時並行で進める予定でございます。そ

のための運搬費用としての160万ということです。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 すみません、私、これはソフトという

か、建物のことはこれはちょっと聞くのは申しわ

けないと思ったので、ここにあるもので聞いたん

ですけれども、それでは、今の話だと31年度に黒

磯の図書館の勉強する部分だけ残すということは、

もう黒磯図書館は31年度中に閉館をするみたいな

感じがしたんですね。その中で160万円で移動す

るその資料って今の話だと、黒磯図書館にあるも

のの中で選別はするんでしょうけれども、図書館

が図書館に移動するのに、選別して、それがよく

わからないんですけれども、図書館はじゃ、もう

予定どおり今年度中にはでき上がってしまって、

そういうことが、黒磯図書館を閉じて、勉強する

ところだけ残して、半年かかるというと、もうす

ぐできるんですか、31年度中に。何かすごくわか

らないんですけれども、私だけ頭がおかしいんで

すかね。よくわからないんですけれども、説明し

てください。これどうしても予算、よくわからな

い。 

○佐藤委員長 主幹。 

○吉村生涯学習課主幹 今、私31年の２月４日の議

員全員協議会資料を持っているんですけれども、

そこで都市整備課のほうで（仮称）駅前図書館は、

11月末に基礎工事が完了し、本来であれば、鉄骨

工事に着手するところでありますが、鉄骨と梁等

を接続するボルトの納入がちょっとおくれますと

いう話をしていますので、31年度中にはできる。
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ただちょっとおくれますという報告をさせていた

だいていると思います。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 その建設部のほうの説明はよくわかり

ます。でも、こっちの新しい図書館ができて、古

い図書館に、つまり、同じ黒磯の図書館を移行す

るのに最低半年かかると。どんなに急いでも３カ

月だということだったんですが、これを見たとき

に、じゃ、もうともかく11月がおくれるのも最低

限のおくれで、６カ月かかるものを３カ月でやっ

て、31年度中に何か移転作業をやるのかなという

ふうに思ったのでお尋ねしたんです。その移転作

業は委託して、何か160万円で物を動かすって、

そんなのできるかなと思ったので、これが何なの

かと。その施設管理も入っていますよね。ざくっ

と１億4,462万2,000円と書いてあるので、私は今

の図書館の部分じゃなくて、新規の図書館の部分

のこの予算のものが出てこないので、そういう詳

しいことを聞きたくて、いつ、どういうふうにす

るのかということをお聞きしたかったんです。 

○佐藤委員長 主幹。 

○吉村生涯学習課主幹 移転のところですけれども、

162ページの債務負担のところを見ていただいて

…… 

○山本委員 予算があるんだから細かいのを見せて

ください。 

○佐藤委員長 じゃ、ここで暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ４時１２分 

 

再開 午後 ４時１８分 

 

○佐藤委員長 委員会を再開いたします。 

  主幹。 

○吉村生涯学習課主幹 それでは、今コピーをお渡

ししましたので、駅前図書館のところに限ってお

話しさせていただきます。 

  下から５行目、（仮称）駅前図書館資料移転作

業160万円というのがございます。これは大体12

月くらいに図書館が完成して、引き渡しがあると

いう前提で一旦をつくっておりまして、その中で

債務負担を見ればわかるんですけれども、大体

1,300万くらいの実は引っ越し費用がかかるんで

すけれども、そのうちの資料を移転するところだ

け31年度にかかるということなので、32年度に各

1,200万円ぐらいの費用がかかるということでご

ざいます。それから160万円、31年度に計上して

おります。 

  次が（仮称）駅前図書館の施設管理費というこ

とで、基本的に掃除とか、あと機械の警備という

ところは３カ月分で30万8,000円かかっておりま

す。 

  あと委託料といたしまして、黒磯図書館から駅

前図書館にホームページのほうも変わりますので、

約40ページくらいは名前から何から全部更新しな

ければいけませんので、それに110万円かかりま

す。 

  あと図書館システムの回線設置ということで、

また西那須野図書館にサーバーがありますので、

そこから駅前のほうまで回線を引かなければいけ

ませんので、その回線費用が23万かかっていると

いう内訳になっております。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そこはじゃ、了解しました。 

  上にいくんですが、この委託料の指定管理者の

設定は多分来年度の末、だから平成で言うと31年

度ということは、つまり、その次の年の2020年の

３月31日までの指定管理だと思います。そうする

と、今おっしゃった予定でことしの12月に完成し

て、もう超特急で３カ月で移転ができれば、これ
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はこれでオーケーだと思うんですけれども、もし

も建設これだけずるずるおくれているので、おく

れた場合は、黒磯の部分をどういうふうにして管

理と運営をしていく予定なのか。ごめんなさいね。

ないかもしれないんですが、かなりその可能性も

あるのではないかと私は踏んでいるので、そこの

ところも。 

○佐藤委員長 吉村主幹。 

○吉村生涯学習課主幹 今12月末で一旦金額を出す

ためにしていますけれども、３月末までの指定管

理期間がございますので、もし３月末まで完成が

延びたとしても、３月末までは黒磯図書館を開館

しています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 はい、わかりました。そうすると、こ

の下に書いてある委託料の図書の移転の作業とか、

それからここにある1,360万円の業務委託をする

わけですよね。こういうものについては、また改

めて今やっている方がやらなければ私はできない

と思っています。全く新しいところが何かそれだ

け受けて、図書の移動をするというのは無理だと

思うんですが、指定管理は３月31日で切れてしま

う。そこにでき上がったとしても、その後の作業

をどなたかがしなければいけない部分については

指定管理はできないわけで、業務委託をするので、

どういう形で業務委託をするつもりなんですか。 

○佐藤委員長 吉村主幹。 

○吉村生涯学習課主幹 指定管理は切れてしまいま

すので、もうその会社とは切れてしまいますので、

新たに業務委託という形で、基本的には入札しか

ないかなと思っています。延びた場合はですね。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 確かに決まり事としてはそうだと思い

ます。何であれ委託するときには競争入札してや

るんで、指定管理もそういうことはあるんですが、

ここの今の指定管理はもう来年の３月31日で切れ

るというのははっきりしているわけで、それはそ

この時点できちんと移転ができて、４月１日から

予定どおりあくのであれば、ここはここで切って、

新しく業務委託のところをどこがとったんであれ

できると思うんですが、その間の移転する作業が

もし来年から延びる可能性は私はかなり、少なく

とも３割から５割ぐらいはあると踏んでいます。 

  そうしたときに、この予算の組み立て方であい

た部分というんですか、どうやってやっていくん

ですか。例えば３月31日で黒磯図書館はもう閉め

ると。だけど、こっちがまだあかないんだよ。ち

ょうど中間のところにあったときに、３月31日ま

では指定管理者の人が整理をします。４月１日か

らはどこかに委託した人がもしかしたら約束とっ

てしまったところがやりますというようなことに

なってほしくないんですね。なので、そこのとこ

ろをやっぱりきちんと、心配し過ぎかもしれませ

ん、私が。でも、今までずっと裏切られて時間が

延びてきてしまっているので、とても心配なので、

そうならないようにしてほしいというところでと

めておきます。もう言ってもしようがない。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

  金子委員。 

○金子委員 まず、143ページの中段の市民大学講

座事業費です。これの参加人数とか、それから内

容についてちょっとお聞きいたします。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 こちら国際医療福祉大学病院

連携講座につきましては会場を三島ホールで予定

しておりまして、30年度も実施したものではある

んですけれども、こちらについては参加者につき

ましては約300人ほどだったと記憶しております。

31年度につきましても、こちらも同じように三島

ホールを会場としまして、同様の講演会というこ
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とで予定してございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 市民大学講座はそれだけですか。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 それ以外はございませんで、

30年度になりますと講座数が、すみません、ちょ

っと手元に今資料がないんで正確な数字があれな

んですが、全体で33か35ぐらいの講座数になって

いたかと思いますので、すみません、参加人数が

記録がなくて申しわけないんですが、今ちょっと

お答えできずに申しわけありません。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 これはどういう、例えば会員制、そう

いうのはどういうふうになっていますか。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 特に会員制とかそういうもの

ではなくて、それぞれ募集は公募ですとかそうい

ったもので開催しますということで申し込みを募

りまして、お申し込みいただいて受講いただいて

いる。もちろん市内の在住、在勤、そういった方

ということで対象にしているところでございます。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 わかりました。もしできたら、後で講

座の予定か、30年度でもいいんですけれども、ち

ょっといただければありがたい。なければいいで

すけれども。 

○佐藤委員長 係長。 

○吉田生涯学習係長 これからちょっとあれなんで

すが、31年度の４月から６月に開催するものにつ

いては、市民大学案内ということで。 

○金子委員 あるよね。わかりました。それを見た

いと思います。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 153ページの黒磯文化会館管理運営費

のほうで、下のほうに黒磯文化会館自主事業運営

費として1,000万かな。そして、文化振興公社運

営費3,812万、それが前年度とは何か逆転してい

るみたいな感じがするんです。それがどういうこ

となのかということと、もし自主事業についてど

ういうものをやるのかという大まかなあれがわか

ったら教えてください。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 黒磯文化会館自主事業運

営費の補助金でございますが、31年度は1,000万

を計上しておりますが、今年度30年度につきまし

ては、先ほど課長のほうからも説明がございまし

たが、黒磯文化会館が10月から閉館していた関係

で、800万に減額して、補助金として出しており

ました。黒磯文化会館の耐震が終了いたしますの

で、文化会館のほうの自主事業も一応通年、また

31年度１月以降トイレの洋式化の工事等で一部閉

館にはなりますが、開館時間が延びますので、そ

の間自主事業を打つことは可能ということで、従

来1,000万の補助金を支出いたしまして、その中

で文化会館、公社のほうの総意によって事業を打

っていたところでございますので、そちらのほう

の事業資金として1,000万を補助するものでござ

います。 

  文化振興公社の運営費につきましては、こちら

公社の運営に係る人件費等の補助金となります。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 その自主事業のほうの主なものはわか

らないんですか。どういうところに充当するか。 

○佐藤委員長 課長補佐。 

○小池生涯学習課長補佐 31年度につきましては、

いわゆる黒磯文化会館といたしましては、イベン

ト、コンサート等の鑑賞型の事業と、あと育成型

の事業と、参加型の事業ですね。そういった３つ

の事業を展開しておりまして、鑑賞型の事業とい

たしましては、プロのアーティスト等を呼んでき
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たコンサート、こちらを年に10回程度予定してい

ます。31年度につきましては決定しているものに

ついては、いわゆる大衆歌謡のコンサートが１件、

あとロック系のコンサートが２件、あとサーカス、

何かそういった興行系のものが１件確定しており

まして、それ以外は現在イベンターの交渉中とな

っております。 

○金子委員 了解。大体わかりました。 

  それから、博物館、次のページ、154ページ、

博物館のほうで、前回もちょっとあれしたんだけ

れども、一番博物館の下のほうに小学校等費とい

うことで、いろいろ歴史、自然、民族、美術ある

わけなんですけれども、これ100万ということで

あれしているんですけれども、美術品の購入とい

うことは考えてないのかどうか。これだけ歴史、

自然、民族、文学、美術といえば、それ全体を合

わせて100万という予算が出ているわけなんです

けれども、美術品はそんなもので買えるとは思え

ないので、そういうのを予算として申請している

のか、いないのか。していなければ、もう当然予

算としてはつかないわけで、予算として例えば

3,000万予算出したんだけれども、結局100万にな

ってしまったという意味なのか、その辺のところ。

そして、もしくはもう美術の収集はしませんよと

いうことなのか、この100万という……。 

○佐藤委員長 館長。 

○松本那須野が原博物館長 書画骨董資料の購入に

つきましては、今年度から計画的にやろうという

ことで、各担当のほうでこういうものが欲しいと

いうのを出していただいて、その中で調整をとっ

て100万という形にしています。美術品につきま

しても買わないということではなくて、美術って

毎回出てくるようなものではないので、当然出物

がある場合には買いたい。それは予算的にも当然

どれぐらいかかるかわからないんですけれども、

どうしても必要だということであれば、そういう

形で要求はしていきたいなというふうには思って

おります。ただ、今年度はそういう中で大体100

万で調整をやっていたということで、今年度は実

は靄崖の墨竹巻といって、画巻なんですけれども、

巻子状の。それを買う予定です。ちなみに一応の

見積もりが30万ほどということでしたので、その

ほかにあと31年度は昆虫化石の特別展がありまし

て、やっぱりそれに向けた資料も買わなければな

らないということで、そういった形で計画的に担

当のほうから出てきたやつを精査しながら要求を

しているところです。 

○佐藤委員長 金子委員。 

○金子委員 靄崖のあれを買うということはすごく

いいんで、そういう計画を立ててやっぱりやって

いかないと、100年たっても恐らく何も集まって

こなかったということになったんでは、やっぱり

博物館として不名誉だから、やっぱり年々たまっ

ていくようなそういう予算にしていかないと困る

と思うんで、少なくとも3,000万ぐらいは要求し

てくださいよ。これは私の余計な要望ですけれど

も、そんなところで、ぜひこれからお願いします。

日新の館もなくなってしまったことで、本当に寂

しい限りで、ということでわかりました。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔発言する人なし〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終了した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、そのほかに委員の皆

さんから何かございますか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 （成人式の年齢について） 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 生涯学習課の皆さんから何かござい

ますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、生涯学習課の審査を終了

いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで10分間休憩します。 

 

休憩 午後 ４時３８分 

 

再開 午後 ４時４８分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎スポーツ振興課の審査 

○佐藤委員長 それでは、スポーツ振興課の審査に

入ります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第１０号の説明、質疑、討

論、採決 

○佐藤委員長 これより予算常任委員会第二分科会

に切りかえて審査をいたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算を議題といたし、執行部の説明をお願いいたし

ます。 

  織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 （議案第10号について説

明。） 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、質疑を許

します。 

  星副委員長。 

○星副委員長 158ページの10款10項２目の6001事

業のホースガーデン管理運営費なんですが、これ

らの実績を教えていただきたいんです。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 本年１月末での利用にな

りますが、乗馬、引き馬につきましては339人、

乗馬、こちら乗るほうの乗馬ですね、こちらにつ

きましては863人、乗馬教室、こちら個人のほう

につきましては1,759人、団体での乗馬教室につ

きましては509人、フレンドシップ事業につきま

しては330人、計で3,800人の利用があるというこ

とでございます。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 この実績は大体30年度の予算を立て

たときに大体このくらいかなという部分の範囲内

でしたか。それともやっぱりホースガーデンを始
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めてもう数年たちますけれども、徐々に利用率と

いうのは上がってきているのか。また、これらは

委託をされているので何とも言えない部分である

と思うんですけれども、馬に関してはどうなのか

という部分をちょっとお聞きしたいんですけれど

も。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 この利用につきましては、

年によってちょっとばらつきは確かにあるところ

ではございますが、このフレンドシップ事業とい

うことで対応しているものにつきましては年々利

用者数がふえているというような状況でございま

す。 

  また、馬のほうにつきましては、昨年天候や、

あとは連続で乗ったりするというようなところと、

あとは高齢な馬が結構いるものですから、そうい

ったところで体調を崩す馬などもいたというよう

なことがございます。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 同じところなんですけれども、学校利

用送迎バス借り上げ20万円ほど減で出していると

いうことで、100万円というのは何クラス予定で

出されているかですね。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 学校数でございますが、

おおむね20校程度を見込んでございます。ただ、

バスの実際の利用につきましては、市のバスがあ

いている場合には市のバスを利用できるというこ

ともございますので、毎年同じ学校数が民間のバ

スを利用するということではないので、その辺の

ちょっとばらつきはあるところでございます。 

○大野委員 了解しました。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  山本委員。 

○山本委員 国民体育大会の推進事業費、157ペー

ジのことなんですが、この予算は財源はどの部分

なのか教えてください。この4,884万7,000円の国

民体育大会の推進事業費の市費はどれぐらいで、

国からどのくらい入っているかというのを教えて

ください。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 国民体育大会推進事業費

でございますが、こちらの委託料、こちらの設計

のほうにつきまして一応県のほうから施設整備に

関する補助のほうが出ることにはなってございま

す。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ということは、ここの新規の設計測量

管理委託料の4,070万円は全部県から出るという

ことでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 歳入の17ページのほうを

ごらんいただいてよろしいでしょうか。15款の県

支出金、２項８目教育費県補助金の保健体育費補

助金のほうで競技施設のほうの補助ということで

4,070万円と見込んでいるところでございます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そうすると、あとの残りの事務補助金

とかというものに関しては市が出しているという

ことでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 はい、仰せのとおりでご

ざいます。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 これなぜ聞くかというと、トライアス

ロンの競技の関係の方から、全部でなくて、何か

関係の人の負担があるというふうに言われたので、

確認をしてほしいと言われたんですが、これは一

切ここにある国体に関する施設、必要な先ほど言

ったスタート台の浮き桟橋とかトランジットのエ
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リアの整備とかに関しては全て関係者の持ち出す

ものがないということでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 こちらのトライアスロン

の関係は特殊競技ということで、このレースに使

うもの、そういったものについては10分の10で補

助の対象になるというようなことで確認はとれて

おります。 

○山本委員 ありがとうございます。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 156ページの全日本小学生ソフトテニ

ス選手権大会、これ新規事業ということで、どれ

ぐらいの方々が来る予定でいらっしゃるんですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 選手、役員でおおむね

1,700名程度、観客ですとその1.5倍から倍ぐらい

のお客さんは来るのではないかというようなとこ

ろで事務局のほうでは見込んでおります。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 開催期日はもう決まって……先ほど何

か言ったような気がしたんですが。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 本年の７月25日木曜日か

ら７月28日の日曜日まで４日間ということで予定

をされております。ただ、初日の木曜日につきま

しては、開会式だけということになりますので、

実質競技を行うのは金曜日から日曜日までの３日

間ということで予定はされております。 

  以上です。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 続きまして、158ページの青木サッカ

ー場管理運営費、委託料の管理運営費が昨年度よ

り上がったということなんですが、昨年までは天

然芝だったわけで、ことしから人口芝。考えてみ

ると、天然芝のほうが管理運営のほうはちょっと

お金がかかるんじゃないのかなと思ったんですが、

それが上がった要因はどういうわけですか。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 天然芝のほうでの肥料費

用というようなそういったものの費用が減額にな

る部分があるのですが、それよりも消費税の増額

のほうが上回ったというような状況でございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 今の関連なんですが、消費税は２％し

か上がらないですね。天然芝と人口芝、以前山本

はるひ議員が一般質問して、天然芝は管理費がか

かるということだったんですが、２％ぐらいの差

よりそんな安く管理していたんですか。天然芝の

ときにかなりかかっているようなイメージがあっ

た。3,000万の２％だとたった60万ぐらいですよ。

維持費が安くなるということで天然から人口芝に

変えるという。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 すみません、説明のほう

が不足しておりました。30年度につきましては天

然芝のサッカー場、工期の関係で休止しているも

のですから、そちらの休止分、その分の管理費用

については減額していたところがございますので、

その基準となるものですと29年度で3,157万円が

これまでの管理運営費的なものと見込んでいただ

ければと思います。それで比較しますと、おおむ

ね全体経費としまして100.3％ぐらいの伸びに、

おととしから比較しますとなる形でございます。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 いずれにしましても、天然芝は管理費

がかかっていたというものが、人口芝になって管

理費が差が余りにも少ない。もっとあってもいい

んじゃないかと思っていたのが、消費税が上がっ

たから上がったという説明をしたんで、今確認を
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したんであって、その点をちょっとはっきり言っ

てください。 

  要するに危険な樹木の伐採等はそういうものに

もお金がかかったんで上がったという話でもある

ならば別なんですが、そういうのがなかったもの

ですから、それを確認したんで。指定管理料が上

がったという話もしていたと思うんです。今にな

ったら消費税が上がったと言うから、２％という

だけでは及ばないよという話をさせていただいた

だけで。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 すみません、失礼いたし

ました。指定管理料のほかに樹木の伐採や会館の

ほうの風通し設備ですね、そういったところも含

めまして全体的な伸びがあったところでございま

す。そちらのほうを含めず指定管理料だけの形で

先ほど説明のほうを申し上げておりました。失礼

いたしました。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 わかりました。じゃ、続きなんですが、

本当に素朴な質問なんですが、バレーボールのネ

ット、これ、にしなすの運動公園は５万1,000円

で、三島体育センターになると10万になるんです

が、倍にすれば10万になるんですが、５万1,000

円だったものですから、１コートから２コートに

なったから５万から10万になったのかなと思いま

したが、素朴な質問で恐縮ですが。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 数の差になります。にし

なすの運動公園のほうにつきましては１面分、三

島体育センターのほうについては２面分のネット

を買うということで金額の差が出ているところで

ございます。 

○中村委員 わかりました。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 またさっきの話ですみません。くろい

そ運動場の管理運営費の中で、管理運営が昨年度

よりこちらも上がっているんですね。私の記憶だ

と、昔はサッカー場だったところが今テニスコー

トにしているんで、管理運営するに当たってはそ

んなに差額はないはずなんですけれども、そこも

管理運営費が上がったという先ほどの答弁なんで

すが、いかがなんですか。サッカー場と人口芝は

管理運営に関しては費用は同じだと思うか、まし

てや人口芝のほうが高いままあれかな。 

○佐藤委員長 織田課長。 

○織田スポーツ振興課長 まず、テニスコートの８

面増設なんですけれども、非常にご存じのとおり

で利用量が多い。くろいそ運動場の中でもかなり

一日を通して使われているというようなところで、

あとナイター設備もありますので、そういったと

ころでの管理等と、あともう一点、先ほども説明

不足で申しわけございませんでした。野球場につ

きまして30年度は９月からオープンということだ

ったので、半年間の管理経費で、31年度からは通

年、１年間の管理経費ということで、その部分も

ふえている部分がございますので、そういったと

ころでの消費税分も含まれてございます。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかに質疑はございませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、本議案について討議すべ

き点はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、質疑を終了したいと思い

ますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、質疑を終了

いたします。 

  討論はございませんか。 
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〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので討論を終了したい

と思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終了

し、採決いたします。 

  議案第10号 平成31年度那須塩原市一般会計予

算は原案のとおり可決すべきものとすることにご

異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ご異議がないものと認めます。 

  よって、議案第10号については原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次第にはございませんが、その他で委員の皆さ

んから何かございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 スポーツ振興課の皆さんから何かご

ざいますか。 

〔「ございません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 それでは、スポーツ振興課の審査を

終了いたします。 

  これで教育部の今定例会における審査は終了と

なりますが、教育部全体としてその他で何かござ

いますか。 

  山本委員。 

○山本委員 （教育部の説明について） 

○佐藤委員長 それでは、以上で教育部の審査を終

了いたします。 

  お疲れさまでした。 

  ここで執行部退席のため暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ５時３０分 

 

再開 午後 ５時３３分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き委員会を開きます。 

  ここで事務局より事務連絡があります。 

  磯さん。 

○磯書記 （事務連絡。） 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○佐藤委員長 これで本日予定しておりました審査

事項は終了しました。 

  委員の皆さんにおかれましては、あす午後１時

より委員会を再開いたしますので、よろしくお願

いをいたします。 

  以上で本日の福祉教育常任委員会を散会いたし

ます。 

  お疲れさまでした。 

 

散会 午後 ５時３４分 
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福祉教育常任委員会 

 

平成３１年３月８日（金曜日）午後１時開会 

 

出席委員（９名） 

委 員 長 佐 藤 一 則  副 委 員 長 星   宏 子  

委 員 山 形 紀 弘  委 員 相 馬   剛  

委 員 平 山   武  委 員 大 野 恭 男  

委 員 金 子 哲 也  委 員 山 本 はるひ  

委 員 中 村 芳 隆    

 

欠席委員（なし） 

 

紹介議員（なし） 

 

説明のための出席者 

クローバーハ
ーツ癒しの夢
工 房 代 表 

植  村  健  一 
  

 

出席議会事務局職員 

書 記 磯     昭  弘     

 

議事日程 

  １．開 会 

  ２．審査事項 

    陳情審査 

    ・陳情第１号 精神障害者に身体・知的障害者同等の福祉サービスの適用を求める陳情書 

  ３．その他 

  ４．閉 会 
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開会 午後 １時００分 

 

◎開議の宣告 

○佐藤委員長 皆さん、こんにちは。 

  散会前に引き続き福祉教育常任委員会を再開い

たします。 

  委員各位におかれましては、慎重なる審査とと

もに、円滑な進行へのご協力をお願い申し上げま

して、挨拶といたします。 

  本日の審査は陳情１件でございます。 

  当常任委員会の傍聴希望がありましたので、ご

報告をいたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎陳情の審査 

○佐藤委員長 それでは、ただいまから陳情の審査

に入ります。 

  陳情第１号 精神障害者に身体・知的障害者同

等の福祉サービスの適用を求める陳情書を議題と

いたします。 

  なお、この件に関して、参考人としてクローバ

ーハーツ癒しの夢工房代表、植村健一氏にご出席

をいただいております。 

  委員会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上

げます。 

  本日はお忙しいところご出席をいただきまして、

誠にありがとうございます。衷心より厚く御礼を

申し上げます。ともに忌憚のないご意見を述べて

いただきますようよろしくお願いを申し上げます。 

  参考人に申し上げます。 

  本委員会では、まず改めて陳情の趣旨説明をい

ただき、その後、委員からの質疑にお答えいただ

きます。委員からの質疑に対し、意見内容がまと

まりましたら、その都度挙手をお願いをいたしま

す。私が指名しますので、指名後は着座のままご

発言くださいますようよろしくお願いをいたしま

す。 

  また、参考人は議員に対し質疑することができ

ないことになっておりますので、あらかじめご了

承願います。 

  初めに、参考人より本陳情の趣旨を簡潔に説明

願います。じゃ、よろしくお願いします。 

○植村参考人 この広報紙を見ていただければ一番

よくわかるんですね。それの４ページを見ていた

だきたいと思います。 

  今、栃木県では関東で精神障害者の給付という

か、障害の医療費の関係が栃木県ではまだやって

おりません。精神疾患を抱えている人の治療だけ

は１割負担ということで、あとは例えば風邪を引

いたときには３割取られるということなんです。

ちょっとここは国は３障害と言っていて矛盾して

いるんじゃないかということで、栃木県のほうに

話ししたら、各市町村から持ち上がってないんだ

からだめだよと簡単に断られたということで、各

市町村に陳情ということでお願いにあがっている

次第でございます。 

  それで、今の結局親がいるうちはよろしいんで

すけれども、親がいなくなった後はじゃどうする

んだということで、障害年金が一応１級、２級ま

ではいただけるんですけれども、医療費の関係で

アパートとか、ああいうのも入ったり何かしたら、

はっきり言って治療の医療費がとれないみたいな

んですよね。やっぱりアパート３万円払ったら、

はっきり言ってもう６万そこそこで生活をして、

結局精神疾患の医療費は１回行くと五、六千円取

られるんですよ。それが結局負担が大きいという

ことで、普通の風邪で３割負担払ったら、今度風

邪だけでも少なくとも3,000円か4,000円は取られ

てしまいます、初診料で。そういうことの考えが
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あって、普通の人は、じゃ生活保護を受ければい

いじゃないかと、こういう言葉があったんですけ

れども、誰しもが入れるというわけじゃないんで、

やっぱりそこのところが大変な思いで、年齢的に

も既にかなりもういってます。一番年のいってい

る人で70幾つの人が精神疾患抱えて、もう40年ぐ

らい抱えている人もいます。そういう人たちがど

うするかということになったら、とてもじゃない

けれども、払い切れない。そういうことの本人た

ちの苦しみが私たちに伝わってきましたので、こ

れは何とかしなければいけないんじゃないかとい

うことで立ち上がりまして、こういう問題を提起

する文章をつくって、皆様にお願いしたほうがい

いんではないかということでお願いに上がったわ

けなんです。内容的には一応簡単なんですけれど

も、こういうことなんです。 

  一応関東では栃木県だけです。今ここにも出て

いますように、ほかの県はもう早々とやっていた

だいて、要望には交通の問題が出てもいますけれ

ども、今交通の問題ははっきり言って障害者には

二の次なんです。精神の薬を飲んでいる方は運転

できないんですよね。結局てんかん持ちと同じよ

うなもので、やっぱり睡眠薬が入っているんで、

どこで眠ってしまうかわからないので、結局それ

よりは医療費のほうが一番大事だろうと。はっき

り言って何かあればもう必ず医者にかかるという

ことなんで、そのほうが大事なことなんで、はっ

きり言って精神障害者には車持っている人はいな

いんで、免許も持っている人もごく一部なんで、

その分が医療費のほうに重点的にやったほうがい

いんじゃないかということで、各市町村にお話を

持っていっています。 

○佐藤委員長 説明が終わりましたので、これより

質疑に入ります。 

  質疑はございませんか。 

  大野委員。 

○大野委員 すみません、何点かちょっとお伺いし

たいんですが、精神障害者の方でこの陳情の趣旨

としては全ての精神障害者の方にということでよ

ろしいんでしょうか。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 一応全部ということじゃなくて、１

級、２級が大体主ということで、３級となるとも

うほとんど楽というか、そんなに重症である方で

ないんで、１・２級が一番大変だということで、

どこの市町村に行っても１か２です。 

○佐藤委員長 ほかにございませんか。 

  星副委員長。 

○星副委員長 今のこちらの広報紙、この中で見る

と、ほかのところは等級が１級、東京が手帳１級

から障害年金とかってある中で、神奈川県は手帳

１級、一部２級というふうになっております。ほ

かの関東の中ではやはり１級がメーンになってい

るかなと思うんですが、この１級と２級の差とい

うか、かなり精神に級をとるというのは大変だと

いうお話も聞いてはいるんですけれども、やはり

今回のこの陳情に関しては、１級、２級にそのよ

うな助成制度を適用してもらいたいというご希望

なのか、それともまずは１級というところなのか、

そのあたりはどうなんでしょうか。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 とりあえずスタートということで、

１級でもやっていただければありがいということ

です。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 ちなみにすみません、１級と２級で

は結構その差はあるんですか。障害の重さという

か、もちろん等数によってかなり差はあるとは思

うんですけれども。 

○佐藤委員長 植村参考人。 
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○植村参考人 年金で言いますと１級の場合は大体

10万近くいただいています。２級の場合は６万円

ぐらい。５万から６万、７万までいくかいかない

か、その差がありますんで、それだけ障害の程度

が差があるということです。はっきり言って１級

の場合はほとんど多少でも誰かがついてないとだ

めだということで。 

○星副委員長 付き添いが必要。 

○植村参考人 そうですね、どこか行くときにやっ

ぱり何かあったときに困るんで。 

○佐藤委員長 星副委員長。 

○星副委員長 そうしますと、もうかなり１級の方

は重い状態で付き添いが必要なほど、やっぱり通

院するときにも付き添いが必要なくらいに重い症

状の方で、なおかつ病院にかかると１回5,000円

から6,000円がかかるという負担がとても大きい

ということですね。すみません、確認になってし

まうんですけれども。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 今のやったときに１級の場合ははっ

きり言って車を運転できないと。家族がいれば同

行。例えば福祉タクシーを使うか、誰がついてい

かないと本人の１人では無理ということ。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 いろいろ説明聞かせていただきました。

陳情の趣旨の中にバスの運賃の割引制度を精神障

害者に対して同等に認められるようバス交通会社

に働きかけるということで、公共交通機関はバス

以外にもタクシー、ＪＲ、船、飛行機、さまざま

乗り物の公共交通機関があると思うんですが、バ

ス交通会社にした理由を教えていただけますか。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 一応国では認めていただいたんです。

ただ、各鉄道会社がなかなか返事をしないという

ことになっていまして、ＪＲとか私鉄関係がちょ

っとということでストップがかかっています。だ

から、それが全然まだ話になってないで、ただ国

ではやりなさいよとは言っているんですけれども、

ちょっとまだまだ答えが出ないという。もう既に

３年ぐらいですか、やってから、まだ話が出てき

ません。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 国ではやってくれということで、ＪＲ

とか私鉄ではストップかけているということで、

もう２年近くたっている。そのストップかけてい

る要因というのは具体的にどんなことだと思いま

すか。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 私ははっきり言って身体障害者なん

です。私の場合は交通が半分なんですよ。どれだ

け乗っても、高速道路でも半額です。ここで言え

ば中禅寺湖の遊覧船に乗っても半額なんですよ。

そういうメリットはある。だから、それじゃ皆さ

んが精神障害まで今度はやったら、どれだけのあ

れが出るかという人数的にもまだわからないとい

うことで、多分それがネックになっているんじゃ

ないかと思うんですね。人数的には結構精神とい

うと相当の人数があるんですよ。 

○佐藤委員長 山形委員。 

○山形委員 人数がなかなか把握できないというこ

とで、なかなかこれが頓挫しているということで。

その中で、バス交通会社ということで見ると、交

通会社は民間ということでよろしいんですか。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 ほとんど私鉄各社。市町村でやって

いる分には市町村で決めることだからいいんです

けれども、ただ私鉄の場合とか、そういうのは、

中小企業のあれは、その会社が納得しないとちょ

っと前に進まないということが現実です。 

○佐藤委員長 中村委員。 
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○中村委員 ちょっと今のにつけ加えて確認をさせ

ていただきたいんですが、国のほうではそういっ

たＪＲとかそういうところに無料にしなさいとい

うような意見書をＪＲとかそういうふうに出され

ているというもので、国のほうで決まったという、

そういった考えの中で進んでいるわけですか。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 国でも何かはっきり言ってちょっと

ほったらかしというか、正直言って何かそんな感

じです。今も先に進んでないということです。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、それは国の決定という

ものはどのような決定の中で決定というような解

釈をされているかということを確認をさせてくだ

さい。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 ３障害ということでやりなさいよと

いうことで話は言っているんですけれども、まだ

それがなかなか前に進まないということで。 

○佐藤委員長 中村委員。 

○中村委員 そうしますと、できれば取り組んであ

げなさいというような形の今進んでいる中で決定

を見ないということですね。そんな中で、このバ

ス会社に働きかけるようにということなんですが、

例えば私ども那須塩原市にこの趣旨の中でどうい

うような働きかけ、要するにここですと東野交通

とか、そういうところのバス会社に対してこうい

った精神障害者の方には無料で、先ほど言われま

したが、とりあえずは１級だけでもという話でご

ざいましたので、１級ですとうちは約33人ぐらい

いらっしゃるということなんですが、その方にそ

のバス会社に無料にしていただければというよう

なことを私どものほうから、そのバス会社に言っ

てくださいと言わんとしていることですか。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 無料というのは無理だと思うんです。

要するに半額ですよね。どの障害も、ほかの障害

も全部５割、半額なんです。飛行機の場合も半額

です。ただ、１級の場合には同伴の方が半額なん

です。飛行機に乗るにしても、電車に乗るにして

も１級の方は同伴の方がやっぱり半額で乗れると

いうこと。ただ、１級の場合は同伴がつかないと

動けないので、そういう事例があります。 

○中村委員 はい、わかりました。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 まず、そもそもこの陳情書に関しては

①に関しては県議会のほうに出したけれども、そ

ちらのほうで継続になって、まだ採択にはなって

いないと。その結果、各市町に要望書を出したと

いうふうに書いてございますけれども、各市町の

状況を調べていただいたところ、那須塩原市に出

ている陳情に関しては、②のバス会社に対しての

働きかけが入っているんですね。ですけれども、

ほかのところでは調べた結果では真岡市に入って

いるだけで、ほかのところはこの①の部分だけの

陳情になっているんですが、なぜ那須塩原市議会

に対してバス会社にも安くしてくれというような

陳情を出されたのか、その理由を聞かせてくださ

い。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 最初は両方出しました。医療と交通

の問題、それで、あるところへ結局出したら、う

ちのほうは援助しているよということで言われて、

これは抜いてくれないかと。交通を抜いてくれな

いかと言われたんです。それで医療だけを出した

んです。そういうところがあるんで、だから、な

いところは要望しています。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 そういたしますと、県内の市町でバス

に関しての補助なりをしていなかったところは那



－236－ 

須塩原市と真岡市だけで、ほかのところはやって

いるという確認はなさっているんですか。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 一応タクシーとかバスとか、そうい

うところは何か割り引いているというんですか、

そういうのがふえているそうです。月に何枚かわ

からないですけれども。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 那須塩原市においても福祉タクシー券

という形で月に2,900円で、年間で３万4,800円、

精神の方１級、２級の方には出ているんです。そ

れは、どうですか。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 実は量的には足りないんです。確か

に、出ているんですけれども、月にするともう１

回、距離数で走ると、距離数で使ってしまうんで

なくなってしまうんです。２回出たらもうないん

ですね。そうすると、じゃタクシー券というのは

初回だけですから、あとは、キロ数出た場合は余

分に取られていってしまう。 

○佐藤委員長 大野委員。 

○大野委員 那須塩原市の場合は使えるんですよね。

500円券になっていて、１回に対して2,000円だっ

たら４枚支払い。ですので、年間で３万4,800円

というようになって、例えば今月２回いただいた

ら、例えば仮に8,000円かかってしまう。例えば

ですね。次の月は行かなかったら、次またという

形で、１回初乗りだけという形ではないので、ち

ょっとまた違った件なんですけれども。 

○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 そうすると、2,000円、月に。 

○大野委員 計算的には一応月に2,900円で、それ

を１年間で３万4,800円、４月に交付になるんで

すね。それでその中でお使いいただくというよう

な形で一応福祉タクシー券ということになってい

る。タクシー会社もほとんど多分同様に使えると

思うんですけれども、これはバスには使えないん

ですよ。という形で一応市ではそういう制度はあ

ります。 

○佐藤委員長 山本委員。 

○山本委員 ちょっと中身というか、この陳情その

ものに対する質問なんですけれども、例えば大田

原市なんかでは、まずとりあえず①のところだけ

を提出した。バスに関してはその後また出す。２

段階で出しているみたいなんですね。那須塩原市

の陳情については、このように項目を幾つか出さ

れると、一部採択ということができないんですね。

全てに関していいよということになって採択にな

るので、本来であれば私の考えでは、この①の部

分の手帳の保持者に対して医療費の助成制度をぜ

ひやってくれという要望を出すことについては確

かだなというふうに思うんですけれども、この２

番目のバス会社に関しては、先ほど大野委員が述

べたように、タクシーに関しての助成はあると。

バスに関しては民間のバスですので、ここは。そ

ういうところに関して例えば半額にしてください

と言った場合に、じゃその半額の分を市が補填す

るのか、あるいはどうするのかというようなとこ

ろまでいくと、今きょうのこの時点で①と②を一

括で採択してくださいと言われると、もう少し時

間がかかるというのが私としては判断を、２つ一

緒に採択ということはとても難しい判断になって

くるんですね。 

  それで、ですから、全て分けていただいて、①

の部分についてだけの部分で陳情を出していただ

くというようなことにしていただけると、皆さん

の意見はわからないですが、私としてはとてもこ

の陳情も審査をしやすいというふうになるんです

が、そういうことについては考えていらっしゃら

なかった。 
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○佐藤委員長 植村参考人。 

○植村参考人 私個人では、個人の考えで医療費だ

けのほうがいいと思っている、はっきり言って。

さっきも話したように、交通の場合は本人が自由

に乗れる状態じゃない人もいるんで、だったら医

療費分は生きていくためには一番大事なことでは

ないかなと私は思っているんです。ですから、こ

のあれを出すときには、最初は交通もというとこ

とで、以前にアンケートをとりまして、障害者の。

去年アンケートをとりまして、そのアンケートに

交通の話も入ったんで、じゃそれを載せようかと

いうことで両方載せていました。各市町村に持っ

ていったら、両方は無理だよと。どっちか１つに

しなさいと言われたところもあるんです。それで、

１つに持っていきましょう。こちらのほうではそ

れは言われてなかったので、そのままで通った話

なんです。 

○佐藤委員長 ここで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時２５分 

 

再開 午後 １時４７分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。 

  ほかに質疑はございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 なければ、これをもって参考人に対

する質疑を終えます。 

  本日はお忙しい中にもかかわらずお越しいただ

きありがとうございます。貴重なご意見をいただ

きまして、心から感謝を申し上げます。本委員会

といたしまして、ただいまのご意見を今後の審査

に十分生かしてまいりたいと思います。 

  本日はありがとうございました。 

○植村参考人 ありがとうございました。 

○佐藤委員長 参考人退席のため暫時休憩といたし

ます。 

 

休憩 午後 １時４８分 

 

再開 午後 １時４９分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を始めます。 

  それでは、各委員の意見をお受けいたします。 

  相馬委員。 

○相馬委員 本陳情につきましては、その趣旨が医

療費の助成制度に対する陳情、それからバス運賃

の割引制度に対する陳情と、①と②、２つの内容

で陳情の内容とされております。 

  そうした中で、①の精神障害者の手帳所有者に

対しても同様の医療費の助成制度を求めているも

のに関しては非常に理解ができます。納得もでき

るところではありますので、ここについては採択

をしたいというふうな気持ちはございますが、②

のバス運賃に対する割引をバス会社に働きかける

ということは事実上不可能かなというふうに考え

ますので、全体としては大変申しわけないんです

が、不採択というような選択をせざるを得ないの

かなというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○佐藤委員長 ほかにございますか。ありませんか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、これから討論を

行います。 

  討論はございますか。 

  山本委員。 

○山本委員 それでは、不採択という立場で討論を

いたします。 

  今回の陳情につきましては内容が２つあります。

１つ目は精神障害者の手帳を持っている方に対し
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て医療費の助成制度を求めるように意見書を出し

てほしいということ、もう一つのほうはバスの会

社に対して割引制度を認めるように働きかけてほ

しいということで、２つの内容が違う内容になっ

ておりますが、私といたしましては、最初の精神

障害者に対しての医療費の助成制度については採

択をしたいと思います。けれども、２つ目のバス

交通会社に対して割引をしてほしいということに

対しましては、当市議会としてそれをすることに

ついては賛成しかねます。 

  それで、当市議会の陳情につきましては採択を

するか、不採択にするか一括で決めなければいけ

ないということでございますので、内容の片方に

納得しかねるということで、これは不採択にせざ

るを得ません。よって、私は不採択をしたいと思

います。 

  以上です。 

○佐藤委員長 ほかにございますか。 

〔「ありません」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 ないようですので、討論を終結した

いと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○佐藤委員長 異議がないものと認め、討論を終結

し、これより採決をいたします。 

  ただいま不採択とすべきとの討論がございまし

たが、採決に当たりましては、可を諮る原則から

まず採択すべきものをお諮りをいたします。 

  まずは本件を採択とすべきものとするかお諮り

します。 

  陳情第１号 精神障害者に身体・知的障害者同

等の福祉サービスの適用を求める陳情書について、

採択すべきものとすることに賛成する委員の挙手

を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○佐藤委員長 賛成が過半数を満たしておりません。

改めてお諮りをいたします。 

  陳情第１号 精神障害者に身体・知的障害者同

等の福祉サービスの適用を求める陳情書について、

不採択にすべきものとすることに賛成する委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○佐藤委員長 賛成過半数と認めます。 

  よって、陳情第１号は不採択にすべきものとす

ることに決しました。 

  以上で陳情第１号の審査を終了いたします。 

  ここで暫時休憩とします。 

 

休憩 午後 １時５６分 

 

再開 午後 １時５８分 

 

○佐藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎閉会の宣告 

○佐藤委員長 以上で、今定例会における当委員会

の議事日程は全て終了いたしました。 

  当委員会の審査報告書は、本職が作成し、議長

に提出いたしますので、ご一任くださるようお願

いをいたします。 

  これをもちまして、福祉教育常任委員会を閉会

いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

閉会 午後 ２時０２分 
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